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１．計画の基本的事項  

(1) 計画の基本的な考え方 

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第６４号）第

３条に基づき平成２６年９月１２日に告示された「地域における医療及び介護を総合的に確保

するための基本的な方針」に則り、利用者の視点に立って切れ目のない医療及び介護の提供体

制を構築することを目指し、県内関係団体及び有識者等からの意見を踏まえて本計画を策定す

る。 
 

(2) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

宮崎県における医療介護総合確保区域については、延岡西臼杵（延岡市、高千穂町、日之影

町、五ヶ瀬町）、日向入郷（日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村）、宮崎東諸県（宮崎市、

国富町、綾町）、西都児湯（西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町）、

日南串間（日南市、串間市）、都城北諸県（都城市、三股町）、西諸（小林市、えびの市、高原

町）の地域とする。 
□２次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 
☑２次医療圏及び老人福祉圏域と異なる 

（異なる理由：老人福祉圏域では延岡市と西臼杵郡が区分されているが、医療・介護サービス

の一体的な確保を図っていく観点から、二次救急医療などの医療提供体制の構築を図る２次医

療圏域を前提とする必要があるため。） 
 

(3) 計画の目標の設定等 

■宮崎県全体 
 
１．目標 
団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を展望すると、これからの高齢化社会に必要な医

療及び介護の提供体制の確立や地域包括ケアシステムの構築が急務の課題である。そのため、

各医療介護総合確保区域において、急性期の医療から在宅医療・介護の連携など一連のサービ

ス提供体制が適切に確保されるとともに、ニーズに見合ったサービスが切れ目なく提供される

ことが重要である。 
   そこで、上記の実現に向けて、本計画では以下の事項を目標とし、各種事業に取り組む。 
 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

回復期病床への転換など現状でも病床機能等の分化・連携が必要なものを対象として整

備することにより、平成28年度に策定した地域医療構想に基づく医療提供体制の構築を 

図る。 

○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量 

高度急性期  999床 
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急 性 期 3,356床 

回 復 期 4,017床 

慢 性 期 2,666床 

○その他の目標 

  ・がん患者の平均在院日数  19.8日(2017年)→18.3日(2023年) 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

地域の実情に応じた在宅医療・介護を担う人材の育成・確保や体制整備を行う。 
・訪問看護ステーション数 116(2019年)→150(2022年) 

・訪問看護従事者数 595人(2018年)→685人(2022年) 

・訪問看護利用実績 261千回(2017年)→356千回(2022年) 

・在宅での死亡割合 22.7%(2018年)→24.3%(2023年) 

・在宅歯科診療に係る専門職（歯科医師、歯科衛生士など）数 

367人(2018年)→600人(2020年) 

・在宅療養支援歯科診療所 109(2017年)→119(2023年) 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 
    地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等において予定し 

ている地域密着型サービス施設等の整備を行う。【現況値→Ｒ２年度末】 
    ○介護療養型医療施設からの転換         ４カ所→９カ所 
 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 
 県民が安心して必要な医療が受けられるよう、地域医療を担う医師の養成・確保、看

護師等養成所施設への支援や看護職者に対する各種研修の実施などにより、質の高い医療

従事者の養成・確保を図る。 
・｢地域医療・総合診療医学講座｣の専門研修プログラムで育成される総合診療医 
５人(2018年)→６人(2020年) 

・県内小児科・小児外科医師数 130人(2018年)→130人(2023年) 

・県内救急科専門医 36人(2020年)→44人(2023年) 

・県内産婦人科医師数 111人(2018年)→111人(2023年) 

・県内女性医師数 524人(2018年)→534人(2023年) 

・県内での臨床研修開始者数 57人(2019年)→80人(2023年) 

・県内就業医師数 2,810人(2018年)→2,821人(2023年) 

・県内看護職員数 21,204人(2018年)→21,728人(2023年) 

・県内新人看護職員の離職率 9.6％(2018年)→8.5％(2023年) 

 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 
宮崎県においては、介護職員を２０２０年度までに２１，２５５人、２０２５年度まで

に２２，９７９人を確保することを目標とする。平成３０年度の介護職員数は、２０，５

３１人であるが、生産年齢人口の減少等により現状のままでは２０２５年度は１９，３７

０人まで減少し、２０２５年度における介護人材の需給ギャップは、３，６０９人と推計
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されている。 
 そこで、２０２５年度を見据え、純増分として年間３３０人の介護職員の確保を目標と

する。 
 その際、新規人材を確保するとともに離職を防止するため、第一に「参入促進」、次に「労

働環境・処遇の改善」、最後に「資質の向上」の３つの視点から、総合的な対策を講じ、質

の高い介護人材の確保に努める。 
 

 H28 H29 H30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ7 
介護従事者数 19,976 

（実績） 
20,347 
（実績） 

20,531 
（実績） 

21,447 
(実績) 

21,667 22,979 

 
・出前講座     実施回数：６０回、受講生徒数：３，５００名 

・ＰＲ動画の作成  ＰＲ動画再生回数：７５回 

・介護職員実務者研修の修了者数 ３００名 

・令和３年度の福祉系高校入学者数 ９％アップ 
・外国人留学生の受入れ人数 ３０人 
・訪問看護ステーション補助事業所数 １０事業所 
・法人後見支援員（市民後見人）養成研修修了者数 ３０名 

・法人後見支援員フォローアップ研修受講者数 ３０名 

・法人後見専門員研修受講者数 ２０名 

・法人後見専門員スキルアップ研修受講者数 ２０名 

・広域的な法人後見受任体制整備に向けた研修、検討会等の実施地区２地区 

・介護ロボット導入事業所数 ５０事業所 
・展示場を利用し、介護ロボットを導入した事業所数 年間４５か所 
・ICT 機器導入補助事業所 ４０事業所 

 

２．計画期間 
  令和２年４月１日～令和４年３月 31 日 
■宮崎東諸県 

１．目標 
 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
  ○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量 

高度急性期   558床 

急 性 期 1,602床 

回 復 期 1,324床  

慢 性 期   962床 
 
２．計画期間 
  令和２年４月１日～令和４年３月31日 
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■日南串間 
１．目標 
 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量 

高度急性期  37床 

急 性 期 165床 

回 復 期 270床 

慢 性 期 407床 
 
２．計画期間 
  令和２年４月１日～令和４年３月31日 

■西都児湯 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量 

高度急性期  18床 

急 性 期 152床 

回 復 期 416床 

慢 性 期 324床 
 
２．計画期間 
  令和２年４月１日～令和４年３月31日 

■都城北諸県 
１．目標 
 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量 

高度急性期 218床 

急 性 期 676床 

回 復 期 740床 

慢 性 期 279床 
    
２．計画期間 
  令和２年４月１日～令和４年３月31日 

■西諸 

１．目標 
 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量 

高度急性期  27床 

急 性 期 164床 

回 復 期 399床 

慢 性 期 206床 
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２．計画期間 
  令和２年４月１日～令和４年３月31日 

■延岡西臼杵 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量 

高度急性期 108床 

急 性 期 418床 

回 復 期 522床 

慢 性 期 309床 
 
２．計画期間 
  令和２年４月１日～令和４年３月31日 

■日向入郷 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量 

高度急性期  36床 

急 性 期 181床 

回 復 期 349床 

慢 性 期 181床 
 
２．計画期間 
  令和２年４月１日～令和４年３月31日 

 

(4) 目標の達成状況及び各事業の実施状況 

別紙「事後評価」のとおり。 

 
 
２．事業の評価方法  

(1) 関係者からの意見聴取の方法 

・令和元年 ８月２９日 令和２年度事業（医療分）提案募集開始 
            （締切後、関係団体等からヒアリング等実施） 
・随時         職能団体等に県計画案について報告し、意見聴取 
・令和２年１１月 ６日 県医療介護推進協議会及び県医療審議会において、県計画につ

いて報告 
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(2) 事後評価の方法 

計画の事後評価にあたっては、地域医療構想及び医療計画のＰＤＣＡ指標並びに介護保 
険事業支援計画の達成状況等との整合性を図ることを念頭に、宮崎県医療審議会及び宮崎

県医療介護推進協議会の意見を聞きながら評価を行い、必要に応じて見直しなどを行う 
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３．計画に基づき実施する事業 
（事業区分１：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の

整備に関する事業） 
 
 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する

事業 

 

事業名 【No.１（医療分）】 

 医療・介護連携推進事業 

【総事業費（計画期間の

総額）】 

21,842(千円) 

事業対象医療介護総

合確保区域 

 宮崎県全体 

事業の実施主体  宮崎県、各市町村、宮崎県医師会、各郡市医師会 

事業の期間 令和２年４月１日～令和４年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

  医療必要度が低い場合や、在宅で過ごしたいが受入体制が不十分なた

めに慢性期病床等に入院せざるを得ない患者が、無理なく在宅生活へ移

行するためには、医療と介護の連携が不可欠。 

アウトカム指標： 

 地域医療構想における2025年度の慢性期機能病床の必要数について、病

床機能報告数における超過状況の解消を図る。 

（県全域慢性期機能病床数） 

 病床機能報告数(A)      4,261床(2018年) 

 病床数の必要量(B)      2,666床(2025年) 

   (B)-(A)     ▲1,595床 

事業の内容   慢性期病床等の解消を図るため、県及び関係市町村が定める圏域で、医

療と介護が連携するための課題抽出や解決策の検討等を行う場を設置し、

課題解決のための研修を実施する。 
 また、医療から介護へのスムーズな移行を図るための環境整備として、

患者の情報共有を促進するICTシステムの導入、改修を行う。 

アウトプット指標  医療・介護連携のための研修実施箇所 ８か所 
 医療介護連携のためのICTシステム整備数 １か所 

アウトカムと 

アウトプットの関連 

 当該事業の実施を通じて、医療と介護の連携に必要な多職種連携の構築

や体制が整備されることから、医療と介護が一体となったサービスを提供

できるようになり、慢性期病床等の解消に繋がる。 

事業に要する 

費用の額 

金

額 

総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

21,842(千円) 

 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  14,561(千円) 

 

基

金 

国(Ａ)  14,561(千円) 

 

民 0(千円) 

 

 都道府県

(Ｂ) 

7,281(千円) 

 

計 

(Ａ＋Ｂ) 

21,842(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

0(千円) その他 

(Ｃ) 

0(千円) 

 

備考（注３）  R2:1,842(千円)、R3:20,000(千円) 



8 

(1) 事業の内容等 
 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する

事業 

 

事業名 【No.２（医療分）】 

 地域医療支援病院等における医科歯科連携推進

事業 

【総事業費（計画期間の

総額）】 

11,500(千円) 

事業の対象となる 

医療介護総合確保区

域 

 宮崎県全体 

事業の実施主体  宮崎県、宮崎県歯科医師会 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

  がん治療を受ける患者が増加する現在において、がん診療連携拠点病

院等と歯科の連携を図り、がん患者の口腔ケアを行うことで、感染症予

防やがん治療の副作用による口腔内合併症の予防・軽減など、患者のQOL

向上を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

がん患者の平均在院日数  19.8日(2017年)→18.3日(2023年) 

事業の内容  地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に対して全身と口

腔機能の向上を図るため、県内４地区に調整窓口を設置し、歯科衛生士を

配置する。 
調整窓口では、病院等からの依頼を受け、地域の歯科診療所と調整し、

患者の口腔ケア等を実施。また、退院後の歯科診療所の紹介等を行う。 

アウトプット指標  相談紹介件数 100件 

アウトカムと 

アウトプットの関連 

 がん治療の周術期に口腔ケアを行うことで、副作用による口腔内合併症

の減少や感染症予防による術後肺炎リスクの減少などの効果が出、早期回

復・早期退院につながり在院日数の短縮が図られることから、病床の機能

分化を進めることができる。 

事業に要する 

費用の額 

金

額 

総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

11,500(千円) 

 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  0(千円) 

 

基

金 

国(Ａ)  7,666(千円) 

 

民 7,666(千円) 

 

 都道府県

(Ｂ) 

3,834(千円) 

計 

(Ａ＋Ｂ) 

11,500(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

7,666 (千円) その他 

(Ｃ) 

0(千円) 

 

備考（注３）   
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する

事業 

 

事業名 【No.３（医療分）】 

 中山間地域の持続可能な医療体制構築推進事業 

(公立病院等の将来計画の策定） 

【総事業費（計画期間の

総額）】 

40,000(千円) 

事業の対象となる 

医療介護総合確保区

域 

 宮崎県全体 

事業の実施主体  市町村等 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

  医療資源の乏しい本県において、人口減少社会の中で持続可能な中山間

地域の医療体制を構築するためには、現在、位置的・政策的に地域医療の

拠点である公立病院を中心とする効率的な医療提供体制の将来像につい

て、地域が主体となり真剣に議論しなければならない段階に至っている。 

アウトカム指標： 

県民意識調査｢本県の医療体制に対する満足度｣ 

43.3%(2019年)→50.0%(2025年) 

事業の内容   地域医療構想では、まず公立病院の病床機能や果たす役割を検討するこ

ととされている中、2025年以降にむけ、県民が安心して生活できる効率

的・効果的な医療体制を地域が主体となり検討していく必要があることか

ら、市町村等が行う公立病院等を含む医療機関の再編・ネットワーク化の

将来計画の策定を支援する。 

アウトプット指標  公立病院等の将来計画策定 ２か所 

アウトカムと 

アウトプットの関連 

 2025年に向け、地域でふさわしいバランスのとれた医療提供体制を構築

するための将来計画策定を支援することにより、効率的・効果的な医療提

供体制の構築が図られ、中山間地域で生活する県民の医療に対する満足度

に反映される。 

事業に要する 

費用の額 

金

額 

総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

40,000(千円) 

 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  13,333(千円) 

 

基

金 

国(Ａ)  13,333(千円) 

 

民 0(千円) 

 

 都道府県

(Ｂ) 

6,667(千円) 

 

計 

(Ａ＋Ｂ) 

20,000(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

0(千円) その他 

(Ｃ) 

20,000(千円) 

 

備考（注３）   
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（事業区分２：居宅等における医療の提供に関する事業） 

(1) 事業の内容等 
 
事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

 

事業名 【No.４（医療分）】 

 訪問看護ステーション等設置促進強化事業 

【総事業費（計画期間の

総額）】 

10,150(千円) 

事業の対象となる 

医療介護総合確保区

域 

 宮崎市・東諸県郡を除く県全体 

事業の実施主体  設置事業者 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

  在宅医療・介護の連携促進、地域包括ケアシステムを構築するための社

会資源の基盤として、県内全域で訪問看護を利用できる体制整備が必要。 

アウトカム指標： 

・訪問看護事業所数 116か所(2019年)→150か所(2022年) 

・訪問看護従事者数 595人(2018年)→685人(2022年) 

・訪問看護利用実績 261千回(2017年)→356千回(2022年) 

事業の内容   条件不利地域等に新たに訪問看護ステーション等を設置する事業者に

対して、立ち上げまでに必要な初期費用等を支援する。 

アウトプット指標  条件不利地域等における訪問看護ステーション等設置 ５か所 

アウトカムと 

アウトプットの関連 

 県内全域で訪問看護ステーション等の設置を支援することにより利用

者数などが増え、高齢者が住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを

受けつつ、安心して在宅生活を送ることができる。 

事業に要する 

費用の額 

金

額 

総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

10,150(千円) 

 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  0(千円) 

 

基

金 

国(Ａ)  6,766(千円) 民 6,766(千円) 

 

 

都道府県

(Ｂ) 

3,384(千円) 

 

計 

(Ａ＋Ｂ) 

10,150(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

0(千円) その他 

(Ｃ) 

0(千円) 

 

備考（注３）   
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

 

事業名 【No.５（医療分）】 

 医療･介護連携推進事業(在宅医療推進事業) 

【総事業費（計画期間の

総額）】     

    24,934(千円) 

事業の対象となる 

医療介護総合確保区

域 

 宮崎県全体 

事業の実施主体  宮崎県医師会 

事業の期間 令和２年４月１日～令和４年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

  今後増加が見込まれる在宅患者等に対して適切な医療・介護サービスが

提供できるよう、在宅医療に係る提供体制の強化が必要。 

アウトカム指標： 

在宅での死亡割合 22.7%(2018年)→24.3%(2023年)  

事業の内容   在宅医療を担う医師を対象とした研修を実施するほか、在宅療養を支え

る多職種連携のための研修を実施する。 

アウトプット指標  在宅療養を支える多職種連携のための研修 160回 

アウトカムと 

アウトプットの関連 

 研修等を通じて医療と介護の一体となったサービスを提供できるよう

にすることで、在宅での死亡割合が増加する。 

事業に要する 

費用の額 

金

額 

総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

24,934(千円) 

 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  0(千円) 

 

基

金 

国(Ａ) 16,622(千円) 

 

民 16,622(千円) 

 

 都道府県

(Ｂ) 

8,312(千円) 

 

計 

(Ａ＋Ｂ) 

24,934(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

 0(千円) その他 

(Ｃ) 

0(千円) 

 

備考（注３） R2:9,567(千円)､R3:15,367(千円) 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

 

事業名 【No.６（医療分）】 

 在宅歯科医療推進事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

21,500(千円) 

事業の対象となる 

医療介護総合確保区

域 

 宮崎県全体 

事業の実施主体  宮崎県、宮崎県歯科医師会、各歯科医療機関 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

脳卒中などの急性期患者やがん手術を受けた患者などは退院後も口腔

ケアや歯科治療のニーズが高いことが見込まれ、地域の実情に応じたよ

り質の高い在宅歯科医療が求められている。また、高齢化の進展等に伴

い、在宅医療のニーズがより一層増加していることから、在宅歯科診療

に必要な機器を整備し、切れ目なく患者の状態に応じた医療を提供する

とともに、病床の機能分化・連携を推進する仕組みづくりを行うことが

急務となっている。 

また、在宅歯科医療を行う歯科医療機関が未だ不足していることから、

在宅歯科医療に従事できる人材を確保・育成するとともに、多職種連携と

の連携体制を整備することが必要である。 

アウトカム指標： 

・在宅歯科診療に係る専門職（歯科医師、歯科衛生士など）の育成 

132人(H28年)→367人(H30年)→600人(R2年) 

・在宅療養支援歯科診療所の増加 

 109か所(H29年)→119か所(R5年) 

事業の内容 ①歯科医療機関設備整備の補助 

②在宅歯科ネットワークの構築 

 ・医療と介護における連携体制強化のための連絡調整会議の実施 

 ・歯科専門職の地域ケア会議への参画 

 ・在宅療養者のアセスメントを実施する体制づくり 

③歯科衛生士の復職支援事業 

・スキルアップ研修会の実施 

④在宅歯科医療人材育成等事業 

・歯科専門職向け研修会の実施 

・多職種連携強化のための介護・医療従事者向け研修会の実施 

⑤県民向けの周知啓発 

アウトプット指標 ・機器整備を行う歯科医療機関 ９か所 

・連絡調整会議の開催 ３回 

・研修会の開催 ４回 

アウトカムと 

アウトプットの関連 

 事業の実施により歯科医療機関の設備整備や、在宅歯科医療に従事でき

る人材の確保・育成、地域における医療と介護の連携体制が整備されるこ

とにより、在宅歯科医療の推進や体制の充実につながるとともに、在宅患

者の誤嚥性肺炎の予防等が図られる。 

事業に要する 

費用の額 

金

額 

総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

21,500(千円) 

 

基金

充当

額 

公  0(千円) 

 

基 国(Ａ)  11,333(千 民 11,333(千円) 
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金 円) 

 

（国

費） 

にお

ける 

公民

の別 

（注

１） 

 

 

都道府県

(Ｂ) 

5,667(千円) 

 

計(Ａ＋Ｂ) 17,000(千円) うち受託事業等(再

掲)(注2）     

5,333(千円) 
その他(Ｃ) 4,500(千円) 

 

備考（注３）   
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

 

事業名 【No.７（医療分）】 

 重症心身障がい児(者)医療体制構築事業 

【総事業費（計画期間の

総額）】 

31,240(千円) 

事業の対象となる 

医療介護総合確保区

域 

 宮崎県全体 

事業の実施主体  各医療機関、障害福祉サービス事業所等 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

  医療的ケアが必要な在宅の重症心身障がい児(者)を受け入れる医療機

関や事業所が不足している状況にあるため、身近な地域で在宅サービスが

利用できる体制の充実を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

総合周産期母子医療センター(宮崎大学医学部附属病院)小児科の平均在

院日数 

18.3日(2018年)→18.0日以下(2025年) 

事業の内容 重症心身障がい児(者)を介護する保護者の負担を軽減するため、日中一

時支援等を新たに実施する医療機関や障害福祉サービス事業所の施設・設

備整備等を支援し、より身近な地域で在宅サービスが受けられる体制構築

を目指す。 

また、重症心身障がい児(者)の受入を行う医療機関における医師・看護

師等の資質向上に係る研修等を実施する。 

アウトプット指標 ・施設・設備整備医療機関等 ８施設 

アウトカムと 

アウトプットの関連 

 当該事業の実施により、医療的ケアが必要な重症心身障がい児(者)の地

域における在宅サービスの受入体制が構築され、総合周産期母子医療セン

ターなどの高次の医療機関から身近な地域の医療機関や事業所へ、重症心

身障がい児(者)のスムーズな移行が図られる。 

事業に要する 

費用の額 

金

額 

総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

31,240(千円) 

 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 3,680(千円) 

 

基

金 

国(Ａ)  18,293(千円) 

 

民       2,695(千円) 

 

 都道府県

(Ｂ) 

9,147(千円) 

 

計 

(Ａ＋Ｂ) 

27,440(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

0(千円) その他 

(Ｃ) 

3,800(千円) 

 

備考（注３）   
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

 

事業名 【No.８（医療分）】 

 高次脳機能障がい相談･支援拠点機関事業 

【総事業費（計画期間の

総額）】 

500(千円) 

事業の対象となる 

医療介護総合確保区

域 

 宮崎県全体 

事業の実施主体  宮崎県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

  事故や脳血管疾患等により高次脳機能障がいになった方やその家族が、

地域で安心して生活し、社会参加できるよう、亜急性期から回復期、また、

維持期でのリハビリテーションそれぞれについて、地域における支援ネッ

トワークを構築する必要がある。 

アウトカム指標： 

県内支援協力医療機関 19施設(2018年度)→20施設(2021年度) 

事業の内容   医師と多職種間の円滑な連携を図るため研修会を開催することにより

高次脳機能障がい支援に関わる者の対応スキルを向上させ、県内における

支援体制の強化を図る。 

アウトプット指標  研修会 １回 

アウトカムと 

アウトプットの関連 

 当該事業の実施により療養退院支援や退院後の社会復帰支援等の相談

を含む支援に携わる看護師や理学療法士、作業療法士等のスキルアップが

図られるとともに、多職種間・同一職種間での連携づくりに資することで

支援協力医療機関の増加を促進し、高次脳機能障がい者が退院後、地域に

おいて在宅療養生活が円滑に送れる体制づくりにつながる。 

事業に要する 

費用の額 

金

額 

総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

500(千円) 

 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  0(千円) 

 

基

金 

国(Ａ)  333(千円) 民 333(千円) 

 

 

都道府県

(Ｂ) 

167(千円) 

 

計 

(Ａ＋Ｂ) 

500(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

333(千円) その他 

(Ｃ) 

0(千円) 

 

備考（注３）   
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（事業区分３：介護施設等の整備に関する事業） 

 (1) 事業の内容等 

都道府県 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【No.1】宮崎県介護施設等整備事業 【総事業費（計画期間の総額）】 

334,834 千円 

対象となる医療介

護総合確保区域 

宮崎東諸県、西諸、西都児湯、延岡、西臼杵 

事業の実施主体 医療法人等 

事業の期間 令和２年４月１日～令和４年３月３１日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、各地域の実情に応じた介護サービ

ス提供体制の整備促進を図る必要がある。 

アウトカム指標：地域密着型サービス施設等の定員・宿泊定員数の増によ

り介護サービス提供体制の充実・強化を図る。 

事業の内容  

① 介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

・介護療養型医療施設からの転換        ２５１床（５カ所） 
 
 

② 介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援

を行う。 

整備予定施設等 

・介護療養型医療施設からの転換        ２５１床（５カ所） 
 

アウトプット指標 【第７期介護保険事業支援計画／計画策定時 → ２年度末】 
○介護医療院（介護療養型医療施設からの転換）  ３８２床（９カ所） 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

介護療養型医療施設からの転換の整備や必要な準備経費に対して支援を

行うことにより、介護医療院等への転換を推進する。 

事業に要す

る費用の額 事業内容 
総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

 

基金 その他 
（Ｃ） 

 
国（Ａ） 都道府県（Ｂ） 

①地域密着型サービ

ス施設等の整備 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

②施設等の開設・設置

に必要な準備経費 

(千円) 

54,969 

(千円) 

36,646 

(千円) 

18,323 

(千円) 

 

③介護保険施設等の

整備に必要な定期借

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 
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地権設定のための一

時金 

④介護サービスの改

善を図るための既存

施設等の改修 

(千円) 

279,865 

(千円) 

186,576 

 

(千円) 

93,289 

(千円) 

 

金額 
総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

334,834 

基金充当額 

（国費）にお

ける公民の別 
 

（注４） 

公 

(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

223,222 

都道府県（Ｂ） 
(千円) 

111,612 

民 うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 
計（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

334,834 

その他（Ｃ） 
(千円) 

 

備考（注５）  

（注１）事業者が未定等のため、総事業費が不明の場合は、記載を要しない。 

（注２）事業者が未定で、事業者負担額が不明の場合は、記載を要しない。 
（注３）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注４）指定管理者制度の活用など設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当 

   額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。 
（注５）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載 
   すること。 
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（事業区分４：医療従事者の確保関する事業） 

 (1) 事業の内容等 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【No.９（医療分）】 

 子ども救急医療電話相談事業 

【総事業費（計画期間の

総額）】 

15,659(千円) 

事業の対象となる 

医療介護総合確保区

域 

 宮崎県全体 

事業の実施主体  宮崎県（民間事業者(コールセンター）） 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

  不要不急の時間外受診を減らし、小児科医の負担を軽減するため、かか

りつけ医が診療を行っていない時間帯（夜間）における小児の急な病気や

怪我に対し、保護者が相談できる体制づくりが必要。 

アウトカム指標： 

・休日夜間急患センター小児科の年間受診者数 

 23,281人(2017年)→23,000人以下(2020年) 

事業の内容   かかりつけ医が診療を行っていない時間帯（夜間）に電話相談窓口を設

け、保護者の不安軽減につなげるとともに、小児救急医療機関への不要不

急の受診を抑制し小児科救急医の負担軽減を図る。 

アウトプット指標  電話相談窓口の設置 １か所（２回線） 

アウトカムと 

アウトプットの関連 

 年間365日を通して夜間の電話相談を受け付けることにより、不要不急

の受診を抑制し、小児科医の負担軽減を図る。そのため、相談窓口の広報

など周知にも努める。 

事業に要する 

費用の額 

金

額 

総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

15,659(千円) 

 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 3,472(千円) 

 

基

金 

国(Ａ)  10,439(千円) 

 

民 6,967(千円) 

 

 都道府県

(Ｂ) 

5,220(千円) 

 

計 

(Ａ＋Ｂ) 

15,659(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

6,967(千円) その他 

(Ｃ) 

0(千円) 

 

備考（注３）   
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【No.10（医療分）】 

 救急医負担軽減促進事業 

【総事業費（計画期間の

総額）】 

3,544(千円) 

事業の対象となる 

医療介護総合確保区

域 

 宮崎県全体 

事業の実施主体  宮崎県医師会、地域団体等 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

  医師の疲弊を防ぎ救急医療体制を維持するためには、平日夜間・休日な

どの安易な時間外受診を減らす必要がある。そのため、かかりつけ医を持

ち、安易な時間外受診を控えることなどについて、県民に普及啓発を図る

必要がある。 

アウトカム指標： 

休日夜間急患センター小児科の年間救急患者数 

 23,281人(2017年)→23,000人以下(2020年) 

事業の内容 県民に救急医療機関の適正受診を促すため、普及啓発を行う。 

・保育園、幼稚園における訪問救急教室の開催（県医師会に委託） 

・県民に対する普及啓発の取組みを実施する団体への支援（団体への補助） 

アウトプット指標 ・保育園・幼稚園における訪問救急教室開催回数 20回 

・救急医療利用（かかりつけ医等）の普及啓発を実施する団体数  ３団体 

アウトカムと 

アウトプットの関連 

 各地域の小児科医が保護者等に直接説明する場を設け、また、適正受

診・かかりつけ医を持つことの意義等について普及啓発を行う地域団体を

支援することにより、休日夜間急患センターの小児患者が減り、救急医の

負担軽減、地域の医療提供体制の維持につながる。 

事業に要する 

費用の額 

金

額 

総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

3,544(千円) 

 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基

金 

国(Ａ)  2,362(千円) 

 

民 2,362(千円) 

 

 都道府県

(Ｂ) 

1,182(千円) 

 

計 

(Ａ＋Ｂ) 

3,544(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

1,363(千円) その他 

(Ｃ) 

0(千円) 

 

備考（注３）   
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【No.11（医療分）】 

｢地域医療･総合診療医学講座｣運営支援事業 

【総事業費（計画期間の総

額）】 

52,000(千円) 

事業対象医療介護総

合確保区域 

 宮崎県全体 

事業の実施主体  宮崎大学 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

  本県における医師の地域間偏在を解消するためには本県の地域医療を

担う医師の育成・確保が急務であり、そのためには医学生に対し恒常的に

地域医療マインドの醸成を促す環境整備が必要。 

 また、医師不足地域での地域医療を守る体制を構築する必要がある。 

アウトカム指標： 

・｢地域医療・総合診療医学講座｣の専門研修プログラムで育成される総合

診療医  

５人(2018年)→６人(2020年) 

事業の内容 宮崎大学医学部「地域医療・総合診療医学講座」の運営を支援する。 

（講座の具体的内容） 

・地域医療マインドの醸成 

大学でのカリキュラムに加え、様々な機会で医学生に対する地域医療教

育の充実を図る。 

・地域医療の教育拠点である地域総合医育成サテライトセンターの運営を

通して、総合的な診療能力を有する専門医の育成を図る。 

・多職種連携を円滑に進めるため、コーディネーターを養成する。 

アウトプット指標 ・「地域医療・総合診療医学講座」の支援 １か所 

・地域医療実習を行う学生数 

 113人(令和元年10月実習開始者数)  

・コーディネーターの養成数 

 R2年度養成目標数→30人 

アウトカムと 

アウトプットの関連 

 医学生の段階から地域医療に係る実習機会を多く設け、地域医療を支え

る総合診療医の意義や重要性に対する認識を深め、本県の地域医療を担う

高度な人材の育成、確保につなげる。 

 また、医療・介護、福祉等の多職種連携に取り組むコーディネーターを

養成し、医師不足地域における地域医療を守る体制を構築する。 

事業に要する 

費用の額 

金

額 

総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

52,000(千円) 

 

基金充

当額 

（国費） 

におけ

る 

公民の

別 

（注１） 

公  34,667(千円) 

 

基

金 

国(Ａ)  34,667(千円) 

 

民 0(千円) 

 

 都道府県(Ｂ) 17,333(千円) 

 

計 

(Ａ＋Ｂ) 

52,000(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 
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その他(Ｃ) 0(千円) 

 

0(千円) 

備考（注３）   

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【No.12（医療分）】 

 専門医育成事業 

【総事業費（計画期間の

総額）】 

20,274(千円) 

事業の対象となる 

医療介護総合確保区

域 

 宮崎県全体 

事業の実施主体  宮崎県医師会、宮崎県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

  産科や小児科などの特定診療科の医師不足が深刻な状況にあるため、

特定診療科に勤務する医師の育成・確保を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

・県内小児科・小児外科医師数 130人(2018年12月)→130人(2023年12月) 

・県内産婦人科医師数 111人(2018年12月)→111人(2023年12月) 

事業の内容 ・産科、小児科及び総合診療の専門研修を行う専攻医に研修資金を貸与す

る。 

・大学及び県内小児医療機関が共同して、小児科専攻医を対象とした症例

研究会を実施する。 

アウトプット指標 ・産科・小児科及び総合診療専攻医への研修資金の貸与 ８人 

・小児科専門医症例研究会 ５回 

アウトカムと 

アウトプットの関連 

 当該事業の実施により、産科医・小児科医及び総合診療医を目指す専攻

医に対する研修環境の充実が図られ、県内における産科・小児科及び総合

診療医の確保につながる。 

事業に要する 

費用の額 

金

額 

総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

20,274(千円) 

 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 0(千円) 

 

基

金 

国(Ａ)  13,516(千円) 

 

民 13,516(千円) 

 

 都道府県

(Ｂ) 

6,758(千円) 

 

計 

(Ａ＋Ｂ) 

20,274(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

699(千円) その他 

(Ｃ) 

0(千円) 

 

備考（注３）   
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【No.13（医療分）】 

 女性医師等就労支援事業 

【総事業費（計画期間の

総額）】 

15,769(千円) 

事業の対象となる 

医療介護総合確保区

域 

 宮崎県全体 

事業の実施主体  宮崎県医師会 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

  県内の女性医師の実数及び構成比が年々増加してきていることから、

女性医師が将来的にも継続して勤務できるよう、出産・育児・再就労と

いった場面における支援体制の充実を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

女性医師数 524人(2018年12月)→534人(2023年12月) 

事業の内容   ワークライフバランスに対する意識の啓発から、情報提供・相談、就労

支援をワンストップで対応できる体制を構築し、女性医師等が働き続けら

れる環境を整備する。 

アウトプット指標 ・離職防止・復職支援女性医師等支援数 10人 

・保育支援女性医師等支援数 10人 

アウトカムと 

アウトプットの関連 

 当該事業の実施により、県内の医療機関に勤務する女性医師等の勤務環

境改善及び育児負担軽減が図られ仕事と家庭を両立しやすくなることか

ら、勤務継続や復帰する女性医師等の増加につながる。 

事業に要する 

費用の額 

金

額 

総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

15,769(千円) 

 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  0(千円) 

 

基

金 

国(Ａ)  10,513(千円) 

 

民 10,512(千円) 

 

 都道府県

(Ｂ) 

5,256(千円) 

 

計 

(Ａ＋Ｂ) 

15,769(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

9,846(千円) その他 

(Ｃ) 

0(千円) 

 

備考（注３）   
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.14（医療分）】 

 地域医療支援機構運営事業 

【総事業費（計画期間の

総額）】 

89,445(千円) 

事業の対象となる 

医療介護総合確保区

域 

 宮崎県全体 

事業の実施主体  宮崎県、宮崎県医師会、宮崎大学等 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

  本県は、医師少数県であり、７つの２次医療圏のうち、５医療圏が医師

少数区域となるなど、医師不足及び医師の地域偏在が顕著であるため、医

師の安定的な確保・育成が急務。 

アウトカム指標： 

・県内での臨床研修開始者数 57人(2019年)→80人(2023年) 

・地域特別枠卒業医師数（2020年臨床研修医1年次以降）に対するｷｬﾘｱ形

成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加医師数の割合目標 100％(2023年) 

・就業医師数（標準化医師数）2,597人(2016年)→2,608人(2023年) 

事業の内容  宮崎県と宮崎大学、宮崎県医師会、市町村等が密接に連携した「地域

医療支援機構｣により、医師の育成・確保対策のために以下の事業を実施

する。 

・医師配置等促進事業（医師配置調整） 

・医師招へい事業（医師招へい、説明会開催） 

・地域医師キャリア形成支援事業（専門医資格取得・学会参加支援等） 

・臨床研修指導医養成事業（指導医養成） 

・臨床研修病院説明会事業（レジナビフェア、病院見学支援） 

・ＰＲ事業（ウェブサイト運営、広報誌作成） 

アウトプット指標 ・臨床研修病院説明会出展回数 ５回 

・キャリア形成プログラムの作成数 26 

・医師あっせん数 5名 

・広報誌作成 年1回 

アウトカムと 

アウトプットの関連 

 臨床研修病院説明会でのブース出展やその他ＰＲ等を通じて若手医師

の県内定着を行うこと、また医師修学資金貸与者等のキャリア形成プログ

ラムへの参加を通じ、医師不足及び地域偏在等の重要課題解消を目指す。 

事業に要する 

費用の額 

金

額 

総事業費 
(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

89,445(千円) 

 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 37,187(千円) 

 

基

金 

国(Ａ)  59,630(千円) 

 

民 22,443(千円) 

 

 都道府県

(Ｂ) 

29,815(千円) 

 
計 
(Ａ＋Ｂ) 

89,445(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

22,443(千円) その他 
(Ｃ) 

0(千円) 

 

備考（注３）   
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【No.15（医療分）】 

 医療勤務環境改善支援センター事業 

【総事業費（計画期間の

総額）】 

5,250(千円) 

事業の対象となる 

医療介護総合確保区

域 

 宮崎県全体 

事業の実施主体  宮崎県医師会、宮崎県看護協会 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

  病院における長時間労働など過酷な労働環境が問題となっている中、医

療機関における経営の安定化・雇用の質の向上・医療の質の向上、患者満

足度の向上を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

就業医師数 2,810人(2018年)→2,821人(2023年) 

事業の内容   医療従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点として、医療勤務環

境改善支援センターを設置し、医療機関の勤務環境改善を促進するための

支援を行う。 

アウトプット指標 ・医療機関からの相談件数 15件 

・社会保険労務士等の訪問(支援)件数 20件 

・勤務環境改善マネジメントシステムを活用した改善に取り組む医療機関

数 

 ２医療機関 

アウトカムと 

アウトプットの関連 

 当該事業の実施により、勤務環境改善に取り組む医療機関の増加、県内

全域の医療機関における勤務環境改善が図られるため、医療従事者の確保

につながる。 

事業に要する 

費用の額 

金

額 

総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

5,250(千円) 

 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  0(千円) 

 

基

金 

国(Ａ)  3,500(千円) 

 

民 3,500(千円) 

 

 都道府県

(Ｂ) 

1,750(千円) 

 

計 

(Ａ＋Ｂ) 

5,250(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

3,500(千円) その他 

(Ｃ) 

0(千円) 

 

備考（注３）   
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【No.16（医療分）】 

 医師修学資金貸与事業 

【総事業費（計画期間の

総額）】 

127,128(千円) 

事業の対象となる 

医療介護総合確保区

域 

 宮崎県全体 

事業の実施主体  宮崎県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

  医師の地域的偏在や小児科等特定診療科の医師不足等から、地域医療の

現場を支える医師の安定的な確保が必要。 

アウトカム指標： 

・県内での臨床研修開始者数 57人(2019年)→80人(2023年) 

事業の内容   将来、地域医療の現場を支える医師として県内への定着が期待できる医

学生に対し、修学資金を貸与する。 

アウトプット指標  医師修学資金新規貸与者数 21人 

アウトカムと 

アウトプットの関連 

 当該事業の実施により、貸与者へのキャリア形成プログラムの適用、医

師少数区域等での従事義務の履行を通じ、地域医療を支える医師の確保に

つなげる。 

事業に要する 

費用の額 

金

額 

総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

127,128(千円) 

 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  0(千円) 

 

基

金 

国(Ａ)  83,572(千円) 

 

民 83,572(千円) 

 

 都道府県

(Ｂ) 

41,786(千円) 

 

計 

(Ａ＋Ｂ) 

125,358(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

0(千円) その他 

(Ｃ) 

1,770(千円) 

 

備考（注３）   
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【No.17（医療分）】 

 看護師等養成所運営支援事業 

【総事業費（計画期間の

総額）】 

1,541,749(千円) 

事業の対象となる 

医療介護総合確保区

域 

 宮崎県全体 

事業の実施主体  各法人及び各郡市医師会 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

  超高齢社会の中で、要介護高齢者の増加や在宅医療の推進等により看護

職者の需要は今後増大する見込みであり、看護職者の安定的な養成・確保

を図っていくことが求められている。 

アウトカム指標： 

・看護職員数 21,204人(2018年)→21,728人(2023年) 

事業の内容   看護師等養成所の運営に必要な経費についての補助を行い、看護師等養

成所の強化及び看護師等教育の充実を図る。 

アウトプット指標  対象施設数 16校 

アウトカムと 

アウトプットの関連 

 看護師等養成所の運営に必要な経費を補助し、看護師等教育を充実させ

ることで、看護職員の安定的な養成と確保を図る。 

事業に要する 

費用の額 

金

額 

総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

1,541,749(千

円) 

 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  11,622(千円) 

 

基

金 

国(Ａ)  161,757(千円) 

 

民 150,135(千円) 

 

 都道府県

(Ｂ) 

80,879(千円) 

 

計 

(Ａ＋Ｂ) 

242,636(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

0(千円) その他 

(Ｃ) 

1,299,113(千

円) 

 

備考（注３）   
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【No.18（医療分）】 

 宮崎県ナースセンター事業 

【総事業費（計画期間の

総額）】 

20,625(千円) 

事業の対象となる 

医療介護総合確保区

域 

 宮崎県全体 

事業の実施主体  宮崎県看護協会 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

  超高齢化社会の中で、要介護高齢者の増加や在宅医療の推進等により看

護職者の需要は今後増大する見込みであり、看護職者の安定的な養成・確

保を図っていくことが求められている。 

アウトカム指標： 

・看護職員数 21,204人(2018年)→21,728人(2023年) 

・看護職員の離職率 9.6％(2018年)→8.5％(2023年) 

事業の内容   保健師、助産師、看護師及び准看護師で未就業の者に対し、就業促進に

必要な支援等を行い、就労環境改善や離職防止等看護職員確保対策の総合

的な推進を図る。 

アウトプット指標 ・ナースバンクを活用した年間就業者数  350名 

・ナースバンク求職・求人相談件数 1,800件 

・復職支援研修会参加者数 100名 

・看護職員就労環境改善研修会参加者数 100名 

・就労環境改善相談件数 50件 

・看護体験者数 600名 

アウトカムと 

アウトプットの関連 

就労環境改善に向けた研修・相談、未就業看護職員の再就業促進などを

行うことにより、看護職員の質の向上や安定的な確保に繋げることができ

る。 

また、看護職希望者や家族に対し、知識と技術を持つプロフェッショナ

ルとしての看護の本質及び魅力を伝え「看護」について考える機会を提供

することで、イメージアップの向上及び人材の確保・定着に結びつけるこ

とができる。 

事業に要する 

費用の額 

金

額 

総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

20,625(千円) 

 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 0(千円) 

 

基

金 

国(Ａ)  9,272(千円) 

 

民 9,272(千円) 

 

 都道府県

(Ｂ) 

4,636(千円) 
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計 

(Ａ＋Ｂ) 

13,908(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

9,272(千円) その他 

(Ｃ) 

6,717(千円) 

 

備考（注３）   

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【No.19（医療分）】 

 実習指導者講習会事業 

【総事業費（計画期間の

総額）】 

3,288(千円) 

事業の対象となる 

医療介護総合確保区

域 

 宮崎県全体 

事業の実施主体  宮崎県看護協会 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

  地域包括ケアシステムの構築が進み、療養の場が医療機関から自宅、介

護施設等へ移行している中で、学生の看護実習の場も拡大している。看護

職の人材確保・定着を推進するため、量・質ともに優れた看護職の養成が

必要であり、実習指導者としての役割やスキルを学び、現場での看護教育

の充実、向上を図っていくことが求められている。 

アウトカム指標： 

・看護職員数 21,204人(2018年)→21,728人(2023年) 

・新人看護職員の離職率 9.4％(2018年)→8.0％(2023年) 

事業の内容   看護教育における実習の意義及び実習指導者としての役割を理解し、効

果的な実習指導を行うために必要な知識、技術を習得させる講習会を行

い、看護教育の内容の充実向上を図る。 

アウトプット指標 ・実習指導者講習会 講義及び演習 計８週間40名 

・実習指導者講習会(特定分野) 講義及び演習 計８日間20名 

・フォローアップ研修 年１回 

アウトカムと 

アウトプットの関連 

 看護教育における実習の意義及び役割を理解し、効果的な実習ができる

よう必要な知識・技術を修得させ、指導者としての質の向上を図ることで、

県内医療機関における看護教育の充実と県内就業先の魅力向上に繋がる。 

事業に要する 

費用の額 

金

額 

総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

3,288(千円) 

 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  10(千円) 

 

基

金 

国(Ａ)  2,192(千円) 

 

民 2,182(千円) 

 

 都道府県

(Ｂ) 

1,096(千円) 

 

計 

(Ａ＋Ｂ) 

3,288(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

2,182(千円) その他 

(Ｃ) 

0(千円) 
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備考（注３）   
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【No.20（医療分）】 

 新人看護職員卒後研修事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

36,075(千円) 

事業対象医療介

護総合確保区域 

 宮崎県全体 

事業の実施主体  宮崎県看護協会、対象医療機関 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニー

ズ 

超高齢社会の中で、要介護高齢者の増加や在宅医療の推進等により看護職者

の需要は今後増大する見込みであり、看護職者の安定的な養成・確保を図って

いくことが求められている。 

一方で、医療の高度化や医療安全に対する意識の高まりなど国民ニーズの変

化を背景に、看護の臨床現場で求められる臨床実践能力と看護基礎教育で修得

する看護実践能力との間には乖離が生じている。この乖離は新人看護職者の離

職の一因となっているため、新人看護職員研修等の実施により新人看護職者の

臨床実践能力の向上を図ることが求められている。 

アウトカム指標： 

・看護職員数 21,204人(2018年)→21,728人(2023年) 

・新人看護職員の離職率 9.4％(2018年)→8.0％(2023年) 

・ガイドラインに沿った新人看護職員研修を実施している医療機関の割合 

 71.1%(2017年)→90.0%(2022年) 

事業の内容 ・新人看護職員研修推進事業 

主として免許取得後に初めて就労する保健師、助産師、看護師及び准看護師

の臨床研修体制の支援、研修責任者の育成及び地域における連携体制の構築を

図るための研修会等を開催する。 

・新人看護職員研修事業 

主として免許取得後に初めて就労する保健師、助産師、看護師及び准看護師

の看護の質の向上及び早期離職防止を図るため、各医療機関において基本的な

臨床実践能力を獲得するための研修を実施する。 

アウトプット指

標 

・新人看護職員合同研修の開催 ７回(900名) 

・研修責任者等研修の開催 ６回(240名) 

・新人看護職員研修推進協議会の開催 １回 

・事業実施医療機関 35施設 

アウトカムとア

ウトプット関連 

 本事業により新人看護職員の臨床実践能力の向上を図ることで、離職を防止

し、看護職員の確保につなげることができる。 

事業に要する 

費用の額 

金 

額 

総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

36,075(千円) 

 

基金充

当額 

（国費） 

におけ

る 

公民の

別 

（注１） 

公  783(千円) 

 

基金 国(Ａ)  12,639(千円) 

 

民 11,856(千円) 

 

 都道府(Ｂ) 6,319(千円) 

 

計(Ａ＋Ｂ) 18,958(千円) 

 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 
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その他(Ｃ) 17,117(千円) 

 

3,045(千円) 

備考（注３）   

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【No.21（医療分）】 

 病院内保育所運営支援事業 

【総事業費（計画期間の

総額）】 

12,222(千円) 

事業の対象となる 

医療介護総合確保区

域 

 宮崎県全体 

事業の実施主体  各医療機関 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

  超高齢化社会の中で、要介護高齢者の増加や在宅医療の推進等により看

護職者の需用は今後増大する見込みであり、看護職者の安定的な要請・確

保を図ることが求められている。 

アウトカム指標： 

・病院内保育所の設置数 28か所(2019年)→30か所(2024年) 

・看護職員数 21,204人(2018年)→21,728人(2023年) 

・看護職員の離職率 9.6％(2018年)→8.5％(2023年) 

事業の内容   県内に所在する病院及び診療所に従事する職員の離職防止及び再就業

を促進し医療従事者の確保を図るため、病院内保育施設を運営する事業者

を支援する。 

アウトプット指標 ・対象施設 ３か所 

・対象施設における利用者数(児童数) 25人 

アウトカムと 

アウトプットの関連 

 病院内保育施設を設置している病院に運営費を補助して看護職員の働

きやすさ確保のための環境整備を行い、離職防止及び未就業看護職員の再

就業を促進する。 

事業に要する 

費用の額 

金

額 

総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

12,222(千円) 

 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  0(千円) 

 

基

金 

国(Ａ)  5,432(千円) 

 

民 5,432(千円) 

 

 都道府県

(Ｂ) 

2,716(千円) 

 

計 

(Ａ＋Ｂ) 

8,148(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

0(千円) その他 

(Ｃ) 

4,074(千円) 

 

備考（注３）   
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【No.22（医療分）】 

 障がい児者歯科保健医療推進事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

4,000(千円) 

事業対象医療介護

総合確保区域 

 宮崎県全体 

事業の実施主体 宮崎市郡歯科医師会 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

  県内の障がい児者の歯科診療のニーズは年間延べ約26,000人（うち全身麻

酔法における歯科診療が必要な者は約470人）と推定されるが、これらの歯

科診療ニーズに対応するためには、年間290日前後の診療日数の維持並びに

全身麻酔法における歯科診療など高度な医療に対応できる障がい児者専門

医及び歯科麻酔医数の増加を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

・高度な医療に対応できる障がい児者歯科専門医数 

 ２人(2019年)→２人以上(2023年) 

・高度な医療に対応できる歯科麻酔医数 

  ０人(2019年)→１人以上(2023年) 

・宮崎歯科福祉センターの受入れ患者数 

 10,606人（うち全身麻酔法及び静脈内鎮静法における歯科診療を行う患者

数300人以上(2019年)→維持(2023年)） 

・年間診療日数 290日→維持（2023年） 

事業の内容   県内唯一の障がい児者専門の歯科診療所である宮崎歯科福祉センター（以

下、「センター」と言う。）に勤務する障がい児者歯科専門の歯科医師及び歯

科麻酔医の専門医を育成・確保するため、診療所内での現任訓練（ＯＪＴ）

に係る指導業務費、学会及び研修参加費などの経費の支援を行い、年間を通

じて継続的に高度な歯科診療を提供できるスタッフ体制を確保する。 

アウトプット指標  対象施設 １か所 

アウトカムと 

アウトプットの関

連 

 センターにおいてすべての障がい児者に対応できる歯科診療体制を整え、

歯科治療や予防を行うことで、県内の障がい児者の歯の健康を維持する。ま

た、複数の専門医を確保することで不測の事態による休診等を防ぎ、安定し

て診療を提供することにもつながることが期待できる。 

事業に要する 

費用の額 

金

額 

総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

4,000(千円) 

 

基金

充当

額 

（国

費） 

にお

ける 

公民

の別 

公  0(千円) 

 

基

金 

国(Ａ)  2,667(千円) 

 

民 2,667(千円) 

 

 都道府県(Ｂ) 1,333(千円) 

 

計 

(Ａ＋Ｂ) 

4,000(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

0(千円) その他(Ｃ) 0(千円) 
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備考（注３）   

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【No.23（医療分）】 

 産科医等研修支援事業 

【総事業費（計画期間の

総額）】 

6,500(千円) 

事業の対象となる 

医療介護総合確保区

域 

 宮崎県全体 

事業の実施主体  宮崎県医師会 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

  本県の周産期医療は全国でも高い水準を維持しているが、新たに開業す

る産科医が少なく、高齢化が問題となっている。今後、周産期医療体制を

維持していくためには、周産期医療従事者のスキルアップとともに産科医

療環境の充実を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

周産期死亡率 2.6ﾎﾟｲﾝﾄ(2018年) →2.5ﾎﾟｲﾝﾄ(2020年) 

事業の内容   県医師会（県産婦人科医会）における研修等の開催を支援することで、

県内の産科医療に係る研修環境を充実させ、産科医療従事者のスキルアッ

プを図り、安心してお産のできる体制を整備する。 

アウトプット指標 ・新生児蘇生法講習会 受講者50名 

・ALSO-Japanｺｰｽ 受講者25名 

・病医院従事者研修会 受講者250名 

・周産期症例検討会 受講者50名 

アウトカムと 

アウトプットの関連 

 県内の産科医療従事者の資質を向上させることで、周産期救急医療に効

果的に対応することができ、県内全域において、高水準の医療を提供する

ことができる。 

事業に要する 

費用の額 

金

額 

総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

6,500(千円) 

 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  0(千円) 

 

基

金 

国(Ａ)  4,333(千円) 

 

民 4,333(千円) 

 

 都道府県

(Ｂ) 

2,167(千円) 

 

計 

(Ａ＋Ｂ) 

6,500(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

4,333(千円) その他 

(Ｃ) 

0(千円) 

 

備考（注３）   
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【No.24（医療分）】 

 中山間地域の持続可能な医療体制構築支援事業 

（医療人材確保） 

【総事業費（計画期間の

総額）】 

61,850(千円) 

事業の対象となる 

医療介護総合確保区

域 

 宮崎県全体（中山間地域） 

事業の実施主体  宮崎県、市町村、宮崎大学等 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月31日 

背景にある 

医療・介護ニーズ 

  ｢本県の医療体制に対する満足度｣について、中山間地域は都市部と比較

して低い。また、自治医科大学医師等が中山間地域で勤務する場合も、人

的物的医療資源が乏しいことから、様々な面での支援が必要。 

アウトカム指標： 

・県民意識調査｢本県の医療体制に対する満足度｣ 

43.3%(2019年)→50.0%(2025年) 

・救急科専門医 36人(2020年)→44人(2023年) 

事業の内容   中山間地域で県民が安心して生活するには、限られた医療資源を活用

し、効率的・効果的な医療体制を構築することが必要であり、そのために

必要な支援を行う。 

アウトプット指標 ・キャリア形成支援のための設備整備支援 １ 

・効率的な医療提供方法の検討及び計画の作成支援 ５ 

・ＩＣＴ等を活用した勤務環境改善・診療支援 ３ 

・救急医養成講座の支援 １ 

アウトカムと 

アウトプットの関連 

 様々な支援を実施することにより、効率的・効果的な医療体制の構築や

中山間地域勤務医の支援体制が充実し、中山間地域で生活する県民の安心

が確保され、満足度も高くなる。 

事業に要する 

費用の額 

金

額 

総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 

61,850(千円) 

 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  34,620(千円) 

 

基

金 

国(Ａ)  34,620(千円) 

 

民 0(千円) 

 

 都道府県

(Ｂ) 

17,310(千円) 

 

計 

(Ａ＋Ｂ) 

51,930(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

0(千円) その他 

(Ｃ) 

9,920(千円) 

 

備考（注３）   
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（事業区分５：介護従事者の確保に関する事業） 

(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

 （小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進

事業 

事業名 【No.1】 

福祉で働こう！ひなたの人材確保推進事業（福祉の仕事

キャリア教育連携事業 

【総事業費】 

6,334 千円 

対象となる医療介

護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（宮崎県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

高齢化の進展等により、介護需要の増加が見込まれる中で、将来の福祉分

野を担う人材の確保が大変重要であり、若年層等に対して、福祉の仕事の

理解を深め、福祉分野への進路選択や就業を促進する必要がある。 

アウトカム指標：「福祉の仕事」出前講座のアンケート調査において、「福

祉の仕事に興味を持った」と回答した学生の割合 ９０％、介護サービス

従事者数の増加 

事業の内容 ① 「福祉の仕事」出前講座 

 教育関係者や市町村社会福祉協議会、社会福祉施設等の関係機関と連携 

し、小学生から高校生まで各世代に応じた出前講座を実施し、福祉の仕事 

の重要性ややりがい等を伝える。 

② 「福祉事業所見学会」ＰＲ動画の作成 

福祉の仕事の種類や役割、資格等について、また、実際の現場に携わっ

ている人から聞いた業務内容や現場の様子を紹介するＰＲ動画を作成す

る。動画は、福祉の仕事に興味のある方や就労を希望する方、県内の中

学生及び高校生に対し配布し、福祉の仕事のやりがいや魅力について理

解を深める。 

アウトプット指標 ① 実施回数：６０回、受講生徒数：３，５００名 

② ＰＲ動画再生回数：７５回 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

「福祉の仕事」出前講座等を通じて、多くの児童・生徒に福祉の仕事に興

味を持ってもらい、福祉分野への進学や就職に繋げる。 

事業に要する費用 金額 総事業費 6,334(千円) 基金充当額 公  (千円)
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の額 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） （国費） 

における 

公民の別 

 

 

基金 国（Ａ） 4,222(千円)

県（Ｂ） 2,112(千円) 民 4,222(千円)

計（Ａ＋Ｂ） 6,334(千円) うち受託事業等（再掲） 

4,222(千円)その他（Ｃ） (千円)

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）参入促進のための研修支援 

 （小項目）介護未経験者に対する研修支援事業 

事業名 【No.2】 

介護福祉士養成支援事業 
【総事業費】 

19,308 

20,200 千円 

対象となる医療介

護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

介護ニーズの多様化・高度化に伴い、介護を必要とする高齢者が地域にお

いて安心して生活できるよう、介護分野の国家資格である介護福祉士の数

を増やす必要がある。 

アウトカム指標：介護従事者に占める介護福祉士の割合５割以上、介護サ

ービス従事者の離職率低下 

事業の内容 実務経験３年以上の介護職員を雇用している法人が、介護職員実務者研修

に係る受講料を負担した場合に支援を行う。 

① 実務者研修修了時支援金（上限４万円） 

介護福祉士国家試験合格時支援金（上限６万円） 

アウトプット指標 介護職員実務者研修の修了者数 ３００名 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

介護福祉士資格取得の実務経験ルートにおいて修了が必須となっている介

護職員実務者研修の修了者数を増やすことにより、介護ニーズの多様化・

高度化に対応できる介護福祉士の増を図る。 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

19,308(千円)

20,200   

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

 

公 

 

 (千円)

基金 国（Ａ） 12,872(千円)

13,466 

県（Ｂ） 6,436(千円)

6,734    

民 12,872(千円)

13,466   

計（Ａ＋Ｂ） 19,308(千円)

20,200   

うち受託事業等（再掲） 

(千円)

その他（Ｃ） (千円)

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）参入促進のための研修支援 

 （小項目）介護未経験者に対する研修支援事業 

事業名 【No.3】 

未来へはばたけ！福祉系高校生応援事業 
【総事業費】 

7,713               

14,820 千円 

対象となる医療介

護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

介護人材を安定して確保していくためには未来の宮崎の介護現場を担う若

い介護職員を育成・確保することが必要であるが、介護福祉士を養成する

福祉系高校の入学定員充足率が低い状況となっている。 

福祉系高校では、学費以外に介護の専門教育を学ぶための実習費、教材費、

被服費等の負担感が大きく、福祉系高校への入学の障壁となっている。 

アウトカム指標：福祉系高校の定員充足率９０％以上目標 

事業の内容 福祉系高校生の実習に係る経費等を助成 

アウトプット指標 令和３年度の福祉系高校入学者数９％アップ 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

福祉系高校生への補助により、県内の福祉系高校の入学定員充足率の向上

を図り、本県の介護人材の確保に繋げる。 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

7,713 

14,820(千円)

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

 

公 

 

 5,142(千円)

基金 国（Ａ） 5,142 

9,880(千円)

県（Ｂ） 2,571 

4,940(千円)

民 (千円)

計（Ａ＋Ｂ） 7,713 

14,820(千円)

うち受託事業等（再掲） 

(千円)

その他（Ｃ） (千円)

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

 （小項目）外国人留学生及び特定技能１号外国人の受入環境整備事業 

(ロ) 

事業名 【No.4】 

介護福祉士をめざす外国人留学生の受入支援事業 
【総事業費】 

     0 

1,000 千円 

対象となる医療介

護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

本県においては、各種の事業を展開し、国内での介護人材の確保に努めて

いるところであるが、確保に苦労している介護施設等もあり、外国に人材

を求める動きが出ている。 

アウトカム指標： 介護福祉士をめざす留学生の増を図ることで、外国人介

護人材の確保・定着を図る。 

事業の内容 介護福祉士養成施設が外国人留学生を確保するために行うＰＲ活動に係る

費用の一部を助成する。 

アウトプット指標 外国人留学生の受入れ人数 ３０人 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

ＰＲ事業や奨学金等の支援を行うことで介護福祉士をめざす外国人留学生

が増え、介護福祉士の資格取得後には本県の介護人材の確保が図られる。 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

   0 

1,000(千円)

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

 

公 

 

 (千円)

基金 国（Ａ）    0 

666(千円)

県（Ｂ） 0 

334(千円)

民   0 

666(千円)

計（Ａ＋Ｂ） 0 

1,000(千円)

うち受託事業等（再掲） 

(千円)

その他（Ｃ） (千円)

備考 №11 の事業内容の一部。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

 （小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 【No.5】 

訪問看護ステーション基盤強化事業 
【総事業費】 

     0 

12,033 千円 

対象となる医療介

護総合確保区域 

宮崎東諸県郡を除く区域 

事業の実施主体 設置事業者 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

医療と介護をつなぐ役割を担う訪問看護ステーションが多様化、複雑化、

さらには重度化する居宅要介護者のニーズにきめ細やかに対応し、地域包

括ケアを支える中核として、継続的、安定的に事業を実施するためには、

訪問看護を担う人員の増員のほか、２４時間対応やターミナルケア等の体

制を強化する必要がある。 

アウトカム指標：訪問看護職員５人以下の事業所数の減 

事業の内容 訪問看護ステーションが訪問看護職員を新規雇用し又は専門的な技術の取

得等を図るための研修を行う場合に研修費用等を支援する。 

アウトプット指標 訪問看護ステーション補助事業所数 １０事業所 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

訪問看護ステーションを支援し、訪問看護ステーションの訪問看護職員が

研修等を受講するなど、職員の資質向上が図られることにより、多様化、

複雑化、さらには重度化する要介護状態の利用者の受け入れが可能となり、

訪問看護のサービス体制が強化される。 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

0 

12,033(千円)

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

 

公 

 

 (千円)

基金 国（Ａ） 0 

8,022(千円)

県（Ｂ） 0 

4,011(千円)

民 0   

8,022(千円)

計（Ａ＋Ｂ） 0 

12,033(千円)

うち受託事業等（再掲） 

  0   

3,977(千円)その他（Ｃ） (千円)

備考 H30 計画分（5,966 9,306 千円)と合わせて 17,999 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）権利擁護人材育成事業 

事業名 【No.6】 

権利擁護人材育成・資質向上支援体制づくり事業 
【総事業費】 

0   

9,046 千円 

対象医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 県（一部県社協委託）及び市町村 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

認知症高齢者の増加に伴い、成年後見の需要が高まっている。 

アウトカム指標：市町村社会福祉協議会等による法人後見実施市町村数、

法人後見受任件数の増加 

事業の内容 ① 市町村社会福祉協議会等による法人後見受任体制整備 

市民後見人養成研修を実施し、法人後見支援員の育成を図るとともに、 

市町村社会福祉協議会における法人後見専門員の育成のための研修会

などを実施する。 

② 広域的な法人後見受任体制整備等 

単独市町村での体制整備等が困難な市町村における次の取組に対して

支援 

・権利擁護のための広域的な地域連携ネットワークの構築 

・後見人の確保に向けた広域的な法人後見受任体制整備 

・成年後見制度に関心のある地域住民を対象としたセミナー等の開催 

アウトプット指標 法人後見支援員（市民後見人）養成研修修了者数 ３０名 
法人後見支援員フォローアップ研修受講者数 ３０名 
法人後見専門員研修受講者数 ２０名 
法人後見専門員スキルアップ研修受講者数 ２０名 
広域的な法人後見受任体制整備に向けた研修、検討会等の実施地区２地区 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

市民後見人養成研修修了者を法人後見支援員として育成するとともに、実

務を行う法人後見専門員の育成、資質向上を図り、市町村社会福祉協議会

等による法人後見受任の体制を整備し、法人後見を実施する市町村数が増

加する。 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

0   

9,046(千円)

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

 

公 

 

 (千円)

基金 国（Ａ） 0   

6,030(千円)

県（Ｂ） 0   

3,016(千円)

民 0   

6,030(千円)
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計（Ａ＋Ｂ） 0   

9,046(千円)

うち受託事業等（再掲） 

0   

6,030(千円)その他（Ｃ） (千円)

備考 H29 計画分（1,504 6,889 千円）と合わせて 10,550 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境・処遇の改善 

 （中項目）勤務環境改善支援 

 （小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業（ロ） 

事業名 【No.7】 

労働環境改善に向けた介護ロボット導入支援事業 
【総事業費】 

81,157   

46,500 千円 

対象となる医療介

護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 県 

事業の期間            ４ 
令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

介護人材を確保するためには介護サービス事業者に対し、介護ロボットの

導入や、体力に不安のある女性介護職員等も継続して就労しやすい環境整

備を支援する必要がある。 

アウトカム指標： 介護ロボット導入事業所数の増 

事業の内容 ・県内の介護サービス事業者が行う介護ロボットの導入や通信環境整備を

支援する。 

アウトプット指標 県内の特別養護老人ホームのうち、何らかの介護ロボットを導入している

施設の割合 １００％（令和４年度） 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

介護サービス事業所における業務効率化を図るとともに、体力に不安のあ

る女性等にも継続して就労しやすい環境を整備することで、介護人材の確

保につながる。 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

81,157   

46,500(千円)

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

 

公 

 

 (千円)

基金 国（Ａ） 54,105   

27,000(千円)

県（Ｂ） 27,052   

13,500(千円)

民 54,105(千円)

計（Ａ＋Ｂ） 81,157   

40,500(千円)

うち受託事業等（再掲） 

(千円)

その他（Ｃ） 6,000(千円)

備考 №10 の事業内容の一部。 

※R2 は H27 計画(48,677 千円)との合計 84,500 千円 

［R2］35,823 千円 ［R3］45,334 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境・処遇の改善 

 （中項目）勤務環境改善支援 

 （小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業（イ） 

事業名 【No.8】 

介護ロボット体験・普及促進事業 
【総事業費】 

7,419 千円 

対象となる医療介

護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

介護サービス事業者への介護ロボットの効果的な導入を支援するため、県

福祉総合センターの福祉用具展示場に実際に体験できるコーナーを設置

し、介護サービス事業者に対し、一定期間無償貸出を行う必要がある。 

アウトカム指標：介護ロボット導入事業所数の増 

事業の内容 展示・貸出用の介護ロボットを県が購入し、配置する。また、来場者に対

し、介護ロボットの効果的な活用方法や導入事例、導入効果を紹介すると

ともに、介護サービス事業者に対し、一定期間無償貸出を行う。 

アウトプット指標 展示場を利用し、介護ロボットを導入した事業所数 年間４５か所 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

介護現場を再現した展示スペースで実機に触れて体験したり、実際に介護

ロボットを介護施設で使用することで、介護ロボットの有用性を実感して

もらい、介護施設への普及促進を図る。 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

7,419(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

 

公 

 

 (千円)

基金 国（Ａ） 4,946(千円)

県（Ｂ） 2,473(千円) 民 4,946(千円)

計（Ａ＋Ｂ） 7,419(千円) うち受託事業等（再掲） 

4,946(千円)その他（Ｃ） (千円)

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境・処遇の改善 

 （中項目）勤務環境改善支援 

 （小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業（ハ） 

事業名 【No.9】 

介護事業所におけるＩＣＴ導入支援事業 
【総事業費】 

24,000 千円 

対象となる医療介

護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（介護事業所への補助） 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

生産年齢人口の急速な減少、県外や他の高付加価値産業への人口流出等を

勘案すれば、現職の介護職員が最大限に力を発揮し、生産性の向上を図る

ことが不可欠である。 

アウトカム指標：記録等作成業務の時間の短縮、介護職員の離職率の低下 

事業の内容 介護事業所におけるＩＣＴ化を抜本的に推進するため、ＩＣＴ化を活用し

て介護記録から請求業務まで一気通貫して行うことができるよう、介護事

業所における介護用ソフト及びタブレット端末等に係る購入費用に対して

助成する。 

アウトプット指標 補助事業所 ４０事業所 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

対象事業所に補助することで、記録作成等業務に係る時間が短縮される等、

介護の現場の職場環境の改善が図られ、ひいては、介護職員の離職率の低

下につながる。 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

24,000(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

 

公 

 

 (千円)

基金 国（Ａ） 16,000   

14,000(千円)

県（Ｂ） 8,000   

7,000(千円)

民 16,000   

14,000(千円)

計（Ａ＋Ｂ） 24,000   

21,000(千円)

うち受託事業等（再掲） 

(千円)

その他（Ｃ） 3,000(千円)

備考  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境・処遇の改善 

 （中項目）勤務環境改善支援 

 （小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業（イ） 

事業名 【No.10】 

労働環境改善に向けた介護ロボット導入支援事業 

（セミナー・見学会） 

【総事業費】 

0 

739 千円 

対象となる医療介

護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

介護人材を確保するためには介護サービス事業者に対し、介護ロボットの

導入や、体力に不安のある女性介護職員等も継続して就労しやすい環境整

備を支援する必要がある。 

アウトカム指標： 介護ロボット導入事業所数の増 

事業の内容 ・介護ロボットの普及促進を図るため、介護ロボット導入の先進事例や導

入効果を紹介セミナー・先進事例見学会を開催する。 

アウトプット指標 県内の特別養護老人ホームのうち、何らかの介護ロボットを導入している

施設の割合 １００％（令和４年度） 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

介護サービス事業所における業務効率化を図るとともに、体力に不安のあ

る女性等にも継続して就労しやすい環境を整備することで、介護人材の確

保につながる。 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

0   

739(千円)

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

 

公 

 

 (千円)

基金 国（Ａ） 0   

159(千円)

県（Ｂ） 0   

80(千円)

民 (千円)

計（Ａ＋Ｂ） 0   

239(千円)

うち受託事業等（再掲） 

(千円)

その他（Ｃ） 0   

500(千円)

備考 №7の事業内容の一部。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

 （小項目）外国人留学生及び特定技能１号外国人の受入環境整備事業 

(イ) 

事業名 【No.11】 

介護福祉士をめざす外国人留学生の受入支援事業 
【総事業費】 

5,820   

19,160 千円 

対象となる医療介

護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

本県においては、各種の事業を展開し、国内での介護人材の確保に努めて

いるところであるが、確保に苦労している介護施設等もあり、外国に人材

を求める動きが出ている。 

アウトカム指標： 介護福祉士をめざす留学生の増を図ることで、外国人介

護人材の確保・定着を図る。 

事業の内容 介護施設等が外国人留学生に対して支援する奨学金等に係る費用の一部を

助成する。 

アウトプット指標 外国人留学生の受入れ人数 ３０人 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

ＰＲ事業や奨学金等の支援を行うことで介護福祉士をめざす外国人留学生

が増え、介護福祉士の資格取得後には本県の介護人材の確保が図られる。 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

5,820   

19,160(千円)

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

 

公 

 

 (千円)

基金 国（Ａ） 3,880   

12,773(千円)

県（Ｂ） 1,940   

6,387(千円)

民 3,820   

12,773(千円)

計（Ａ＋Ｂ） 5,820   

19,160(千円)

うち受託事業等（再掲） 

(千円)

その他（Ｃ） (千円)

備考 №4の事業内容の一部。 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 

☑ 行った 

（実施状況） 

令和２年11月６日 宮崎県医療介護推進協議会及び宮崎県医療審議会において議論 

 

 □ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

審議会等で指摘された主な内容 

・介護支援専門員従事者の処遇改善等について、引き続き国へ要望をしてほしい。 

・本県は看護師供給県となっているため、看護師の県内定着を総合的に取り組んでいか

ないといけない。 

・介護職、看護師などの専門職等の数について、現場に就業をしている人数で把握でき

ることが好ましい。 

・老朽化した介護施設の大規模改修等に関する補助金について、条件なしでも改修がで

きるよう基金の拡充を国へ要望をしてほしい。 

・医師の年齢的・地域的偏在があるため、長期的なビジョンで医師確保の施策を進める

必要がある。 

（以上、令和２年11月６日医療介護推進協議会意見） 
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２．目標の達成状況 

 

■宮崎県全体（目標と計画期間） 

１．宮崎県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を展望すると、これからの高齢化社会

に必要な医療及び介護の提供体制の確立や地域包括ケアシステムの構築が急務の課

題である。そのため、各医療介護総合確保区域において、急性期の医療から在宅医

療・介護の連携など一連のサービス提供体制が適切に確保されるとともに、ニーズ

に見合ったサービスが切れ目なく提供されることが重要である。 

     そこで、上記の実現に向けて、本計画では以下の事項を目標とし、各種事業に取り

組む。 

 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

回復期病床への転換など現状でも病床機能等の分化・連携が必要なものを対象と

して整備することにより、平成28年度に策定した地域医療構想に基づく医療提供体

制の構築を図る。 

○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量 

高度急性期   999床 

急 性 期 3,356床 

回 復 期 4,017床 

慢 性 期 2,666床 

（その他の目標） 

○がん治療等における医科歯科連携体制の充実 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

地域の実情に応じた在宅医療・介護を担う人材の育成・確保や体制整備を行う。 

○訪問看護ステーション数 114（2017）→150（2022） 

   ○在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数の増加 

 444薬局（2017）→488薬局（2023） 

   ○在宅での死亡率 20.3%（2017）→22.2%（2023） 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

    地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等において 

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 

県民が安心して必要な医療が受けられるよう、地域医療を担う医師の養成・確保、

看護師等養成所施設への支援や看護職者に対する各種研修の実施などにより、質の
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高い医療従事者の養成・確保を図る。 

○県内での臨床研修開始者数 56 名(2017)→80 名(2023) 

○新人看護職員の離職率 9.4％(2017)→8.0％以下(2023) 

○県内医師数 2,754人(2016)→2,770人(2019) 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

      資質の向上や労働環境・処遇の改善による定着の促進、多様な人材層における介 

護の仕事の理解による参入促進などに総合的に取り組むことにより、第６期介護保

険事業支援計画において見込まれる介護サービスの提供に必要な介護人材の確保を

目指す。 

     認知症関連施策を集中的に実施し、様々な主体が認知症患者を支え、お互いが連 

携し合う体制の構築を目指す。 

 

 

２．計画期間 

 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

■宮崎県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

(2018) 

高度急性期   840床 

急性期   7,768床 

回復期   2,176床 

慢性期   4,261床 

 （その他の目標） 

   ○がん患者退院後の歯科診療所の相談(紹介)件数 318件(うち紹介311件) 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

○訪問看護ステーション数 131（R2） 

   ○在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数 469（R1） 

○在宅での死亡率 22.7%（H30） 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

   地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等において 

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行った。 

   ○（地域密着）特別養護老人ホーム 5,931 床（107 カ所）→5,985 床（108 カ所） 

   ○認知症高齢者グループホーム 2,491 床（182 カ所）→2,536 床（182 カ所） 

   ○認知症対応型デイサービス 32 カ所→38 カ所 

   ○（看護）小規模多機能型居宅介護 64 カ所→66 カ所 
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④ 医療従事者の確保に関する目標 

○県内での臨床研修開始者数 56 名(2020) 

○新人看護職員の離職率 6.6％(2018) 

○県内医師数 2,810人(2018) 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

○参入促進について、介護の魅力発信番組の制作・放映、中山間地域の小中学生

を対象とした職場体験、学生向け出前講座、事業所見学ツアーのほか、介護未

経験者就業支援講座、介護福祉士をめざす留学生の受入支援の実施により、ほ

ぼ予定どおりの成果となった。 

 ○労働環境・処遇の改善については、事業所の管理者等への労務管理研修やＯＪ 

Ｔスキル研修、腰痛予防研修等に加え、介護ロボットやICT機器等の導入支援を 

実施することにより、ほぼ予定どおりの成果となった。 

○介護従事者の資質の向上について、初任者・中堅職員・チームリーダーなどの

レベルに応じた研修、実務者研修の受講支援、喀痰吸引等研修等によりほぼ予

定どおりの成果となった。 

○認知症関連施策について、医療・介護従事者に対して、認知症の方への適時適

切な対応を提供するための研修を実施し、ほぼ予定どおりの成果となった。 

 

 ２）見解 

地域における切れ目のない医療提供体制の確保が一定程度進んだ。なお、引き続

き実施する必要のある事業等については、計画変更により令和７年度まで延長して

令和元年度基金を充当することにより初期の成果を目指すこととしている。 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

「病床機能等分化・連携促進基盤整備事業」について、2025年を見据え、引き続

き各医療機関等へ事業の活用を促していく。 

「脳卒中連携体制構築支援事業」について、ネットワーク調整等の事情により新

たな遠隔診療支援システム導入はならなかったが、導入に向けて説明・調整を行い、

新たなHUB施設及びSPOKE施設整備の目途がたったところ。翌年度は導入を行い、中

山間地域に勤務する医師等への支援にも繋げていきたい。 

「救急医療体制における機能分化・連携推進事業」について、各医療機関の計画・

スケジュールの関係で整備施設数が目標には達さなかったが、引き続き二次医療圏

内や圏域を超えて救急医療体制の機能強化、効率性が図られるよう事業を推進して

いく。 

「がん治療における医科歯科連携推進事業」について、がん診療連携拠点病院等

を中心に､県内各地の医療機関の医師や看護師等等と連携を図り､がん治療を受ける

方が口腔ケアなどの歯科医療を受けられる体制の整備を図った｡ 
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② 居宅等における医療の提供に関する目標 

「訪問看護推進事業」について、人員が少数の訪問看護事業所が多く、研修参加

ができないことから一部未達成の指標があるため、地域に出向いての研修を行うな

ど受講しやすい方法を検討していく。 

「薬剤師による在宅医療提供体制整備事業」について、薬局･薬剤師への介護保険

制度や在宅医療に必要な無菌調剤技術に関する研修の実施により､在宅医療に取組

む薬局･薬剤師を育成することができた｡在宅医療に関わる医師をはじめとする医療

関係者と薬剤師が参加した研修会の開催により､在宅医療を推進することができた｡ 

「訪問看護ステーション等設置促進強化事業」について、条件不利地域等で設置

が進まない理由として訪問看護事業の採算性等が考えられるため、引き続き当該補

助制度の周知に努め、県内全域で訪問看護を利用できる体制を整備していく。 

「重症心身障がい児(者)医療体制構築事業」について、事業内容の見直しを行う

とともに、積極的に当事業の周知を図り、総合周産期母子医療センターの平均在院

日数の縮減目標を達成していく。 

  

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

   特になし。 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

「専門医育成事業」について、令和元年度に小児科、産婦人科及び総合診療にお

いて新たに専攻医になった11名のうち５名に貸与することができたが、目標値まで

届かなかった。今後、専門医プログラム合同説明会等の機会を通じて積極的に制度

周知を図るなどして、小児・小児外科医師数や産婦人科医師数の充足を図っていく。 

「女性医師等就労支援事業」について、女性医師等への短時間勤務制度､日当直の

免除等を行う医療機関に対し人件費補助等を支援するとともに､女性医師の離職防

止・復職支の促進や子育て中の女性医師等に対して保育支援を実施することなどに

より､医師として働き続けていける環境づくりが図られ、県内女性医師数を増加する

ことができた。 

「産科医等確保支援事業」について、産科医を取り巻く環境は依然として厳しい

状況にあるため、今後も本事業等による処遇改善を通じ、分娩施設及び産科医等の

確保を図っていく。 

「地域医療支援機構運営事業」「若手医師キャリアサポート事業」について、キャ

リア形成プログラムの策定が令和元年11月となり、同元年度中はプログラムの説明

会等に取り組んだことから、参加医師の確保までには至らなかったが、今後、引き

続き、医学生に対する面談等を通じて参加医師の確保を図る。また、医師のあっせ

んについては、今後、医師募集に関する本県医療機関の紹介HP等を積極的にPRする

などし、病院見学等を増やすことであっせん数の増加を図る。 

「医師不足地域支援事業」について、医師不足地域の医療機関を回ってニーズ調

査などに努めながら、目標達成を図りたい。 
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「実習指導者講習会事業」や「新人看護職員卒後研修集事業」に取組み、看護教

育の充実や新人看護職員の研修体制を整備できたことにより、看護職員の確保・定

着に繋がったと考える。一方で、中小規模の医療機関においては「新人看護職員研

修ガイドライン」の活用が進んでいない状況にあるため、引き続き、中小規模の医

療機関への重点的な支援を行っていく。 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

   特になし。 

 

 ３）目標の継続状況 

  ☑ 令和２年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和２年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 

 
令和元年度宮崎県計画に規定した事業について、令和元年度終了時における事業の実施状

況を記載。 

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.1】 

病床機能等分化・連携促進基盤整備事業 

【総事業費】 

9,765千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

人口減少や高齢化が進み、今後必要となる病床機能に変化が生じる

ことから、将来の医療需要に対応した病床の機能分化・連携を促進す

る必要がある。 

また、将来の地域にふさわしい医療体制を構築していくことが課題

となっており、当該課題を解決するためには、県内の医療資源の現状

を正確に把握することが必要である。 

アウトカム指標：宮崎県地域医療構想の病床数の必要量と病床機能報

告の病床数との比較において不足する病床機能の充足 

区域名 
２０１７年度 

病床機能報告値 

２０２５年 

病床数の必要量 

宮崎東諸県 

高度急性期 ６９７床 

急性期 ２，９３０床 

回復期   ８０３床 

慢性期 １，３５５床 

（休棟等） ２０５床 

計     ５，９９０床 

高度急性期 ５５８床 

急性期 １，６０２床 

回復期 １，３２４床 

慢性期    ９６２床 

 

計   ４，４４５床 

※在宅医療等の必要量（医療需要） 

6,523.8人/日 

都城北諸県 

高度急性期  ４４床 
急性期  １，８３４床 
回復期    ３５４床 
慢性期   ４７２床 
（休棟等） ２２８床 
計   ２，９３２床 

高度急性期 ２１８床 

急性期   ６７６床 

回復期   ７４０床 

慢性期   ２７９床 

 

計   １，９１１床 

※在宅医療等の必要量（医療需要）   

2,184.4人/日 

延岡西臼杵 高度急性期  ４１床 高度急性期 １０８床 
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急性期 １，０９９床 
回復期   ２２９床 
慢性期    ５６４床 
（休棟等）   ８２床 
計   ２，０１５床 

急性期   ４１８床 

回復期   ５２２床 

慢性期   ３０９床 

 

計   １，３５７床 

※在宅医療等の必要量（医療需要） 

2,033.5人/日 

日南串間 

高度急性期  ０床 

急性期  ７０１床 

回復期   ７９床 

慢性期  ５５８床 

（休棟等）  ０床 

計  １，３３８床 

高度急性期  ３７床 

急性期   １６５床 

回復期   ２７０床 

慢性期   ４０７床 

 

計     ８７７床 

※在宅医療等の必要量（医療需要） 

854.9人/日 

西諸 

高度急性期  ０床 
急性期  ５７９床 
回復期  １９５床 
慢性期  ３８０床 

（休棟等）  １６床 
計   １，１７０床 

高度急性期  ２７床 

急性期   １６４床 

回復期   ３９９床 

慢性期   ２０６床 

 

計     ７９５床 

※在宅医療等の必要量（医療需要）  

1,279.6人/日 

西都児湯 

高度急性期 １１床 
急性期   ４６９床 
回復期   ９６床 
慢性期   ５１２床 
（休棟等） ５６床 

計     １，１４４床 

高度急性期  １８床 

急性期     １５２床 

回復期    ４１６床 

慢性期     ３２４床 

 

計         ９０８床 

※在宅医療等の必要量（医療需要） 

1,183.7人/日 

日向入郷 

高度急性期  ０床 
急性期  ５１８床 
回復期  ２１５床 
慢性期  ３２７床 
（休棟等）  ７９床 
計    １，１３９床 

高度急性期  ３６床 

急性期   １８１床 

回復期   ３４９床 

慢性期   １８１床 

 

計     ７４６床 

※在宅医療等の必要量（医療需要） 

844.6人/日 

   
 

事業の内容（当

初計画） 

①病床機能転換等を図る医療機関の施設・設備整備費用の一部を補助

するとともに、各地域における医療機関の役割分担等を協議・調整

するための会議の開催経費や調査研修経費への支援等を行い、医療

機能の分化・連携を促進する。 
②地域医療構想の達成に向けた医療機関の事業縮小の際に要する費用



   

9 
 

の一部を補助する。 
③医療資源情報データベースを用いて、圏域ごとの医療機能の提供体

制に係る協議や分析に寄与する資料の作成を委託するとともに、地

域医療構想アドバイザー等を派遣した説明会等を開催することで、

地域医療構想調整会議における役割分担に係る協議の促進を図る。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

・施設整備医療機関数 ６施設（事業縮小に伴う施設整備を行うもの

を含む） 
・設備整備医療機関数 ４施設 
・地域医療構想アドバイザー等派遣延べ数 ７回 

アウトプット指

標（達成値） 

・地域医療構想アドバイザー等派遣延べ数 ６回 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 
 

病床機能 2017 2018 
増減 

(2018-2017) 

高度急性期 797 840 + 43 

急 性 期 8,107 7,819 -288 

回 復 期 1,971 2,244 +273 

慢 性 期 4,073 3,953 +120 

（１）事業の有効性 

 調整会議において､客観的ﾃﾞｰﾀに基づいた議論を可能にし､医療機関

の役割分担の決定や連携の強化等､今後の医療提供体制の構築に向け

た円滑な議論に資することができる｡ 

（２）事業の効率性 

 前身の補助金事業により複数年にわたって収集･蓄積されたﾃﾞｰﾀﾍﾞｰ

ｽを活用することにより､圏域毎にきめ細かく､かつ､質の高い医療機能

等の分析や将来の疾患毎の医療需要等を可視化することができる｡ 

その他 総事業費 R01:9,765千円(基金9,481千円、その他284千円) 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.2】 

脳卒中連携体制構築支援事業 

【総事業費】 

11,956千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎大学 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

当県においては、救急搬送される疾患の割合の上位に脳疾患がある

ものの、脳神経外科等の医師不足のため、脳卒中の専門治療に対応で

きる医療施設が限られている状況にある。 

脳卒中患者に対して早期に適切な治療が行わなければ、後遺症によ

り寝たきりとなる可能性が高いことから、患者を社会復帰させるため

に、早期に治療できる体制の整備が必要であるとともに、急性期から

回復期へのスムーズな移行を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

地域医療構想における必要病床数と病床機能報告数との比較におい

て不足するとされる県全域の回復期機能病床について、２０２５年度

までに不足の解消を図るための転換等を行う。 

 （回復期機能病床数） 

  ２０１７年病床機能報告数（Ａ） １，９７１床 

  ２０２５年病床数の必要量（Ｂ） ４，０２０床 

    不足（Ｂ）－（Ａ）            ２，０４９床 

事業の内容（当

初計画） 

 宮崎大学医学部救命センターと専門医がいない拠点病院間のネット

ワークシステム（画像伝送）を構築し、画像診断の有効性と急性期血

栓溶解療法の実施・普及を図るとともに、将来的な急性期、回復期リ

ハ、在宅支援の病床の機能分化・連携のための検討を行う。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

遠隔診療支援システムを活用した脳血栓溶解療法実施体制整備数 ３

医療機関 

アウトプット指

標（達成値） 

・システム導入３施設における遠隔診療支援を実施｡ 

・脳卒中医療過疎地である二次医療圏への拡大のための調整｡ 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

回復期機能病床数 2,244床（2018年度病床機能報告数） 

※うち、遠隔診療支援システムを構築した延岡西臼杵医療圏、西諸

医療圏、日南串間医療圏 603床 

（１）事業の有効性 

 脳卒中における急性期医療の関係医療機関の連携を強化し､脳血栓
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溶解療法の普及を促進することで､救命率向上と後遺症軽減が図られ､

社会復帰率の向上や介護移行の抑制につながる｡ 

（２）事業の効率性 

 遠隔地で急性期血栓溶解療法が実施できるよう宮崎大学救命救急ｾﾝ

ﾀｰを拠点とした県内の３医療機関が連携できる体制づくりを行い､脳

血栓溶解療法の普及･啓発を推進することで県内全域での実施に向け

た環境整備が図られ､効率性の高い事業を実施できる｡ 

その他 総事業費 R01：11,956千円(基金11,956千円、その他0千円) 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.3】 

救急医療体制における機能分化・連携推進事業 

【総事業費】 

29,920千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 関係医療機関 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

構想地域内において、病床機能の分化・連携を進めるともに、二次

救急医療体制を支えるためには、急性期を担うべき医療機関と、それ

以外の医療機関の役割分担を明確にする必要がある。 

さらに、脳卒中及び心血管疾患など既に県央地区に医療資源が集中

し、構想区域内で拠点を整備することが難しい疾患等については、よ

り広域的な複数の医療圏の範囲で中核となる医療機関を整備し充実

強化を図ることで、県全体の病床機能の分化・連携を推進する必要が

ある。 

アウトカム指標： 

地域医療構想における必要病床数と病床機能報告数との比較におい

て不足するとされる県全域の回復期機能病床について、２０２５年度

までに不足の解消を図るための転換等を行う。 

 （回復期機能病床数） 

  ２０１７年病床機能報告数（Ａ） １，９７１床 

  ２０２５年病床数の必要量（Ｂ） ４，０２０床 

     不足（Ｂ）－（Ａ）            ２，０４９床 

事業の内容（当

初計画） 

 構想区域内において、二次救急医療体制を支えるために欠かせない

医療機関の機能充実に要する医療機器の整備や、二次医療圏を超えた

脳卒中や急性心筋梗塞の救急拠点の機能強化を図るため、高度急性期

医療に必要な医療機器を整備する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

整備施設数 ７ヶ所 

アウトプット指

標（達成値） 

整備施設数 １ヶ所 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

回復期機能病床数 2,244床（2018年度病床機能報告数） 
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（１）事業の有効性 

 二次医療圏を超えて救急医療の拠点となっている医療機関等の機能

強化を図るために必要な設備を整備することで､地域医療構想を踏ま

えた救急医療体制の構築を図ることができた｡ 

（２）事業の効率性 

 当該事業の実施により､県内の救急医療提供体制の機能強化･維持が

図られるため､医療資源が効率的に活用されることとなり､地域医療構

想における各医療圏の必要な病床の機能分化及び連携の促進が期待さ

れる｡ 

その他 総事業費 R01：29,920千円(基金10,800千円、その他19,120千円) 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.4】 

医療・介護連携推進事業 

【総事業費】 

5,625千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 県、市町村、県医師会、郡市医師会 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

医療必要度が低い場合や在宅で過ごしたいのに受入体制が不十分な

ために、慢性期病床等に入院せざるを得ない患者が、無理なく在宅生

活へ移行するためには、医療と介護の連携が不可欠である。 

アウトカム指標： 

地域医療構想における必要病床数と病床機能報告数との比較におい

て超過するとされる県全域の慢性期機能病床について、２０２５年度

までにその解消を図るための転換等を行う。 

 （慢性期機能病床数） 

  ２０１７年病床機能報告数（Ａ） ４，０７３床 

 ２０２５年病床数の必要量（Ｂ） ２，６６８床 

      （Ｂ）－（Ａ）          ▲１，４０５床 

事業の内容（当

初計画） 

 慢性期病床等の解消を図るため、県及び関係市町村が定める圏域で、

医療と介護を連携するための課題抽出や解決策の検討等を行う場を設

置し、課題解決のための研修を実施する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

・医療介護連携のための研修実施箇所 ８か所 

アウトプット指

標（達成値） 

・医療介護連携のための研修実施箇所 ８か所 

 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

（慢性期機能病床数） 

 3,953床(平成30年７月) 

（医療介護のための研修参加者数） 

 994名(令和元年度) 

（１）事業の有効性 

 本事業の実施により､医療と介護を連携するための課題抽出や解決

策の検討等を行う場を設置し､課題解決のための研修会等を実施する

ことができた｡ 

（２）事業の効率性 

 課題抽出や解決策の検討を実施する場を設置し､協議を実施するこ

とにより､各地域の実情に合った研修会等を実施することができた｡ま

た､関係市町村及び医師会が連携しながら協議を実施していくことで､
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関係者間の顔の見える関係を構築することができた｡ 

その他 総事業費 R01：5,625千円(基金5,625千円、その他0千円) 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.5】 

がん治療における医科歯科連携推進事業 

【総事業費】 

11,067千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県、宮崎県歯科医師会 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

がん治療を受ける患者が増加する現在において、がん診療連携拠点

病院等と歯科の連携を図り、がん患者の口腔ケアを行うことで、感染

症予防やがん治療の副作用による口腔内合併症の予防・軽減など、患

者のＱＯＬ向上を図る必要がある。 

アウトカム指標：  

がん患者の平均在院日数  19.8日(2017年)→18.3日(2023年) 

事業の内容（当

初計画） 

地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等のがん患者に対して全

身と口腔機能の向上を図るため、県内４地区に調整窓口を設置し、歯

科衛生士を配置する。 
調整窓口では、病院等からの依頼を受け地域の歯科診療所と調整し、

周術期における口腔ケアを実施。また、退院後の歯科診療所の紹介等

を行う。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

相談紹介件数 100件 

アウトプット指

標（達成値） 

･相談(紹介)件数 318件(うち紹介311件) 

･研修会 ３回 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

がん患者の平均在院日数  19.8日（2017年） 

３年ごと実施の調査のため観察できず。 

（１）事業の有効性 

がん診療連携拠点病院等を中心に､県内各地の医療機関の医師や看

護師等等と連携を図り､がん治療を受ける方が口腔ケアなどの歯科医

療を受けられる体制の整備を図った｡ 
（２）事業の効率性 

 医科歯科連携の効率化を図るため､がん診療連携拠点病院を中心に

研修会等を実施するとともに､医療関係者への周知啓発を強化し､関係

者の協力体制を強化した｡ 

その他 総事業費 R1：11,067千円(基金11,607千円、その他0千円) 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.6】 

地域医療支援病院等支援歯科診療所機能強化事業 

【総事業費】 

0千円 

事業対象区域 県全体 

事業の実施主体 宮崎市郡歯科医師会 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

・県内の急性期病院では、口腔外科診療の入院治療を行っていること

に加え、障がい者の歯科診療の入院治療についても対応している。

近年、高齢化に伴い、口腔がんなどの患者が増加している状況の中、

県内の急性期病院が口腔外科の診療に集中できるよう、宮崎歯科福

祉センターが障がい者の歯科診療を受け入れる体制を強化し、機能

分散を図る必要がある。 

・同センターは、同じ敷地内にある地域医療支援病院である宮崎市郡

医師会病院の入院患者に対して口腔管理を行う予定としており、歯

科口腔外科のない同病院の患者の全身と口腔機能が向上し、退院が

促進されることで、地域医療支援病院の機能強化に寄与する。 

アウトカム指標： 

・宮崎歯科福祉センターでの全身麻酔法による歯科治療の件数  

88件(H29年度)→100件(R5年度) 

・宮崎市郡医師会病院の急性期病床の平均在院日数 

9.5日(H29年度)→9.1日(R5年度) 

事業の内容（当

初計画） 

県内の障がい児者歯科診療の拠点であり、地域医療支援病院である宮

崎市郡医師会病院の支援を担う宮崎歯科福祉センターの診療・連携機

能を強化するための経費 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

・障がい児者歯科診療用の全身麻酔設備整備 １ 

・歯科診療ユニット(チェア･診察用の器具等がセットになったもの)

設備整備 ３ 

アウトプット指

標（達成値） 

－ 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： － 

（１）事業の有効性 

宮崎歯科福祉センターの診療機能を強化し、全身麻酔法による歯科

治療が必要な障がい者の歯科診療を受け入れることで、県内の急性期

病院が口腔外科の患者を受け入れる機能が強化される。 

（２）事業の効率性 

同上 

その他 総事業費 R01：0千円(基金0千円、その他0千円) 

R02年度に実施予定。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.1】 

訪問看護推進事業 

【総事業費】 

11,412千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 県（県看護協会へ委託） 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

今後、増加が見込まれる在宅療養者等に対して、質の高い看護サー

ビスの提供と、訪問看護組織全体の質的向上の推進を図るための人材

育成及び医療と介護の連携を担う人材育成の拠点が必要。 

アウトカム指標：県内の訪問看護ステーション従事者数 

595人(2018年)→646人(2025年) 

事業の内容（当

初計画） 

①訪問看護推進協議会 

②人材育成事業 

・訪問看護未経験者のための訪問看護研修 

・段階別訪問看護師養成研修 

新任期から管理者までの時期に応じた研修、実践力・高度医療対

応力を向上させるための研修を実施する。 

・訪問看護師人材交流支援 

専門看護師や認定看護師、特定行為研修修了者が訪問看護師と同

行訪問や事例検討するための支援を行う。 

③訪問看護相談支援事業 

 訪問看護ステーションに係る窓口運営、相談対応、実態調査を実施。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

①訪問看護推進協議会 年１回 

②人材育成事業 

 ・訪問看護未経験者のための訪問看護研修 参加者数延べ20名 

 ・段階別訪問看護師養成研修 参加者数延べ150名 

・訪問看護師人材交流支援（同行訪問・事例検討等） 延べ10件 

③訪問看護相談支援事業 相談件数延べ50件 

アウトプット指

標（達成値） 

･訪問看護推進協議会 年１回 

･人材育成事業 

 …訪問看護未経験者のための訪問看護研修 参加者数延べ16名 

 …段階別訪問看護師養成研修 参加者数延べ119名 

 …訪問看護師人材交流支援(同行訪問･事例検討等) 延べ14件 

･訪問看護相談支援事業 相談件数延べ53件 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

訪問看護ステーションに従事する看護職員数 595人(2018年) 

（１）事業の有効性 

訪問看護を開始する前から管理者まで､段階に応じた研修の実施に
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より､訪問看護人材の育成できた｡また､機能強化型訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝや

認定看護師等を活用することにより､高度医療に対応した実践力のあ

る訪問看護師の育成及び連携体制の整備につながった｡ 

（２）事業の効率性 

 (公社)宮崎県看護協会への事業委託により､県内全域からの訪問看

護に携わる看護師等の研修参加が促進できた｡ 

その他 総事業費 R01：11,412千円(基金11,412千円、その他0千円) 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.2】 

薬剤師による在宅医療提供体制整備事業 

【総事業費】 

3,000千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県薬剤師会、宮崎市郡薬剤師会 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

薬局・薬剤師による適切な医療サービスが提供できるよう在宅医療

にかかる提供体制の強化が必要。 

アウトカム指標：在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数の増加 

現状値：444薬局(2017年)→目標値：488薬局(2023年) 

事業の内容（当

初計画） 

①在宅医療が行える薬剤師を育成するため、フィジカルアセスメント

や無菌調剤技術の研修を実施する。 

②医師及び介護支援専門員等との多職種連携シンポジウムを開催す

る。 

③地域の拠点薬局に無菌調剤室等の整備を支援し、地域の薬局が共同

利用できる体制の構築を図る。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

・在宅医療に関する研修会受講薬剤師数 150名 

・在宅医療関係者との多職種連携シンポジウムの開催 １回 

・共同利用型無菌調剤室等整備支援数 １箇所 

アウトプット指

標（達成値） 

・在宅医療に関する研修会受講薬剤師数 228名 

・在宅医療関係者との多職種連携シンポジウムの開催 ２回 

（共同利用型無菌調剤室等整備支援は令和２年度実施） 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数の増加 469薬局(2019) 

（１）事業の有効性 

 薬局･薬剤師への介護保険制度や在宅医療に必要な無菌調剤技術に

関する研修の実施により､在宅医療に取組む薬局･薬剤師を育成するこ

とができた｡ 

 在宅医療に関わる医師をはじめとする医療関係者と薬剤師が参加し

た研修会の開催により､在宅医療を推進することができた｡ 

（２）事業の効率性 

 県薬剤師会に委託したことで､研修会開催が広く周知され､薬剤師の

研修参加が促進できた｡ 

その他 総事業費 R01：3,000千円(基金3,000千円、その他0千円) 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.3】 

訪問看護ステーション等設置促進強化事業 

【総事業費】 

4,063千円 

事業の対象とな

る区域 

宮崎・東諸県郡を除く県全体 

事業の実施主体 設置事業者 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

医療と介護をつなぐ役割を担う訪問看護ステーション等について、

在宅医療・介護の連携促進、地域包括ケアシステムを構築するための

社会資源の基盤として県内全域で訪問看護を利用できる体制整備が必

要である。 

アウトカム指標：訪問看護事業所数 

116事業所(2019年)→150事業所(2022年) 

事業の内容（当

初計画） 

条件不利地域等に新たに訪問看護事業所を開設する事業者に対して、

立ち上げまでに必要な初期費用等を支援する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

条件不利地域等における訪問看護ステーション等の設置補助数 ５箇

所 

アウトプット指

標（達成値） 

条件不利地域等における訪問看護ステーション等の設置補助数 ４箇

所 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：訪問看護事業所数 

 131事業所（2020年） 

（訪問看護事業所の増加事業所数 令和元年度の指定事業所数17。

同期間における休止数５、廃止数８） 

（１）事業の有効性 

訪問看護ｻｰﾋﾞｽの提供体制が不十分な地域に新たに訪問看護事業所

等を開設する事業者を支援することにより､訪問看護を利用できる体

制整備を進めることができた｡ 

（２）事業の効率性 

訪問看護ｻｰﾋﾞｽに関する調査(平成26年度に完了)により地域別のﾆｰｽﾞ

や現在のｻｰﾋﾞｽ提供状況の把握をした上で補助対象地域を選定したこ

とにより､より地域の実情に応じた的確な訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ等の整備支

援が可能となった｡ 
その他 総事業費 R01：4,063千円(基金4,063千円、その他0千円) 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.4】 

在宅歯科医療推進事業 

【総事業費】 

14,712千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 歯科診療所 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

脳卒中など急性期の患者やがん手術を受けた患者などは退院後も

口腔ケアや歯科治療のニーズが高いことが見込まれるため、地域の実

情に応じたより質の高い在宅歯科医療を実施するために必要な機器

を整備し、切れ目なく患者の状態に応じた医療を提供し、病床の機能

分化・連携を推進するための仕組みづくりを行うことが急務となって

いる。 

また、在宅医療を推進するためには、在宅で口腔ケアを行う在宅歯

科医療が必要となるものの、在宅歯科医療を行う歯科医療機関はまだ

不足していることから、在宅歯科医療に従事できる人材を育成する必

要がある。 

アウトカム指標： 

・在宅療養支援歯科(H28)診療所の増加 

現状値：109か所(H29)→目標値：119か所(R5) 

・在宅歯科診療に係る専門職（歯科医師、歯科衛生士など）の育成  

現状値：100人(H28)→目標値：500人(H31) 

事業の内容（当

初計画） 

①歯科医療機関への設備整備の補助 

②研修事業 

・訪問歯科診療に係る歯科専門職向け研修会の実施 

・多職種連携強化のための介護・医療従事者向け研修会の実施 

・在宅歯科衛生士育成事業（歯科衛生士の復職支援含む） 

③県民向けの周知啓発 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

・機器整備を行う歯科医療機関 ９か所 

・研修会開催 ４回 

・啓発資料の作成 ポスター200部、ちらし4,500部 

アウトプット指

標（達成値） 

・機器整備を行う歯科医療機関 19か所 

・研修会開催 ２回 

・啓発資料の作成・配布  ポスター200部、ちらし4,500部 

・歯科衛生士の復職支援相談会 ８回(他事業含む研修会等と同時開

催) 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

・在宅療養支援歯科診療所の数 
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77(R2） 

・所在宅歯科診療に係る専門職（歯科医師、歯科衛生士など）の数 

464人(R1) 

（１）事業の有効性 

 本事業の実施により､在宅歯科医療体制の充実が図られるとともに

在宅歯科医療の必要性に対する理解が深まり､また､医療介護従事者の

資質の向上と歯科医療機関との連携が促進された｡ 

（２）事業の効率性 

  医療介護従事者や在宅歯科医療ｻｰﾋﾞｽの提供側､ｻｰﾋﾞｽの受入側の両

面に同時にｱﾌﾟﾛｰﾁすることで､効率的に在宅歯科医療を推進すること

ができた｡ 

その他 総事業費 R01：14,712千円(基金10,859千円、その他3,853千円) 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.5】 

重症心身障がい児（者）医療体制構築事業 

【総事業費】 

20,570千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 医療機関、障害福祉サービス事業所等 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

医療的ケアが必要な在宅の重症心身障がい児（者）を受け入れる医

療機関や事業所が不足している状況にあるため、身近な地域で在宅サ

ービスが利用できる体制の充実を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

総合周産期母子医療センター(宮崎大学医学部付属病院)の小児科の

平均在院日数 

21.2日(2016年)→21.1日以下(2023年) 

事業の内容（当

初計画） 

重症心身障がい児（者）を介護する保護者の負担を軽減するため、

日中一時支援等を新たに実施する医療機関や障害福祉サービス事業所

の施設・設備整備等を支援し、より身近な地域で在宅サービスが受け

られる体制構築を目指す。 

また、重症心身障がい児（者）の受入を行う医療機関における医師・

看護師等の資質向上に係る研修等を実施する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

支援施設数：８施設 

アウトプット指

標（達成値） 

支援施設数：４施設 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

総合周産期母子医療センター（宮崎大学医学部附属病院）の小児科

の平均在院日数 18.9日(2019年)  

（１）事業の有効性 

本事業により､広域にわたり､事業所新設や受入人員の拡充につなが

る施設･設備整備を支援できる｡ 

（２）事業の効率性 

事業所毎に必要な施設整備を支援することで､効率的に各事業所の

提供ｻｰﾋﾞｽの質を向上させることができる｡ 

その他 総事業費 R01：20,570千円(基金13,142千円、その他7,428千円) 

  



   

25 
 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.6】 

高次脳機能障がい相談・支援拠点機関事業 

【総事業費】 

1,000千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

事故や脳血管疾患等により、高次脳機能障がいになった者やその家

族が地域で安心して生活し、社会参加できるよう、亜急性期から回復

期のリハビリテーション、そして維持期でのリハビリテーションそれ

ぞれについて、地域における支援ネットワークを構築する必要がある。 

アウトカム指標： 

高次脳機能障がいになった者やその家族に対する支援体制を強化す

る。 

県内支援協力医療機関：19施設(H30)→25施設(R3) 

事業の内容（当

初計画） 

医師と多職種間の円滑な連携を図るため、研修会を開催し、高次脳

機能障がい支援に関わる者の対応スキルを向上させ、県内における支

援体制の強化を図る。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

研修会の開催 県内１カ所で開催 

アウトプット指

標（達成値） 

研修会開催 1回 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

県内支援協力医療機関 19(H31年度末) 

（１）事業の有効性 

当事者や支援者等からの相談対応や支援を随時行うとともに､医師と

他職種間の円滑な連携を図るため研修会を開催し､県内における支援

体制の強化を図ることができた｡ 

（２）事業の効率性 

 研修会を開催し､高次脳機能障がい支援に関する知識や技能を習得

できたことで､県全体の支援に関わる者の対応スキルの向上にも繋が

り､効果的な執行が出来たと考える｡ 

その他 総事業費 R01：1,000千円(基金1,000千円、その他0千円) 
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【NO.1】宮崎県介護施設等整備事業 【総事業費】 

101,384 千円 
事業の対象となる

区域 

宮崎東諸県、日南串間 

事業の実施主体 医療法人 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和４年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、各地域の実情に応じた介護

サービス提供体制の整備促進を図る必要がある。 

アウトカム指標：地域密着型サービス施設等の定員・宿泊定員数の

増により介護サービス提供体制の充実・強化を図

る。 

事業の内容（当初

計画） 

 
① 介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

介護療養型医療施設からの転換    75 床（2カ所） 

 

② 介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支

援を行う。 

整備予定施設等 

介護療養型医療施設からの転換    75 床（2カ所） 
 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

【第７期介護保険事業支援計画／計画策定時→元年度末】 

○介護医療院（介護療養型医療施設からの転換） 86 床（３カ所） 

アウトプット指標

（達成値） 

【令和元年度】 

○介護医療院（介護療養型医療施設からの転換） 57 床（１カ所） 

○介護付有料老人ホーム（介護療養型医療施設からの転換）18 床（１

カ所） 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標 

事業実施状況等を踏まえ、当計画の見直しを行い、事業を継続し

ているため、現段階では観察できない。 

（１） 事業の有効性 

介護療養型医療施設からの転換等により、高齢者が地域にお

いて安心して生活できる体制の構築が進みつつある。 

（２） 事業の効率性 

 実地主体と密に情報共有しながら調達方法や手続き等につ

いて一定の共通認識のもとで施設整備等を行い、調達の効率

化が図られた。 
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その他 事業実施状況等を踏まえ、助成対象を改めて精査のうえ、当計画の

見直しを行い、引き続き地域の実情に応じた介護サービス提供体制

の整備を促進していく。 

総事業費：Ｒ1：100,050 千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.1】 

子ども救急医療電話相談事業 

【総事業費】 

12,256千円 

事業の対象とな

る区域 

県全域 

事業の実施主体 県（民間事業者（コールセンター）） 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

不要不急の時間外受診を減らし、小児科医の負担を軽減するため、

かかりつけ医が診療を行っていない時間帯（夜間）における小児の急

な病気や怪我に対し、保護者が相談できる体制づくりが必要。 

アウトカム指標： 

小児救急医療機関への不要不急の受診を抑制し、小児科医の負担軽減

を図る。  

 休日夜間急患センター小児科の年間受診者数  

 24,791人(H27)→23,000人以下(R1) 

事業の内容（当

初計画） 

小児救急患者の保護者等からの電話相談により、保護者の不安軽減と

小児救急医療機関への不要不急の受診を抑制し、小児科救急医の負担

軽減を図る。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

相談受付日数 365日、相談件数 約8,900件 

アウトプット指

標（達成値） 

相談受付日数  365日、相談件数 9,194件 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

休日夜間急患センター小児科の年間受診者数 21,881人(H30) 

（１）事業の有効性 

小児救急患者の保護者等からの電話相談対応を毎日実施すること

で､不要不急の受診抑制や､小児科救急医の負担軽減が図られ､本来の

小児救急患者への対応に専念できる体制づくりを進めることができ

た｡ 

（２）事業の効率性 

２回線で対応し､準夜帯､深夜帯における電話相談体制を確保した｡ 

その他 総事業費 R01：12,256千円(基金12,256千円、その他0千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.2】 

救急医負担軽減促進事業 

【総事業費】 

3,560千円 

事業の対象とな

る区域 

県全域 

事業の実施主体 県医師会、地域団体 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

医師の疲弊を防ぎ、救急医療体制を維持するためには、平日夜間・

休日などの安易な時間外受診を減らす必要がある。そのため、かかり

つけ医を持ち、安易な時間外受診を控えることなどについて、県民に

普及啓発を図る必要がある。 

アウトカム指標：休日夜間急患センター小児科の年間救急患者数 

24,791人(H27)→23,000人以下(R1） 

事業の内容（当

初計画） 

県民に救急医療機関の適正受診を促すため、普及啓発を行う。 

・保育園、幼稚園における訪問救急教室の開催（県医師会に委託） 

・県民に対する普及啓発の取組を実施する団体への支援（団体への補

助） 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

・保育園・幼稚園における訪問救急教室開催回数 20回 

・救急医療利用（かかりつけ医等）の普及啓発を実施する団体数  ３

団体 

アウトプット指

標（達成値） 

・保育園・幼稚園における訪問救急教室開催回数 21回 

・救急医療利用（かかりつけ医等）の普及啓発を実施する団体数 ３

団体 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

休日夜間急患センター小児科の年間受診者数 21,881人(H30)  

（１）事業の有効性 

地域住民に対し､救急医療の正確な知識を提供し､適正受診を促すこ

とにより､救急医の負担軽減が図られた｡ 
（２）事業の効率性 

 各地域の小児科医が保護者等に直接説明する場を設けることで､コ

ンビニ受診抑制や､小児科医への病状相談などにより地域の小児科医

と地域の保護者の関係が促進されるなど､効果的な事業が展開されて

いる｡ 

その他 総事業費 R01：3,560千円(基金2,578千円、その他982千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.3】 

災害拠点病院等人材強化事業 

【総事業費】 

5,319千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 災害拠点病院、ＤＭＡＴ指定医療機関 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

災害発生時に各医療圏において災害拠点病院を中心とした災害医療

提供体制を確立するため、災害医療に対応可能な人材の確保が課題と

なっており、医療施設や関係機関の知識・技能の習得及び連携の強化

が必要である。 

アウトカム指標：現在の災害医療体制の維持 

 災害拠点病院数 12(R1)→12(R5) 

事業の内容（当

初計画） 

各医療圏において、保健所と災害拠点病院等が中心となって、災害医

療に関する訓練・研修を実施する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

災害医療訓練・研修の実施数 ８回 

アウトプット指

標（達成値） 

災害医療訓練・研修の実施数 12回 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

災害拠点病院数:12(R1)   

（１）事業の有効性 

 災害医療に係る訓練･研修や資機材等の購入を支援することで､災害

拠点病院の人材強化を進めることができた。 

（２）事業の効率性 

災害拠点病院が企画する訓練､研修の実施により､人材強化と併せ

て､各二次医療圏における災害医療関係者の､顔の見える関係構築も効

率的に行うことができた。 

その他 総事業費 R01：5,319千円(基金5,319千円、その他0千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.4】 

「地域医療・総合診療医学講座」運営支援事業 

【総事業費】 

46,805千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎大学 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

本県における医師の地域間偏在を解消するために、本県の地域医療

を担う医師の育成・確保が急務であり、そのためには医学生に対し恒

常的に地域医療マインドの醸成を促す環境整備が必要である。 

アウトカム指標：本講座の専門研修プログラムで育成する総合診療医

の数 

５名(H30)→６名(R2)  

事業の内容（当

初計画） 

宮崎大学医学部の「地域医療・総合診療医学講座」の運営を支援す

る。 

（講座の具体的内容） 

①地域医療マインドの醸成を図るため、大学でのカリキュラムに加え、

様々な機会で医学生に対する地域医療教育を実施する。 

②地域医療の教育拠点である地域総合医育成サテライトセンターの運

営を通して、総合的な診療能力を有する専門医の育成を図る。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

地域医療実習を行う学生数 110名 

アウトプット指

標（達成値） 

地域医療実習を行う学生数 247名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

本講座の専門研修プログラムで育成する総合診療医の数 ５名(R1)  

（１）事業の有効性 

地域医療実習を通して本県の医療の実情を把握するとともに地域医

療の意識醸成を図ることで､将来本県の地域医療を支える気概を持つ

医学生の養成を図ることができた｡ 

また､講座の医局員が各地のへき地等医療機関に出向在籍し、専門研

修等の教育活動を行うことにより、地域医療体制の確保を図ることが

できた｡ 

（２）事業の効率性 

地域医療実習については､地域内の医療機関にも協力してもらい､各

人が十二分に学習できる環境を整備することで､効率的な学習を行う

ことができた｡ 

また､地域医療に係る講演会や勉強会では､ベテラン医師から医学
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生､あるいは他職種まで広範囲の受講があり､効率的に研修を実施でき

た｡ 

その他 総事業費 R01：46,805千円(基金46,805千円、その他0千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.5】 

専門医育成確保事業 

【総事業費】 

17,229千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 県医師会、県 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

本県では、産科や小児科など、医師不足が深刻な特定診療科に勤務

する医師の育成・確保を図ることが必要であるが、平成３０年度の専

攻医の研修プログラムへの登録者数が全国最下位となっている。 

アウトカム指標： 

・小児科・小児外科医師数 133人(H28)→135人(R1) 

・産婦人科医師数 112人(H28)→114人(R1) 

事業の内容（当

初計画） 

・産科や小児科専門研修を行う専攻医に研修資金を貸与する。 

・大学及び県内の小児医療機関が共同して、小児科専攻医を対象とし

た症例研究会を実施する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

・産科・小児科専攻医への研修資金の貸与 11人 

・小児科専門医症例研修会 ４回 

アウトプット指

標（達成値） 

・産科・小児科･総合診療専攻医への研修資金の貸与 ９名 

・小児科専門医症例研修会 ５回 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

・小児科・小児外科医師数130人(H30) 

・産婦人科医師数111人(H30) 

（１）事業の有効性 

今後の県内定着が期待される専攻医に対する研修資金の貸与を通し

て医師の確保に取り組んだ。また様々な症例研究の発表･報告を実施し

たことで､小児科専門研修医の更なる資質向上が図られた｡ 

（２）事業の効率性 

 対象診療科の現場を直接支える医師に対し､研修資金の貸与等充実

させることで､効率的に対象診療科の医師確保・育成ができた。また大

学及び小児医療機関が共同で症例研究の発表・報告等を実施したこと

で､県内の小児科専門研修医の情報共有が図られ､効率的に資質を向上

することができた｡ 

その他 総事業費 R01：17,229千円(基金17,229千円、その他0千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.6】 

女性医師等就労支援事業 

【総事業費】 

11,669千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 県医師会 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

県内の女性医師の実数及び構成比が年々増加してきていることか

ら、女性医師が将来的にも継続して勤務できるよう、出産・育児・再

就労といった場面における支援体制の充実を図る必要がある。 

アウトカム指標：  

女性医師数 496人（H28）→506人（H30） 

事業の内容（当

初計画） 

ワークライフバランスに対する意識の啓発から、情報提供・相談、

就労支援をワンストップで対応できる体制を構築し、女性医師等が働

き続けられる環境を整備する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

・離職防止・復職支援女性医師等支援数 10人 
・保育支援女性医師等支援数 10人 

アウトプット指

標（達成値） 

・離職防止・復職支援女性医師等支援数 26人 

・保育支援女性医師等支援数 59人 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

女性医師数 524人（H30） 

（１）事業の有効性 

女性医師等への短時間勤務制度､日当直の免除等を行う5医療機関に

対し､短時間勤務制度及び日当直免除を実施した場合の代替医師の人

件費補助等を支援するとともに､26人の女性医師の離職防止・復職支援

を促進した｡また､59人の子育て中の女性医師等に対して保育支援を実

施したことで､医師として働き続けていける環境づくりが図られた｡ 

（２）事業の効率性 

年間を通じた相談窓口の運営や､時間外勤務・日当直免除への補助、

保育支援サービス等を実施することにより、育児等の支援を必要とし

ている女性医師等に対し、直接的・効率的に支援を行うことができた。 

その他 総事業費 R01：11,669千円(基金11,669千円、その他0千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.7】 

産科医等確保支援事業 

【総事業費】 

14,990千円 

事業対象区域 県全体 

事業の実施主体 産科医療機関 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

産科をはじめとした特定診療科では医師不足が深刻な状況にある

ため、医師不足が深刻な特定診療科に勤務する医師の育成・確保を図

る必要がある。 

アウトカム指標： 

・手当支給施設の手当支給産科・産婦人科医師数 

 64人(2016年)→65人以上(2023年) 

・分娩1,000件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 

 14人(2016年)→15人以上(2023年) 

事業の内容（当

初計画） 

医師及び助産師に対し分娩手当を支給している分娩施設に対し、手

当支給額の一部を補助する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

・手当支給者数 160人 

・手当支給施設数 23施設 

アウトプット指

標（達成値） 

・手当支給者数 153人 

・手当支給施設数 20施設 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

・手当支給施設の手当支給産科・産婦人科医師数 

 100人(2019年) 

・分娩1,000件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 

 19人(2019年) 

（１）事業の有効性 

県内の分娩施設に対し､分娩手当を支援したことにより､処遇改善を

通じて産科医等の確保活動を促進した｡ 

（２）事業の効率性 

県内分娩施設に対して､定期的に情報提供を実施したことにより､本

事業への理解を深めることができ､事業の有効性を効率的に高めるこ

とができた｡ 

その他 総事業費 R01：14,990千円(基金14,990千円、その他0千円) 

分娩取扱施設の減少に伴い、申請施設及び手当支給者も減少してお

り、産科医を取り巻く環境は依然として厳しい状況にある。今後も本

事業等による処遇改善を通じ、分娩施設及び産科医等の確保を図る必

要がある。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.8】 

地域医療支援機構運営事業 

【総事業費】 

74,756千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 県、県医師会、宮崎大学等 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

本県では、宮崎東諸県医療圏に県内医師の過半数が集中するなど地

域間の偏在が顕著であり、また、10万人当たりの医師数が内科系、小

児科系で全国平均を下回るなど医師不足（特に若手医師が不足）の状

態にあるため、医師の安定的な確保・育成が急務である。 

アウトカム指標：県内での臨床研修開始者数 

57人(2019年)→目標値：80人(2023年) 

事業の内容（当

初計画） 

県と宮崎大学、県医師会、市町村等が密接に連携した「地域医療支

援機構｣により、医師の育成・確保対策のために以下の事業を実施する。 

①医師配置等促進事業（医師配置調整） 

②医師招へい事業（医師招へい、説明会開催） 

③地域医師キャリア形成支援事業（専門医資格取得・学会参加支援等） 

④臨床研修指導医養成事業（指導医養成） 

⑤臨床研修病院説明会事業（レジナビフェア、病院見学支援） 

⑥ＰＲ事業（ウェブサイト運営、広報誌作成） 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

①臨床研修病院説明会出展回数 ５回 

②キャリア形成プログラムの作成数 26 

③地域特別枠卒業医師数に対するｷｬﾘｱ形成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加医師数の割合 

100％ 

④医師あっせん数 10名 

アウトプット指

標（達成値） 

①臨床研修病院説明会出展回数 ５回 

②キャリア形成プログラムの作成数 26 

③地域特別枠卒業医師数に対するｷｬﾘｱ形成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加医師数の割合 

０％ 

④医師あっせん数 ２ 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：県内での臨床研修開始者数 

56人(2020年) 

（１）事業の有効性 

  本県の医師不足や地域偏在を解消するため､地域医療支援機構とし

て各種事業を実施することで､県と宮崎大学､県医師会､市町村等が恒

常的に連携できる機会を確保し､機構内のネットワークをより強固に
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するとともに､より密度の高い事業を実施することができた｡特にキャ

リア形成プログラムの策定及びキャリア形成プログラム対象学生への

説明については､密接に連携を図り､実施することができた。 

（２）事業の効率性 

地域医療支援機構分室に新たに２名の医師等を配置し、医学生に対

する面談等を通じキャリア形成プログラムへの理解促進など、きめ細

やかで効率的なキャリア支援を実施することができた。 

また、県、大学、医師会等が緊密に連携しながら医学生や研修医等

の県内定着に繋がる効果的な事業を実施することができた。 

その他 総事業費 R01：74,756千円(基金74,756千円、その他0千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.9】 

医療勤務環境改善支援センタ―事業 

【総事業費】 

2,981千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 県医師会 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

病院における長時間労働など過酷な労働環境が問題となっている

中、医療機関における経営の安定化・雇用の質の向上・医療の質の向

上、患者満足度の向上を図る必要がある。 

アウトカム指標：  

県内医師数 2,754人（H28）→2,770人（R1） 

事業の内容（当

初計画） 

医療従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点として、医療勤

務環境改善支援センターを設置し、医療機関の勤務環境改善を促進す

るための支援を行う。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

勤務環境改善計画を策定する医療機関数 ２件 

アウトプット指

標（達成値） 

・勤務環境改善計画を策定した医療機関数 ２件 

（勤務環境改善計画を策定する医療機関相談件数 14件） 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

 県内医師数 2,810人（H30） 

（１）事業の有効性 

働き方改革が求められている中で､電話相談･ﾁﾗｼ等の掲載､医療機関

対する説明会の開催等を実施したことにより､勤務環境改善ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽ

ﾃﾑの導入検討や特別償却制度の活用など勤務環境改善の意識が高まっ

た。 

（２）事業の効率性 

宮崎労働局や県医師会等の関係機関で組織された医療勤務環境改善

支援ｾﾝﾀｰ運営協議会で､随時情報交換を行い多方面への情報共有も促

進し､効果的な活動をすることができた。 

その他 総事業費 R01：2,981千円(基金2,981千円、その他0千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.10】 

医師修学資金貸与事業 

【総事業費】 

116,029千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

医師の地域的偏在や、小児科等特定診療科の医師不足等から、地域

医療の現場を支える医師の安定的な確保が必要。 

アウトカム指標：県内での臨床研修開始者数 

57人(2019年)→80人(2023年) 

事業の内容（当

初計画） 

将来、県内の指定医療機関に勤務する意思を持った医学生に対し、

修学資金を貸与する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

医師修学資金新規貸与者数 16名 

アウトプット指

標（達成値） 

医師修学資金新規貸与者数 16名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：県内での臨床研修開始者数 

56人(2020年) 

（１）事業の有効性 

医師修学資金貸与者は､卒業後に県が指定する医療機関に一定期間

勤務する義務が生じるため、医師確保に直結する取組として有効であ

った｡ 

（２）事業の効率性 

医師修学資金について、一定期間の義務履行を果たせば返還免除と

する一方で、義務を履行できない場合は、高利子をつけて一括で返還

させることから、効率的に県内の地域医療提供体制の充実を図ること

ができた。 

その他 総事業費 R01：116,029千円(基金88,584千円、その他27,445千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.11】 

医師不足地域支援事業 

【総事業費】 

0千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 県、医療機関 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

本県においては、宮崎東諸県医療圏に県内の医師の半数以上が集中

している上に、産科、小児科などの特定の診療科については、医師の

地域的な偏在があることから、各地域で医療体制の確保が困難となる

状況に対応するため、他地域から医師を派遣する体制づくりが必要で

ある。 

アウトカム指標：主たる診療科（内科、外科、小児科、産婦人科）別

医療施設従事医師数が全国平均値を上回る。 

２診療科（2014年） → ４診療科（2022年） 

事業の内容（当

初計画） 

医師不足地域の医療機関に対し、他地域の基幹病院からの医師派遣を

行うための支援を行う。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

医師不足地域への医師を派遣する医療機関数 ３医療機関 

アウトプット指

標（達成値） 

医師不足地域への医師を派遣する医療機関数 ４医療機関 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：主たる診療科（内科、外科、

小児科、産婦人科）別医療施設従事医師数が全国平均値を上回る。 ２

診療科（2018年） 

（１）事業の有効性 

  医師不足地域の医療機関に対し環境整備支援を行うことにより、他

地域の基幹病院からの医師派遣を行えるようにし、医師不足・偏在を

解消することができる。 

（２）事業の効率性 

 同上。 

その他 総事業費 R01：0千円(基金0千円、その他0千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.12】 

若手医師キャリアサポート事業 

【総事業費】 

0千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 県、宮崎大学医学部 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

宮崎県に残る医師を増やし、確保するため、地域医療へ従事するこ

とへの意識向上の啓発や、県内でキャリア形成プログラムを受けるた

めの様々な支援を行う必要がある。 

アウトカム指標：キャリア形成プログラム適用者 

 32名→42名（2023年） 

事業の内容（当

初計画） 

①キャリア啓発事業 

地域医療の従事に対する意識を高め、将来宮崎県に定着するよう啓

発するセミナーを開催する。 

②キャリア支援事業 

・先進病院短期派遣研修 

国内の先進病院への短期間派遣し、高度・先進医療の技術を習得

する。 

 ・海外短期派遣研修 

国際的にレベルの高い学会等への参加や短期海外留学を通じ、さら

なる医療技術のレベルアップを図る。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

当該事業により支援する医師数 32名 

アウトプット指

標（達成値） 

当該事業により支援する医師数 90名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：キャリア形成プログラム適用

者 

0名(2019年) 

（１）事業の有効性 

  当県の医師のキャリア支援・啓発を行うことで、将来的に宮崎県に

定着する医師を増やす。 

（２）事業の効率性 

 同上。 

その他 総事業費 R01：0千円(基金0千円、その他0千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.13】 

看護師等養成所運営支援事業 

【総事業費】 

1,428,843千

円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 各法人及び郡市医師会 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

超高齢社会の中で、要介護高齢者の増加や在宅医療の推進等により、

看護職者の需要は今後、増大する見込みであり、看護職者の安定的な

養成・確保を図っていくことが求められている。 

アウトカム指標：  

 看護職員の県内就業者数 21,204人(2018年)→21,728人(2023年) 

事業の内容（当

初計画） 

看護師等養成所の運営に必要な経費についての補助を行い、看護師

等養成所の強化及び看護師等教育の充実を図る。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

運営費補助を行う看護師等養成所数 16校 

アウトプット指

標（達成値） 

運営費補助を行う看護師等養成所数 15校 

（養成所の収支状況により１校から補助金の申請がなかったため） 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

看護職員の県内就業者数 21,204人(2018年) 

※運営費補助を行った看護師等養成所卒業者の状況 

 R2.3に626名が養成所を卒業（うち、68％にあたる429名が県内に看

護職員として就業） 

（１）事業の有効性 

看護師等養成所の運営・維持を円滑に行えることにより､看護師等養

成所の強化及び教育内容の充実を図ることができ､質の高い看護師等

の養成・確保に繫がったと考える｡ 

（２）事業の効率性 

県内就職率に応じた調整率を定めており､県内就職率の高い養成所

への補助を多く行うことにより､効率的な執行ができたと考える｡ 

その他 総事業費 R01：1,428,843千円(基金211,464千円、その他1,217,379千

円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.14】 

宮崎県ナースセンター事業 

【総事業費】 

13,908千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 県（県看護協会へ委託） 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

超高齢化社会の中で、要介護高齢者の増加や在宅医療の推進等によ

り、看護職者の需要は今後、増大する見込みであり、看護職者の安定

的な養成・確保を図っていくことが求められている。 

アウトカム指標：  

 看護職員の県内就業者数 21,204人(2018年)→21,728人(2023年) 

事業の内容（当

初計画） 

保健師、助産師、看護師及び准看護師で未就業の者に対し就業促進

に必要な事業、看護業務等のPR事業等を行い、潜在看護職員の活用や

離職防止等看護職員確保対策の総合的な推進を図る。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

①ナースバンク事業 

・ナースバンクを活用した年間就業者数  350名 

・ナースバンク求職・求人相談件数 1,800件 

②復職支援事業 研修会参加者数 100名 

③看護職員職場環境改善事業 研修会参加者数 100名 

④ふれあい看護事業 体験者数 600名 

アウトプット指

標（達成値） 

①ナースバンク事業 

 ・ナースバンクを活用した年間就業者数 404名 

 ・ナースバンク求職・求人相談件数 4,446件 

②復職支援事業 研修会参加者数 125名 

③看護職員就労環境改善事業 研修会参加者数 164名 

④中高生への看護の魅力発信事業 ふれあい看護体験者数 445名 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

 看護職員の県内就業者数 21,204人(2018年)  

（１）事業の有効性 

県内７地区のﾊﾛｰﾜｰｸでの出前就業相談(求人･求職の支援)の実施に

より､ﾅｰｽﾊﾞﾝｸ事業とﾊﾛｰﾜｰｸとの連携体制が強化でき､保健師､助産師､

看護師等の未就業の就業促進を図った｡また､看護に興味のある中学生

や高校生等への看護進路相談会やふれあい看護体験等の実施により､

看護業務等を広く普及啓発したとともに､潜在看護職員に対して､復職

支援研修を実施し､再就職の支援を促進した｡ 

（２）事業の効率性 

(公社)宮崎県看護協会への事業委託により､求人･求職のﾐｽﾏｯﾁに対す

る細やかな支援や､県内全域への看護業務の普及啓発ができた｡ 

その他 総事業費 R01：13,908千円(基金13,908千円、その他0千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.15】 

実習指導者講習会事業 

【総事業費】 

3,273千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 県（県看護協会へ委託） 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

地域包括ケアシステムの構築が進み、療養の場が医療機関から自宅、

介護施設等へ移行している中で、学生の看護実習の場も拡大している。

看護職の人材確保・定着を推進するため、量・質ともに優れた看護職

の養成が必要であり、実習指導者としての役割やスキルを学び、現場

での看護教育の充実、向上を図っていくことが求められている。 

アウトカム指標： 

・看護職員の県内就業者数 21,204人(2018年)→21,728人(2023年) 

・新人看護職員の離職率 9.4％(2017年)→8.0％以下(2023年) 

事業の内容（当

初計画） 

看護教育における実習の意義及び実習指導者としての役割を理解

し、効果的な実習指導を行うために必要な知識、技術を習得させる講

習会を行い、看護教育の内容の充実向上を図る。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

・実習指導者講習会 講義及び演習計８週間 

・実習指導者講習会【特定分野】 講義及び演習計８日間 

・フォローアップ研修 年１回 

アウトプット指

標（達成値） 

･実習指導者講習会参加者 34名。講義及び演習計８週間 

･実習指導者講習会【特定分野】参加者 12名。講義及び演習計８日間 

･ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修 年１回 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

・看護職員の県内就業者数 21,204人(2018年) 

・新人看護職員の離職率   6.6％(2018年)  

（１）事業の有効性 

看護師等養成所の実習施設の実習指導者等を対象に､効果的な実習

指導ができるよう必要な知識・技術を修得させる講習会を実施したこ

とにより､実習指導者の資質を向上させ､看護教育の充実を図ることが

できた｡ 

（２）事業の効率性 

県全域にある実習施設の実習指導者が対象であり､県看護協会に事

業を委託したことにより安定して講習会を運営でき､県全体の看護の

質の向上にも繫がり効果的な執行ができたと考える｡ 

その他 総事業費 R01：3,273千円(基金3,273千円、その他0千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.16】 

新人看護職員卒後研修事業 

【総事業費】 

36,735千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 県（県看護協会へ委託）、対象医療機関 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

超高齢社会の中で、要介護高齢者の増加や在宅医療の推進等により、

看護職者の需要は今後、増大する見込みであり、看護職者の安定的な

養成・確保を図っていくことが求められている。 

一方で、医療の高度化や医療安全に対する意識の高まりなど国民ニ

ーズの変化を背景に、看護の臨床現場で求められる臨床実践能力と、

看護基礎教育で修得する看護実践能力との間には乖離が生じている。

この乖離は、新人看護職者の離職の一因となっており、新人看護職員

研修等の実施により、新人看護職者の臨床実践能力の向上を図ること

が求められている。 

アウトカム指標： 

・看護職員の県内就業者数 21,204人(2018年)→21,728人(2023年) 

・新人看護職員の離職率 9.4％(2017年)→8.0％以下(2023年) 

事業の内容（当

初計画） 

・新人看護職員研修推進事業 

主として免許取得後に初めて就労する保健師、助産師、看護師及び准

看護師の臨床研修体制の支援、研修責任者の育成及び地域における連

携体制の構築を図るための研修会等を開催する。 

・新人看護職員研修事業 

主として免許取得後に初めて就労する保健師、助産師、看護師及び

准看護師の看護の質の向上及び早期離職防止を図るため、各医療機関

において基本的な臨床実践能力を獲得するための研修を実施する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

①新人看護職員研修推進事業 

 ・新人看護職員合同研修の開催 ７回 

 ・研修責任者等研修の開催 ６回 

 ・新人看護職員研修推進協議会の開催 １回 

②新人看護職員研修事業 

 ・事業実施医療機関 40施設 

アウトプット指

標（達成値） 

①新人看護職員研修推進事業 

 ・新人看護職員合同研修の開催 ７回 

 ・研修責任者等研修の開催 ７回 

 ・新人看護職員研修推進協議会の開催 １回 

②新人看護職員研修事業 

 ・事業実施医療機関 26施設 
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事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

・看護職員の県内就業者数 21,204人(2018年)  

看護職員の県内就業者数は、隔年で届出が義務付けられている看護

師等業務従事者届をもとに計上しており、2020年12月末の数値につい

て、今年度調査予定となっている。 

・新人看護職員の離職率 6.6％(2018年) 

（１）事業の有効性 

国の｢新人看護職員研修ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｣に基づく研修体制を整備して実施

する病院に研修経費を支援し､新人看護職員の研修体制を整備できた

ことにより､県内看護職員の確保､定着につながった｡ 

（２）事業の効率性 

新人看護職員の研修体制の整備により､医療知識や技術不足の不安

による早期離職の防止にもつながるなど､効果的な執行ができた｡ 

その他 総事業費 R01：36,735千円(基金15,150千円、その他21,585千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.17】 

病院内保育所運営支援事業 

【総事業費】 

67,889千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 病院及び診療所に従事する職員のために保育施設を有する医療機関 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

超高齢社会の中で、要介護高齢者の増加や在宅医療の推進等により、

看護職者の需用は今後、増大する見込みであり、看護職者の安定的な

要請・確保を図って行くことが求められている。 

アウトカム指標：  

 看護職員の県内就業者数 1,204人(2018年)→21,728人(2023年) 

事業の内容（当

初計画） 

県内に所在する病院及び診療所に従事する職員の離職防止及び再就

業を促進し、医療従事者の確保を図るため、病院内保育施設を運営す

る事業者を支援する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

病院内保育所施設支援数 ４施設 

アウトプット指

標（達成値） 

病院内保育所施設支援数 ４施設 

（医師８名、看護師20名利用） 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

看護職員の県内就業者数 21,204人(2018年)  

看護職員の県内就業者数は、隔年で届出が義務付けられている看護

師等業務従事者届をもとに計上しており、2018年12月末の数値につい

て、今年度調査予定となっている。 

（１）事業の有効性 

病院内保育施設を運営する事業者への運営費を支援することで､女

性医師や看護職員等の離職防止及び再就業を促進し､医療従事者の確

保・定着を図ることができた｡ 

（２）事業の効率性 

女性医師や看護職員等が働き続けることのできる勤務環境を整備す

ることにより､医療従事者の確保・定着に効果的な執行ができた｡ 

その他 総事業費 R01：67,889千円(基金7,238千円、その他60,651千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.18】 

障がい児者歯科専門医育成事業 

【総事業費】 

5,825千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎市郡歯科医師会 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

県内の障がい児者の歯科診療のニーズは、療育手帳や身体障害者手

帳の交付状況等から約26,000人、そのうち全身麻酔法における歯科診

療が必要な者は約470人と推定される。これらの歯科診療ニーズに対応

するためには、年間290日前後の診療日数の維持及び全身麻酔法におけ

る歯科診療など高度な医療に対応できる障がい児者専門医及び歯科麻

酔医数の増加を図る必要がある。 

さらに複数の専門医を確保することで不測の事態による休診等を防

ぎ、安定して診療を提供することにもつながることが期待できる。 

アウトカム指標： 

・高度な医療に対応できる障がい児者歯科専門医数 

 １人(2016年)→２人以上(2023年) 

・歯科麻酔医数 

 ０人(2016年)→１人以上(2023年) 

事業の内容（当

初計画） 

 県内唯一の障がい児者専門の歯科診療所である宮崎歯科福祉センタ

ーに勤務する障がい児者歯科専門の歯科医師及び歯科麻酔医の専門医

を育成・確保するため、診療所内での現任訓練（ＯＪＴ）に係る指導

業務費、学会及び研修参加費などの経費の支援を行い、年間を通じて

継続的に高度な歯科診療を提供できるスタッフ体制を確保する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

・延べ患者の受入れ数の維持  10,606人（うち全身麻酔法及び静脈内

鎮静法における歯科診療を行う患者数300人以上） 

・年間診療日数の維持 290日 

アウトプット指

標（達成値） 

・延べ患者の受入れ数の維持 11,741名 

・年間診療日数の維持 287日 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

・高度な医療に対応できる障がい児者歯科専門医数 1人(2020年) 

・歯科麻酔医数 1人(2020年) 

（１）事業の有効性 

障がい児者の歯科診療は､専門的な知識や技術を必要とし､診療のﾘｽ

ｸも高いことから､専門医の確保が困難な状況であり､本事業により障

がい児者歯科診療を担う専門医を育成することができた｡ 

（２）事業の効率性 
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障がい児者専門の歯科診療所である宮崎歯科福祉ｾﾝﾀｰは､診療実績

も多く､全国でも有数のｾﾝﾀｰである。このｾﾝﾀｰにおいてOJT形式で専門

医を研修することにより､効率よく育成することができた｡ 

その他 総事業費 R01：5,825千円(基金4,000千円、その他1,825千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.19】 

産科医等研修支援事業 

【総事業費】 

3,270千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 県医師会 

事業の期間 平成31年４月１日～令和２年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

本県の周産期医療は全国でも高い水準を維持しているが、新たに開

業する産科医が少なく、高齢化が問題となっている。 

今後、周産期医療体制を維持していくためには、周産期医療従事者

のスキルアップとともに、産科医療環境の充実を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

周産期死亡率 2.6ﾎﾟｲﾝﾄ(H30) →2.5ﾎﾟｲﾝﾄ(R2) 

事業の内容（当

初計画） 

県医師会（県産婦人科医会）における研修等の開催を支援することで、

県内の産科医療に係る研修環境を充実させ、産科医療従事者のスキル

アップを図り、安心してお産のできる体制を整備する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

①新生児蘇生法講習会 受講者50名 

②ALSO－Japanｺｰｽ 受講者25名 

③病医院従事者研修会 受講者250名 

アウトプット指

標（達成値） 

①新生児蘇生法講習会 受講者50名 

②ALSO-Japanｺｰｽ 受講者30名 

③病医院従事者研修会 （新型コロナウイルス感染拡大の影響により

中止。） 

病医院従事者研修会について、今後はコロナ禍における開催方法につ

いて検討しながら実施していくこととする。 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

 周産期死亡率 2.5ﾎﾟｲﾝﾄ(R1)  

（１）事業の有効性 

 産科医療従事者に対し､より高度な知識･技術を習得させることがで

き､周産期医療体制の維持･強化が図られたと考える｡ 

（２）事業の効率性 

 新生児蘇生法講習会､ALSOのｺｰｽを県内で実施することができたた

め､県内医療機関からより多くのｽﾀｯﾌが参加することができたと考え

る｡ 

その他 総事業費 R01：3,270千円(基金3,270千円、その他0千円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.1】 

介護福祉士をめざす外国人留学生の受入支援事

業 

【総事業費】 

12,180 千円 

事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

本県においては、各種の事業を展開し、国内での介護人材の確保に

努めているところであるが，確保に苦労している介護施設等もあ

り、外国に人材を求める動きが出ている。 

アウトカム指標：介護福祉士をめざす留学生の増を図ることで、外

国人介護人材の確保・定着を図る。 

事業の内容（当初

計画） 

介護福祉士養成施設が外国人留学生を確保するために行うＰＲ活

動や介護施設等が外国人留学生に対して支援する奨学金等に係る

費用の一部を助成する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

外国人留学生の受入れ人数 ３０人 

アウトプット指標

（達成値） 

奨学金の対象となった留学生 18 人（日本語学校４人、養成施設１

年生 12 人、２年生２人） 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：令和２年度２人の外国人材

が県内の事業所に就労した。 

（１）事業の有効性 
奨学金等費用を一部補助することで法人の負担軽減につながった。 
即戦力となる質の高い外国人介護人材の確保につながった。 
（２）事業の効率性 
介護施設等を運営する法人、介護福祉士養成施設に直接メールで案

内し、効率的に周知できた。 
その他 充当額 R1：3,056 千円(基金 3,056 千円、その他 0千円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.2】 

介護ロボット導入支援事業 
【総事業費】 

15,000 千円 
事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

介護人材の不足による介護職員の疲弊や介護職特有の身体的負担

を改善するためには、労働環境の改善を図る必要がある。 

アウトカム指標：介護ロボットの導入を支援することで、介護職員

の労働環境の改善につなげる。 

事業の内容（当初

計画） 

介護サービス事業者が介護ロボットを導入する際の軽費の一部を

助成することにより、介護ロボットの使用による介護従事者の身体

的負担の軽減や業務の効率化など、介護従事者が継続して就労する

ための環境整備を進め、介護従事者の確保を図る。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

支援する介護ロボット導入台数 １００台 

アウトプット指標

（達成値） 

支援する介護ロボット導入台数 １４５台 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：平成３０年の離職率が１

８．５％であったが、令和元年の離職率が１５．７％となり、離職

率が低下した。 

（１）事業の有効性 
センサーマットの導入により、利用者の離床状況が早期に把握でき

ることにより、支援のタイミングが効果的に対応できるようになっ

た。また、移乗サポートの介護ロボットの導入により、介護職員の

腰痛予防だけでなく、転倒のリスクの減少にもつながった。 
それらによって、介護職員の身体的な負担の軽減や、業務の効率化

につながった。 
（２）事業の効率性 
県ホームページで周知するともに、介護保険事業所に直接メールで

案内し、効率的に周知を行った。 
その他 充当額 R1：14,643 千円(基金 14,643 千円、その他 0千円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.3】 

介護事業所におけるＩＣＴ導入支援事業 
【総事業費】 

24,000 千円 
事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

生産年齢人口の急速な減少、県外や他の高付加価値産業への人口流

出等を勘案すれば、現職の介護職員が最大限に力を発揮し、生産性

の向上を図ることが不可欠である。 

アウトカム指標：記録等作成業務の時間の短縮、介護職員の離職率

の低下 

事業の内容（当初

計画） 

介護事業所におけるＩＣＴ化を抜本的に推進するため、ＩＣＴを活

用して介護記録から請求業務まで一気通貫して行うことができる

よう、介護事業所における介護用ソフト及びタブレット端末等に係

る購入費用に対して助成する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

補助事業所 ４０事業所 

アウトプット指標

（達成値） 

補助事業所 ２２事業所 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：ＩＣＴ導入効果について、

８６％の事業所から間接業務の時間が短縮されたと報告があった。

平成３０年の離職率が１８．５％であったが、令和元年の離職率が

１５．７％となり、離職率が低下した。 

（１）事業の有効性 
ＩＣＴの導入により、介護記録から請求業務までを一気通貫で行う

ことができるようになり、訪問系サービスでは記録のために事業所

に戻る必要がなくなる等、職員の負担軽減及び職場環境の改善が図

られた。 
（２）事業の効率性 
ＩＣＴ導入による業務の効率化・負担軽減は特に訪問系サービスに

おいて効果が高いことから、補助対象を訪問系サービスのみとし

た。 
その他 充当額 R1：7,132 千円(基金 4,840 千円、その他 2,292 千円) 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 

☑ 行った 

（実施状況） 

令和２年11月６日 宮崎県医療介護推進協議会及び宮崎県医療審議会において議論 

 

 □ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

審議会等で指摘された主な内容 

・介護支援専門員従事者の処遇改善等について、引き続き国へ要望をしてほしい。 

・本県は看護師供給県となっているため、看護師の県内定着を総合的に取り組んでいか

ないといけない。 

・介護職、看護師などの専門職等の数について、現場に就業をしている人数で把握でき

ることが好ましい。 

・老朽化した介護施設の大規模改修等に関する補助金について、条件なしでも改修がで

きるよう基金の拡充を国へ要望をしてほしい。 

・医師の年齢的・地域的偏在があるため、長期的なビジョンで医師確保の施策を進める

必要がある。 

（以上、令和２年11月６日医療介護推進協議会意見） 
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２．目標の達成状況 

 

■宮崎県全体（目標と計画期間） 

１．宮崎県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を展望すると、これからの高齢化社会

に必要な医療及び介護の提供体制の確立や地域包括ケアシステムの構築が急務の課

題である。そのため、各医療介護総合確保区域において、急性期の医療から在宅医

療・介護の連携など一連のサービス提供体制が適切に確保されるとともに、ニーズ

に見合ったサービスが切れ目なく提供されることが重要である。 

そこで、上記の実現に向けて、本計画では以下の事項を目標とし、各種事業に取

り組む。 

 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

  回復期病床への転換など現状でも病床機能等の分化・連携が必要なものを対象と

して整備することにより、平成28年度に策定した地域医療構想に基づく医療提供体

制の構築を図る。 

○地域医療構想で記載する2025年の医療機能ごとの病床の必要量 

高度急性期   999床 

急 性 期 3,356床 

回 復 期 4,017床 

慢 性 期 2,666床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

地域の実情に応じた在宅医療・介護を担う人材の育成・確保や体制整備を行う。 

○訪問看護ステーション数 114（2017）→150（2022） 

   ○在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数の増加 

 444薬局（2017）→453薬局（2018） 

   ○在宅での死亡率 20.3%（2017）→22.7%（2018） 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 
 地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。【現況値 → R1 年度末】 
○認知症対応型デイサービスセンター  計 37 カ所 → 計 38 カ所 
○介護療養型医療施設からの転換  １カ所 

 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 

 県民が安心して必要な医療が受けられるよう、地域医療を担う医師の養成・確保、

看護師等養成所施設への支援や看護職者に対する各種研修の実施などにより、質の
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高い医療従事者の養成・確保を図る。 

○県内での臨床研修開始者数 56 名(2017)→57 名(2019) 

 

２．計画期間 

 平成30年４月１日～令和８年３月31日 

■宮崎県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

(2018) 

高度急性期   840床 

急性期   7,768床 

回復期   2,176床 

慢性期   4,261床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

○訪問看護ステーション数 131（R2） 

   ○在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数 469（R1） 

○在宅での死亡率 22.7%（H30） 

 

 ③介護施設等の整備に関する目標 
○市町村による整備予定施設の整備見送りや公募不調等により、当初の計画を 
下回る結果となった。引き続き、市町村等と連携を図りながら、地域密着型サ 
ービス施設等の整備により高齢者が地域において安心して生活できる体制整備 

を進める必要がある。 
 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

○県内での臨床研修開始者数 56 名(2020) 

 

 ２）見解 

地域における切れ目のない医療提供体制の確保が一定程度進んだ。なお、引き続

き実施する必要のある事業等については、計画変更により令和７年度まで延長して

平成30年度基金を充当することにより初期の成果を目指すこととしている。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

「中核的医療機関施設・設備整備事業（県北地区心臓脳血管センター整備事業）」

については、県北地区の中核的医療機関の心臓脳血管センターに設置するＸ線血管

造影装置の支援を行った。このことにより、最新鋭設備が２台稼働することとなり、

循環器医が５人から８人体制へと拡充され、救急患者が２人搬送されても同時対応

できるようになり、また、医療圏外の医療機関へ搬送せざるを得なかったような難
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易度の高く、時間のかかる手術にも対応できるようになった。 

さらに、治療実績が増え、医療環境の整備が進むことにより、医療従事者が集ま

る可能性も高くなり、県北地区の中核施設として治療、教育、研究という３本柱が

そろい、集約化・重点化を図ることができた。 

  

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

   特になし。 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 
特になし。 

 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 

特になし。 

 

 ３）目標の継続状況 

  ☑ 令和２年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和２年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 

 
平成30年度宮崎県計画に規定した事業について、令和元年度終了時における事業の実施状

況を記載。 

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.2】 

中核的医療機関施設・設備整備事業(県北地区心臓脳血

管センター整備事業) 

【総事業費】 

118,554千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 県立延岡病院 

事業の期間 平成30年４月１日～令和２年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

全国平均より約５年早く高齢化が進む本県においては、効率的かつ

質の高い医療を切れ目無く提供する体制整備が喫緊の課題であり、限

られた医療資源の中で、将来の医療需要に対応した医療機能の分化・

連携を促進する必要がある。 

また、がん、急性心筋梗塞、救急医療、周産期医療、難病など構想

区域内で完結することが難しい疾病等については、それを担うことの

できる医療機関が限られることから、当該医療機関への重点化・明確

化を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

・県北地区における急性心筋梗塞等の循環器疾患の年間入院患者数(手

術あり) 

12,436人（2015年）→14,863人（2025年） 

・高度急性期機能病床の増 ＋６床 

＊医療資源投入量により現状において回復期・慢性期に区分される

患者の転退院促進及び手術が必要な循環器疾患の新規入院患者増

により、回復期・慢性期機能病床から高度急性期病床に６床転換 

事業の内容（当

初計画） 

県北地区において、中核的役割を担う地域医療支援病院である県立

延岡病院について、５疾病５事業中、特に高度・専門的で地域の民間

病院では提供困難な心血管疾患の治療機能への補助を行うことで、県

北地区の心血管疾患に係る医療提供体制の重点化を図り、地域医療機

関との機能の分化・連携を促進する。 

アウトプット指

標（当初目標値） 

重点化医療機関の整備 １施設 
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アウトプット指

標（達成値） 

重点化医療機関の整備 １施設 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

・高度急性期機能病床 ＋７床（2018年） 

・重点化医療機関の心臓カテーテル治療数 380件（2019.4-2020.1。

前年同期比72件増） 

（１）事業の有効性 

 循環器用Ｘ線血管撮影装置が１台しかなく､緊急患者が重なった場

合及び装置の故障時は県央地区に搬送せざるを得なかったところ､今

回支援でもう１台導入できたことで県北地区における心血管疾患の医

療提供体制の重点化を図ることができた｡ 

（２）事業の効率性 

 今回支援により､県北地区における心血管疾患の中核的な医療機関

の更なる重点化が図られ､地域医療機関との機能分化･連携を促進する

ことができた｡ 

その他 総事業費 H30：0千円、 

R01：118,554千円（基金59,277千円、その他 59,277千円） 
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  

事業名 【NO.1】宮崎県介護施設等整備事業 

（介護施設等の整備に関する事業） 

【総事業費】 

 38，292 千円 

事業対象区域 宮崎東諸県、都城北諸県 

事業の実施主体 町、医療法人 

事業の期間 平成３０年４月１日～令和４年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、各地域の実情に応じた介護

サービス提供体制の整備促進を図る必要がある。 

アウトカム指標：地域密着型サービス施設等の定員・宿泊定員数の

増により介護サービス提供体制の充実・強化を図

る。 

事業の内容（当初

計画） 

  

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 認知症対応型デイサービスセンター        

 当初計画の１カ所は平成 29 年度基金を活用 

 

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。

整備予定施設等 

介護療養型医療施設からの転換       12 床（1カ所） 

 

③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して  
支援を行う。 

整備予定施設等 

 介護療養型医療施設からの転換       12 床（1カ所） 
 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

【第７期介護保険事業支援計画／計画策定時 → 30 年度末】 

○介護医療院（介護療養型医療施設からの転換）  86 床（３カ所） 

アウトプット指標

（達成値） 

【平成３０年度】 

○特別養護老人ホーム 5,918 床（103 カ所）→ 5,931 床（103 カ所） 

○認知症対応型デイサービス  38 カ所 → 32 カ所 

○認知症高齢者グループホーム 

 2,512 床（188 カ所）→ 2,491 床（182 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護  64 カ所 → 64 カ所 

 

【令和元年度】 

○介護医療院              12 床（1カ所） 
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事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標 

事業実施状況等を踏まえ、当計画の見直しを行い、事業を継続し

ているため、現段階では観察できない。 

（１）事業の有効性 

用地不調の関係で、実施主体において翌年度に見送りとなっ

たものもあるが、地域密着型サービス施設等の整備により、高

齢者が地域において安心して生活できる体制の構築が進みつつ

ある。 

（２）事業の効率性 

実施主体（町及び医療法人）と密に情報共有しながら調達方

法や手続き等について一定の共通認識のもとで施設整備等を行

い、調達の効率化が図られた。 

その他 事業実施状況等を踏まえ、助成対象を改めて精査のうえ、当計画の

見直しを行い、引き続き地域の実情に応じた介護サービス提供体制

の整備を促進していく。 

充当額 H30：6,107 千円、 

R1:11,170 千円（基金 8,675 千円、その他 2,495 千円） 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.21】 

看護師等養成所施設整備事業 

【総事業費】 

1,118,293千

円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 対象看護師等養成所 

事業の期間 平成30年４月１日～令和２年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

超高齢社会の中で、要介護高齢者の増加や在宅医療の推進等により、

看護職者の需要は今後、増大する見込みであり、看護職者の安定的な

養成・確保を図るため、教育環境や看護教育の充実が求められている。 

アウトカム指標：  

 看護職員の県内就業者数 20,928人(2016年) →20,928人以上(2023

年) 

事業の内容（当

初計画） 

看護師等養成所の新築又は増改築に必要な工事費について補助を行

い、教育環境の整備及び看護教育の充実を図る。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

補助を行う看護師等養成所数 １校 

アウトプット指

標（達成値） 

補助を行う看護師等養成所数 １校 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

 看護職員の県内就業者数 21,204人(2018年)  

（１）事業の有効性 

 看護師等養成所の改築費を支援することで､看護師等養成所の教育

環境の充実を図ることができ､質の高い看護師等の養成・確保に繫が

る｡ 

（２）事業の効率性 

 当事業の実施により看護師等養成所の教育環境を整備し､効率的に

教育を行うことに繋がる｡ 

その他 総事業費：H30：0千円、 

R01：1,118,293千円(基金112,952千円、その他1,005,341千円) 

 



   

 

 

 

 

 

平成29年度宮崎県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和２年12月 

宮崎県 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 

☑ 行った 
（実施状況） 
令和２年11月６日 宮崎県医療介護推進協議会及び宮崎県医療審議会において議論 

 
 □ 行わなかった 
 （行わなかった場合、その理由） 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

審議会等で指摘された主な内容 

・介護支援専門員従事者の処遇改善等について、引き続き国へ要望をしてほしい。 

・本県は看護師供給県となっているため、看護師の県内定着を総合的に取り組んでいか

ないといけない。 

・介護職、看護師などの専門職等の数について、現場に就業をしている人数で把握でき

ることが好ましい。 

・老朽化した介護施設の大規模改修等に関する補助金について、条件なしでも改修がで

きるよう基金の拡充を国へ要望をしてほしい。 

・医師の年齢的・地域的偏在があるため、長期的なビジョンで医師確保の施策を進める

必要がある。 

（以上、令和２年11月６日医療介護推進協議会意見） 
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２．目標の達成状況 

 

■宮崎県全体（目標と計画期間） 

１．宮崎県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を展望すると、これからの高齢化社会

に必要な医療及び介護の提供体制の確立や地域包括ケアシステムの構築が急務の課

題である。そのため、各医療介護総合確保区域において、急性期の医療から在宅医

療・介護の連携など一連のサービス提供体制が適切に確保されるとともに、ニーズ

に見合ったサービスが切れ目なく提供されることが重要である。 

そこで、上記の実現に向けて、本計画では以下の事項を目標とし、各種事業に取

り組む。 

 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

   回復期病床への転換など現状でも病床機能等の分化・連携が必要なものを対象と

して整備することにより、平成28年度に策定した地域医療構想に基づく医療提供体

制の構築を図る。 

（その他の目標） 

   ○脳梗塞に対する脳血栓溶解療法の実施可能な医療体制の構築 

  ○医科歯科が連携したチーム医療を行うことができるがん診療連携拠点病院等 

   平成26年度 不明  → 平成29年度 ５カ所 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

    ○在宅医療・介護推進協議会数 

       平成25年度 ０   → 平成29年度 ７  

    ○在宅療養支援病院数（宮崎県医療計画） 

       平成24年度 ８   → 平成29年度 ９ 

    ○在宅療養支援診療所数（宮崎県医療計画） 

        平成24年度 １１６ → 平成29年度 １５０ 

     ○在宅療養支援歯科診療所数（宮崎県医療計画） 

       平成24年度 ６４  → 平成29年度 ９０ 

     ○在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数（宮崎県医療計画） 

       平成24年度 ３９４ → 平成29年度 ４００ 

     ○訪問看護ステーション数 

        平成29年度 条件不利地域等に９箇所設置 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

    地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等において 
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予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 

     ○臨床研修医受入数（宮崎県総合計画アクションプラン） 

      平成26年度 ４５  → 平成30年度 ６２ 

     ○へき地公立医療機関における常勤医師数（宮崎県医療計画） 

      平成24年度 ５７  → 平成29年度 ６９ 

     ○平成29年度県内看護学校卒業生の県内就職者数５４６人を目指す。 

     ○平成29年度に薬剤師の復職支援や県外薬剤師・薬学生へのＰＲなど県内薬剤師

確保対策の体制構築を目指す。 

 

２．計画期間 平成２７年度～令和２年度 

 

■宮崎県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

○病床機能分化・連携促進基盤整備事業により、医療機能の分析を行うため、県

内の医療資源の情報を収集し、データベースを構築できた。 
○急性期血栓溶解療法の普及・啓発を推進し、遠隔地で急性期の脳血栓溶解療法

が実施できる環境整備を図った。 
○連携研修会やモデル窓口の設置により医科歯科連携体制が整備されつつある。 
○県北地区における周産期医療体制の構築については、一部整備済みであり、平

成３０年度も引き続き整備を進める。 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

○多職種のニーズに応じた研修の実施や、在宅医療に必要な機器を整備したこと

で、在宅医療に係る提供体制が強化された。 
 

③ 介護施設等の整備に関する目標 
○市町村による整備予定施設の整備見送りや公募不調等により、当初の計画を下

回る結果となった。引き続き、市町村等と連携を図りながら、地域密着型サー

ビス施設等の整備により高齢者が地域において安心して生活できる体制整備を

進める必要がある。 
 

④ 医療従事者の確保に関する目標 
・地域医療支援機構による各種事業、医師修学資金貸与、研修体制整備等による

医師の確保、適正配置及び養成などほぼ予定どおりの成果となった。 
・看護師養成所の運営支援、看護師修学資金貸与等による看護師の確保、養成な
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どほぼ予定どおりの成果となった。 
・院内保育所運営支援、女性医師相談窓口運営支援、医療勤務環境改善支援セン

ターの設置による医療従事者の就労環境改善や小児救急医療電話相談事業等

による医療従事者の負担軽減などについて、ほぼ予定どおりの成果となった。 
・重症心身障がい児に従事する医師・看護師等の資質向上や、障がい児者の歯科

診療の専門医の育成について、予定どおりの成果となった。 
 

２）見解 

地域における切れ目のない医療提供体制の確保が一定程度進んだ。なお、引き続

き実施する必要のある事業等については、計画変更により令和５年度まで延長して

平成２９年度基金を充当することにより初期の成果を目指すこととしている。 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 
「医療・介護連携推進体制整備事業」について、類似している研修会の整理や質

の向上などを目的に検討会を設け整理を行ったことや、新型コロナウイルス感染拡

大防止の観点から中止となった研修会もあることから、目標値には届いていないが、

多くの専門職が研修会に参加し、地域の課題について学ぶ機会を創出できている。 

今後も引き続き、研修会を通じて専門職の資質向上を図ることで、医療介護連携の

体制の強化や充実を図っていく。 

 

３）目標の継続状況 

  ☑ 令和２年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和２年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 

平成29年度宮崎県計画に規定した事業について、令和元年度終了時における事業の実施状

況を記載。 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.３】 

在宅医療・介護連携推進体制整備事業 

【総事業費】 

42,752千円 

事業対象区域 県全体 

事業の実施主体 県医師会 

事業の期間 平成29年４月１日～令和２年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

医療と介護の連携体制及び在宅医療の充実を図るために、多職種の

ニーズに応じた研修等を実施したり、在宅医療に必要な機器を整備す

る。 

アウトカム指標： 

在宅での死亡割合の増加 19.0％(H27年)→21.3%(H35年)全国平均

へ 

事業の内容（当

初計画） 

県医師会、郡市医師会で在宅医療を担う医師を対象とした研修を実施

するほか、在宅療養を支える多職種連携のための研修を実施する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

在宅療養を支える多職種連携のための研修の開催 100回 

アウトプット指

標（達成値） 

在宅療養を支える多職種連携のための研修の開催 72回 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

在宅での死亡割合の増加 

現状値:19.0％(H27年）→直近の在宅死亡率:22.7％（R1年） 

（その他参考となる数値） 

・在宅療養支援病院数 

 19(H28年度末) →  21(R1年度末) 

・在宅療養支援診療所数 

   112(H28年度末) →  115(R1年度末) 

（１）事業の有効性 

 本事業の実施により､在宅医療･介護に携わる多くの職種が連携する

ための研修体制を整備した｡また､在宅医療に関心のある医師を支援す

ることで､在宅医療へ参入しやすい体制整備を進めることができた｡ 

（２）事業の効率性 

 県全域で郡市医師会ごとに研修を開催することで､実務者間の顔の

見える関係が構築されると同時に他の職種との連携を推進することが

できた｡ 

その他 総事業費 H29:17,000千円、H30:9,252千円 

R01:16,500千円(基金16,500千円、その他0千円) 
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【NO.1】宮崎県介護施設等整備事業 

    （介護施設等の整備に関する事業） 
【総事業費】 
818,846 千円 

事業の対象となる

区域 

宮崎東諸県、日南串間、都城北諸県、西都児湯、日向入郷、延岡 

事業の実施主体 市町、社会福祉法人 

事業の期間 （当初）平成 29 年 4 月 1 日～令和 4年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、各地域の実情に応じた介護

サービス提供体制の整備促進を図る必要がある。 

アウトカム指標：地域密着型サービス施設等の定員・宿泊定員数の

増により介護サービス提供体制の充実・強化を図

る。 

事業の内容（当初

計画） 

 
②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行

う。 

整備予定施設等 

 特別養護老人ホーム          68 床（2カ所） 

 地域密着型特別養護老人ホーム     27 床（1カ所） 

認知症高齢者グループホーム      63 床（6カ所） 

小規模多機能型居宅介護事業所     45 床（5カ所） 

（看護）小規模多機能型居宅介護事業所  45 床（5カ所） 

 介護療養型医療施設からの転換        

              当初計画の１カ所は整備見送り 

 

③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して
支援を行う。 

整備予定施設等 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム      27 床（1カ所） 

 認知症高齢者グループホーム       54 床（6カ所） 

  小規模多機能型居宅介護事業所         45 床（5カ所） 

 （看護）小規模多機能型居宅介護事業所   45 床（5カ所） 

認知症対応型デイサービスセンター       １カ所 
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 介護療養型医療施設からの転換      

              当初計画の１カ所は整備見送り 

④介護施設等における消毒液購入等経費支援事業 

 県が介護施設等へ配布する消毒液等を一括購入するとともに、感

染が疑われる者が発生した場合に、介護施設等の消毒に必要な費用

を補助する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第六期介護保険事業支援計

画等において予定している地域密着型サービス施設等の整備等を支

援する 
【現況値 → 32 年度末】 
○特別養護老人ホーム 5,570 床（95 カ所）→ 5,673 床（96 カ所） 
○地域密着型特別養護老人ホーム 

280 床（11 カ所）→ 338 床（13 カ所） 

○認知症高齢者グループホーム 
2,485 床（183 カ所）→ 2,665 床（197 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護  計 63 カ所 → 計 82 カ所 
○認知症対応型デイサービスセンター 計 35 カ所 → 計 38 カ所 

 ○消毒液購入等経費支援事業 消毒液の一括購入 

配布量 11,781Ｌ 

アウトプット指標

（達成値） 

【平成２９年度】 

○特別養護老人ホーム 5,775 床（102 カ所）→ 5,918 床（103 カ所） 

○認知症対応型デイサービス   38 カ所 → 38 カ所 

○認知症高齢者グループホーム  

 2,494 床（185 カ所）→ 2,512 床（188 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護  63 カ所 → 64 カ所 

 

【平成３０年度】 

○特別養護老人ホーム 5,918 床（103 カ所）→ 5,931 床（103 カ所） 

○認知症対応型デイサービス   38 カ所 → 32 カ所 

○認知症高齢者グループホーム 

 2,512 床（188 カ所）→ 2,491 床（182 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護  64 カ所 → 64 カ所 

 

【令和元年度】 

○認知症対応型デイサービス   32 カ所 → 33 カ所 

○消毒液購入等経費支援事業   配布量 629Ｌ 
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事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標 

事業実施状況等を踏まえ、当計画の見直しを行い、事業を継続し

ているため、現段階では観察できない。 

（１）事業の有効性 
地域密着型サービス施設等の整備により高齢者が地域におい

て安心して生活できる体制整備が進んでいる。 
（２）事業の効率性 

実施主体と密に情報共有しながら調達方法や手続き等につい

て一定の共通認識のもとで施設整備等を行い、調達の効率化が

図られた。 
その他 事業実施状況等を踏まえ、助成対象を改めて精査のうえ、当計画の

見直しを行い、引き続き地域の実情に応じた介護サービス提供体制

の整備を促進していく。 

充当額 H29:154,737 千円、H30:12,068 千円、 

R1:48,806 千円(基金 27,370 千円、その他 21,436 千円) 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 

☑ 行った 
（実施状況） 
令和２年11月６日 宮崎県医療介護推進協議会及び宮崎県医療審議会において議論 

 
 □ 行わなかった 
 （行わなかった場合、その理由） 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

審議会等で指摘された主な内容 

・介護支援専門員従事者の処遇改善等について、引き続き国へ要望をしてほしい。 

・本県は看護師供給県となっているため、看護師の県内定着を総合的に取り組んでいか

ないといけない。 

・介護職、看護師などの専門職等の数について、現場に就業をしている人数で把握でき

ることが好ましい。 

・老朽化した介護施設の大規模改修等に関する補助金について、条件なしでも改修がで

きるよう基金の拡充を国へ要望をしてほしい。 

・医師の年齢的・地域的偏在があるため、長期的なビジョンで医師確保の施策を進める

必要がある。 

（以上、令和２年11月６日医療介護推進協議会意見） 
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２．目標の達成状況 

 

■宮崎県全体（目標と計画期間） 

１．宮崎県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を展望すると、これからの高齢化社会

に必要な医療及び介護の提供体制の確立や地域包括ケアシステムの構築が急務の課

題である。そのため、各医療介護総合確保区域において、急性期の医療から在宅医

療・介護の連携など一連のサービス提供体制が適切に確保されるとともに、ニーズ

に見合ったサービスが切れ目なく提供されることが重要である。 

そこで、上記の実現に向けて、本計画では以下の事項を目標とし、各種事業に取

り組む。 

 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

回復期病床への転換など現状でも病床機能等の分化・連携が必要なものを対象と

して整備することにより、平成28年度に策定予定である地域医療構想に基づく医療

提供体制の構築を図る。 

（その他の目標） 

  ○脳梗塞に対するt-PAによる脳血栓溶解療法の実施可能な医療機関をへき地に    

３カ所追加を目指す。 

○医科歯科が連携したチーム医療を行うことができるがん診療連携拠点病院等 

   平成26年度 不明 → 平成28年度 ５カ所 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

    ○在宅医療・介護推進協議会数 

       平成25年度 ０   → 平成28年度 ７  

    ○在宅療養支援病院数（宮崎県医療計画） 

       平成24年度 ８   → 平成29年度 ９ 

    ○在宅療養支援診療所数（宮崎県医療計画） 

        平成24年度 １１６ → 平成29年度 １５０ 

     ○在宅療養支援歯科診療所数（宮崎県医療計画） 

       平成24年度 ６４  → 平成29年度 ９０ 

     ○在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数（宮崎県医療計画） 

       平成24年度 ３９４ → 平成29年度 ４００ 

     ○訪問看護ステーション数 

        平成28年度 条件不利地域に４箇所設置 
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 ③ 介護施設等の整備に関する目標 
    地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等において 

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 

     ○臨床研修医受入数（宮崎県総合計画アクションプラン） 

  平成26年度 ４５  → 平成30年度 ６２ 

 ○へき地公立医療機関における常勤医師数（宮崎県医療計画） 

  平成24年度 ５７  → 平成29年度 ６９ 

 ○平成28年度県内看護学校卒業生の県内就職者数５２０人を目指す。 

○平成28年度に薬剤師の復職支援や県外薬剤師・薬学生へのＰＲなど県内薬剤師

確保対策の体制構築を目指す。 

  

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 
      資質の向上や労働環境・処遇の改善による定着の促進、多様な人材層における介

護の仕事の理解による参入促進などに総合的に取り組むことにより、第６期介護

保険事業支援計画において見込まれる介護サービスの提供に必要な介護人材の確

保を目指す。 
     認知症関連施策を集中的に実施し、様々な主体が認知症患者を支え、お互いが連

携し合う体制の構築を目指す。 
 

２．計画期間 平成２７年度～令和３年度 

 

■宮崎県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
○病床機能分化・連携促進基盤整備事業により、医療機能の分析を行うため、県

内の医療資源の情報を収集し、データベースを構築できた。 
○急性期血栓溶解療法の普及・啓発を推進し、宮崎大学救命救急センター拠点と

した県内３医療機関が連携し、遠隔地で急性期の脳血栓溶解療法が実施できる

環境整備を図った。 
○連携研修会やモデル窓口の設置により医科歯科連携体制が整備されつつある。 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

○多職種のニーズに応じた研修の実施や、在宅医療に必要な機器を整備した こ

とで、在宅医療に係る提供体制が強化された。 
 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 
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○市町村による整備予定施設の整備見送りや公募不調等により、当初の計画を下

回る結果となった。引き続き、市町村等と連携を図りながら、地域密着型サー

ビス施設等の整備により高齢者が地域において安心して生活できる体制整備を

進める必要がある。 
 
④ 医療従事者の確保に関する目標 

○地域医療支援機構による各種事業、医師修学資金貸与、研修体制整備等による

医師の確保、適正配置及び養成などほぼ予定どおりの成果となった。 
○看護師養成所の運営支援、看護師修学資金貸与等による看護師の確保、養成な

どほぼ予定どおりの成果となった。 
○院内保育所運営支援、女性医師相談窓口運営支援、医療勤務環境改善支援セン

ターの設置による医療従事者の就労環境改善や小児救急医療電話相談事業等

による医療従事者の負担軽減などについて、ほぼ予定どおりの成果となった。 
○重症心身障がい児に従事する医師・看護師等の資質向上や、障がい児者の歯科

診療の専門医の育成について、予定どおりの成果となった。 
    
⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

○参入促進について、介護の魅力発信番組の制作・放映、中山間地域の小中学生 
を対象とした職場体験、学生向け出前講座、事業所見学ツアーのほか、介護未経 

験者就業支援講座、介護福祉士をめざす留学生の受入支援の実施により、ほぼ予 
定どおりの成果となった。 

○労働環境・処遇の改善については、事業所の管理者等への労務管理研修やＯＪ

Ｔスキル研修、腰痛予防研修等に加え、介護ロボットやICT機器等の導入支援を

実施することにより、ほぼ予定どおりの成果となった。 
○介護従事者の資質の向上について、初任者・中堅職員・チームリーダーなどの

レベルに応じた研修、実務者研修の受講支援、喀痰吸引等研修等によりほぼ予

定どおりの成果となった。 
○認知症関連施策について、医療・介護従事者に対して、認知症の方への適時適

切な対応を提供するための研修を実施し、ほぼ予定どおりの成果となった。 
 
 ２）見解 

地域における切れ目のない医療提供体制の確保が一定程度進んだ。なお、引き続

き実施する必要のある事業等については、計画変更により令和３年度まで延長して

平成２８年度基金を充当することにより初期の成果を目指すこととしている。 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
「病床機能分化・連携促進基盤整備事業」について、2025年を見据え、引き続き

各医療機関等へ事業の活用を促していく。 

「がん医療均てん化推進事業」について、引き続き事業を実施していくことで、
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がん診療連携拠点病院のない医療圏においてがん医療の中心的な役割を果たす医療

機関におけるがん医療提供体制の充実を目指す。 

 

 ３）目標の継続状況 

  ☑ 令和２年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和２年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 

 
平成28年度宮崎県計画に規定した事業について、令和元年度終了時における事業の実施状

況を記載。 

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.１】 

病床機能等分化・連携促進基盤整備事業 

【総事業費】 

542,522千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成28年８月10日～令和２年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

人口減少や高齢化が進み、今後必要となる病床機能に変化が生じる

ことから、医療機関においては、必要となる病床機能に対応するため

の施設・設備の整備等が必要となっている。 

また、将来の地域にふさわしい医療体制を構築していくことが課題と

なっており、当該課題を解決するためには、県内の医療資源の現状を

正確に把握することが必要である。 

アウトカム指標： 

宮崎県地域医療構想の必要病床数と病床機能報告の病床数との比較に

おいて不足する病床機能の充足 

区域名 
２０１４年度 

病床機能報告値 

２０２５年 

必要病床数 
 

 

宮崎 

東諸県 

高度急性期 ７３４床 

急性期 ３，１３１床 

回復期   ６０４床 

慢性期 １，３５５床 

（無回答） １４２床 

計    ５，９６６床 

高度急性期 ５５７．７床 

急性期 １，６０１．９床 

回復期 １，３２３．８床 

慢性期   ９６１．４床 

計   ４，４４４．８床 

※在宅医療等の必要量（医療需要）  ６，５２３．８人／日 

 

 

都城 

北諸県 

高度急性期  １２床 

急性期 １，８７１床 

回復期   ２７６床 

慢性期   ５１６床 

（無回答）  ９２床 

計   ２，７６７床 

高度急性期  ２１７．６床 

急性期    ６７５．８床 

回復期    ７３９．２床 

慢性期    ２７８．４床 

計    １，９１１．０床 

※在宅医療等の必要量（医療需要）  ２，１８４．４人／日 

 

 

延岡 

西臼杵 

高度急性期  ４２床 

急性期 １，１２０床 

高度急性期  １０７．８床 

急性期    ４１８．０床 
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回復期   １７０床 

慢性期    ４０３床 

（無回答）   ５０床 

計   １，７８５床 

回復期    ５２１．７床 

慢性期    ３０９．０床 

 

計    １，３５６．５床 

※在宅医療等の必要量（医療需要）  ２，０３３．５人／日 

日南 

串間 

高度急性期  ０床 

急性期  ７０７床 

回復期   ６８床 

慢性期  ５２８床 

（無回答）  ０床 

計  １，３０３床 

高度急性期  ３６．７床 

急性期   １６４．４床 

回復期   ２６９．５床 

慢性期   ４０６．１床 

 

計     ８７６．７床 

※在宅医療等の必要量（医療需要） ８５４．９人／日 

 

 

西諸 

高度急性期  ０床 

急性期  ５６６床 

回復期  １７１床 

慢性期  ３５０床 

（無回答）  ０床 

計  １，０８７床 

高度急性期  ２６．６床 

急性期   １６３．６床 

回復期   ３９８．１床 

慢性期   ２０６．０床 

 

計     ７９４．３床 

※在宅医療等の必要量（医療需要）  １，２７９．６人／日 

 

 

西都 

児湯 

高度急性期  ０床 

急性期   ５３０床 

回復期  １０７床 

慢性期   ４３３床 

（無回答）１００床 

計    １，１７０床 

高度急性期   １７．２床 

急性期      １５１．４床 

回復期    ４１５．１床 

慢性期      ３２４．０床 

 

計          ９０７．７床 

※在宅医療等の必要量（医療需要）１，１８３．７人／日 

 

 

日向 

入郷 

高度急性期  ０床 

急性期  ６０９床 

回復期  １０８床 

慢性期  ３２６床 

（無回答）  ４２床 

計    １，０８５床 

高度急性期  ３５．１床 

急性期   １８０．３床 

回復期   ３４９．０床 

慢性期   １８０．７床 

 

計     ７４５．１床 

※在宅医療等の必要量 ８４４．６人／日  

 

 

 

事業の内容（当

初計画） 

①急性期から回復期への機能転換等を図る医療機関の施設・設備整備

費用の一部を補助し、地域における医療機能の分化・連携等を促進

する。 

②県内の医療資源の情報を収集し、データベースを構築して、それを

もとに医療機能の分析を行う事業を支援する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

①急性期から回復期への機能転換等を図るために、医療機関の施設・

設備を整備。 

・施設整備医療機関数 ５施設 

・設備整備医療機関数 ３施設 
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②県内の医療資源に係るデータベースの構築 ６０施設分 

アウトプット指

標（達成値） 

①・施設整備医療機関数 １施設 

・設備整備医療機関数 ２施設 

②県内の医療資源に係るデータベースの構築 延べ３３０施設分 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後1年以内のアウトカム指標： 
 

病床機能 2014 2016 2017 2018 
増減 

(2018-2014) 
高度急性期 788 780 797 840 + 52 
急 性 期 8,534 8,270 8,107 7,819 -715 
回 復 期 1,504 1,855 1,971 2,244 +740 
慢 性 期 3,911 4,200 4,073 3,953 + 42 

 

（１）事業の有効性 

将来地域において必要となる医療機能を各医療機関が有するための

整備費用であり、今後、地域にふさわしい機能分化・連携を進める上

で必須の事業となる。県全体としては、地域医療構想に沿った病床機

能の転換となっている。 

（２）事業の効率性 

事前調査によりニーズを把握した上で、申請のあったもののうち、

ヒアリング等により効果が高いと判断したものに補助したため、効率

的に執行できたと考える。 

その他 総事業費 H27:123,183千円、H28:190,347千円、H29:100,400千円 

H30: 35,727千円、R01: 92,865千円（基金11,169千円、その他81,696

千円） 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.6】がん医療均てん化推進事業 【総事業費】 

184,510千円 

事業対象区域 延岡西臼杵、日向入郷、日南串間医療圏 

事業の実施主体 関係医療機関 

事業の期間 平成２８年８月１０日～令和２年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

医療施設や医療従事者の不足・偏在などにより構想区域内で完結す

ることが難しいがんについて、適切な医療が供給できるよう提供体制

の強化が必要である。また、それにより、将来の病床の機能区分ごと

の必要病床数の達成に向けて、次第に収れんを促していく必要がある。 

アウトカム指標： 

がん医療圏ごとにがん医療の中心的役割を担う医療機関の設置及びが

ん医療提供体制の充実を目指す。 

２医療圏→４医療圏 

事業の内容（当

初計画） 

がん診療連携拠点病院等のないがん医療圏においてがん医療の中心

的な役割を果たす医療機関に対し、専門的ながん医療を提供するのに

必要な医療機器及び施設の整備を支援する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

専門的ながん医療の提供に必要な設備整備医療機関数 延べ６医療機

関 

アウトプット指

標（達成値） 

専門的ながん医療の提供に必要な設備整備医療機関数 延べ２医療機

関 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

がん医療の中心的役割を担う医療機関が設置されている医療圏数 

４医療圏(R1） 

（１）事業の有効性 

 空白のがん医療圏においてがん医療の中心的役割を担う医療機関を

設置することにより､県内におけるがん医療の質の均てん化が図られ､

県民が等しく､安全で質の高いがん医療を受けられる体制が整備され

る｡ 

（２）事業の効率性 

 既存のがん診療連携拠点病院を中心に､各医療機関が連携してがん

医療体制の充実を図ることで､限られた医療資源が効率的に活用でき

ると期待される｡ 

その他 総事業費 H28:0千円、H29:54,910千円 

R01:129,600千円（基金30,000千円、その他99,600千円） 
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【No.1（介護分）】 

宮崎県介護施設等整備事業 

【総事業費】 
376,341 千円 

事業の対象区域 宮崎東諸県、日南串間、都城北諸県、西都児湯、日向入郷 

事業の実施主体 市町村、社会福祉法人 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～令和 4年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、各地域の実情に応じた介護サー

ビス提供体制の整備促進を図る必要がある。 

アウトカム指標：地域密着型サービス施設等の定員・宿泊定員数の増に 

より介護サービス提供体制の充実・強化を図る。 

事業の内容（当初

計画） 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

【宮崎東諸県】 

 ○宮崎市     以下３施設で定員・宿泊定員 計４５床(計５カ所） 

  認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 

○国富町 

認知症高齢者グループホーム               ９床（１カ所） 

【日南串間】 

 ○日南市 

認知症高齢者グループホーム               ９床（１カ所） 

小規模多機能型居宅介護事業所             ９床（１カ所） 

認知症対応型デイサービスセンター         １カ所 

【都城北諸県】 

○都城市 

小規模多機能型居宅介護事業所             18 床（２カ所） 

【西都児湯】 

○都農町 

認知症高齢者グループホーム         ９床(１カ所) 

 

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

【宮崎東諸県】 

○国富町 

認知症高齢者グループホーム         ２床（１カ所） 
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【日南串間】 

○日南市 

  小規模多機能型居宅介護事業所             ９床（１カ所） 

【日向入郷】 

○椎葉村 

特別養護老人ホーム              10 床（１カ所） 
 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第六期介護保険事業支援計画等

において予定している地域密着型サービス施設等の整備等を支援する。 
【第六期介護保険事業支援計画／計画策定時 → 28 年度末】 
○特別養護老人ホーム 5,672 床（102 カ所）→ 5,844 床（104 カ所） 
○認知症対応型デイサービス      39,900 回／年 → 46,572 回／年 
○認知症高齢者グループホーム     27,096 人／年 → 29,208 人／年 

○小規模多機能型居宅介護         10,620 人／年 → 15,324 人／年 
○看護小規模多機能型居宅介護    420 人／年 →   864 人／年 

アウトプット指標

（達成値） 

【平成 28 年度】 

○特別養護老人ホーム 5,736 床（101 カ所）→ 5,775 床（102 カ所） 
○認知症対応型デイサービス   31 カ所 → 38 カ所 

○認知症高齢者グループホーム 

2,447 床（182 カ所）→ 2,494 床（185 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護    63 カ所 → 64 カ所 
 

【平成 29 年度】 

○特別養護老人ホーム 5,775 床（102 カ所）→ 5,918 床（103 カ所） 

○認知症対応型デイサービス    38 カ所 → 38 カ所 

○認知症高齢者グループホーム 

  2,494 床（185 カ所）→ 2,512 床（188 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護   63 カ所 → 64 カ所 

 

【平成 30 年度】 

○特別養護老人ホーム 5,918 床（103 カ所）→ 5,931 床（103 カ所） 

○認知症対応型デイサービス    38 カ所 → 32 カ所 

○認知症高齢者グループホーム 

  2,512 床（188 カ所）→ 2,491 床（182 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護   64 カ所 → 64 カ所 

 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標 

事業実施状況等を踏まえ、当計画の見直しを行い、事業を継続している

ため、現段階では観察できない。 
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（１）事業の有効性 
地域密着型サービス施設等の整備により高齢者が地域において安

心して生活できる体制整備が進んでいる。 
（２）事業の効率性 

実施主体と密に情報共有しながら調達方法や手続き等について一 
定の共通認識のもとで施設整備等を行い、調達の効率化が図られた。 

 

 

事業実施状況等を踏まえ、助成対象を改めて精査し、当計画の見直しを

行い、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進していく。 

充当額 H28:151,099 千円､H30:32,000 千円（R1 基金充当:32,000 千円） 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.1】介護人材確保連携強化事業 【総事業費】 

4,066 千円 
事業の対象

となる区域 

県全体 

事業の実施

主体 

宮崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：介護従事者数 17,609 人 

事業の内容

（当初計画） 

①行政や職能団体、事業者団体などで構成する「介護人材確保推進協議

会」を開催する。 

②介護サービス事業所及び介護従事者に対する実態調査を実施し、介護

人材確保に向けた事業の基礎データとして活用する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

介護人材確保推進協議の実施回数 ２回／年 

実態調査の回収率 ６０％ 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

介護人材確保推進協議会の実施回数 １回 

実態調査の回収率 ４９．４％ 

事業の有効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：介護従事者数（H30）20,531 人 

（１）事業の有効性 
 本事業により、各種団体が一堂に会す場が構築され、介護人材の確

保・育成等における課題を共有するほか、課題解消に向けた意見交換

が積極的に行われるなど、県単位で大きな課題に取り組む機運の醸成

が図られた。 
（２）事業の効率性 
  協議会に設置した作業部会を活用して、課題解消に向けた具体案を

検討し、基金事業の実効性を高めることができた。 
その他 H28 241 千円 H29 1,311 千円 H30 475 千円 R1 0 千円 R2 809 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.2】 

「みやざき・ひなたの介護」情報発信事業 
【総事業費】 

71,367 千円 
事業の対象となる

区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県（民間への委託） 

事業の期間 平成２８年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

２０２５年には介護職員が２２，９７９人必要と見込んでいるが、

推計では３，６０９人不足するとなっており、高齢者の介護を支え

る基盤づくりが急務となっている。今こそ介護に対するマイナスイ

メージを払拭させ、介護のしごとへの理解を通じて介護人材の参入

促進を図る必要がある。 

アウトカム指標：介護従事者数の増加 

事業の内容（当初

計画） 

① 情報発信番組の制作・放映及び二次利用 

  ・「介護の魅力」についてテレビ等を活用して情報発信する。 

  ・放送された番組をホームページで配信するほか、ＤＶＤを作

製し、２次利用を展開する。 

② パンフレット等の作成、配布 

 ・介護の魅力を発信するパンフレット等を作成し、県内関係機関 

等に配布する。 

③ イベントの開催 

・介護の魅力発信を目的とした以下のイベント等を開催する。 

・「講演会」、「介護体験会」等の内容を一体的に行うイベント 

④ 職場体験会等の実施 

 ・介護事業所に小中学生を招いて職場体験を実施する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

① テレビでの放送回数１５回、DVD５５０枚作成・配布 
②  ２０，０００部作成、配布 

③ イベントの参加者数２，０００人 

④ 参加者数１２０人 

アウトプット指標

（達成値） 

① テレビでの放送回数１５回、DVD５５０枚作成・配布 
② パンフレット等２０，０００部作成、配布 
③ 啓発イベント参加者数５，０００人 
④ 職場体験会参加者数１９２人 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：介護従事者数（H30）20,531

人 
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（１）事業の有効性 
テレビという媒体を使うことにより、多くの県民に対し「介護

の魅力」を発信することができた。毎週火曜日の午後 18:55～と

視聴者数が多い時間帯に放送することによりで、メインターゲッ

トとする小中高校生とその保護者に見てもらうことができた。啓

発イベントは集客力のある大型ショッピングモールで開催したた

め、一般の方に幅広く介護の必要性や魅力を知ってもらうことが

できた。また、パンフレットを作成し、県内の中学校・高校等に

配布することで、「介護のしごと」の魅力を発信することができた。 
（２）事業の効率性 

テレビの放送内容を DVD にすることにより、放送終了後も研

修等で効果的に活用されている。啓発イベント及び職場体験会は

当初目標を上回る参加者数となり、介護のしごとに対する理解の

普及につながった。 
その他 H28 3,243 千円、H29 14,276 千円、H30 18,597 千円、 

R1 15,127 千円、R2 19,702 千円（H28～R1 は充当） 
※R1 総事業費は H27 補正分(4,153 千円)とあわせて 19,702 千円 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 

☑ 行った 
（実施状況） 
令和２年11月６日 宮崎県医療介護推進協議会及び宮崎県医療審議会において議論 

 
 □ 行わなかった 
 （行わなかった場合、その理由） 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

審議会等で指摘された主な内容 

・介護支援専門員従事者の処遇改善等について、引き続き国へ要望をしてほしい。 

・本県は看護師供給県となっているため、看護師の県内定着を総合的に取り組んでいか

ないといけない。 

・介護職、看護師などの専門職等の数について、現場に就業をしている人数で把握でき

ることが好ましい。 

・老朽化した介護施設の大規模改修等に関する補助金について、条件なしでも改修がで

きるよう基金の拡充を国へ要望をしてほしい。 

・医師の年齢的・地域的偏在があるため、長期的なビジョンで医師確保の施策を進める

必要がある。 

（以上、令和２年11月６日医療介護推進協議会意見） 
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２．目標の達成状況 

 

■宮崎県全体（目標と計画期間） 

１．宮崎県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を展望すると、これからの高齢化社会

に必要な医療及び介護の提供体制の確立や地域包括ケアシステムの構築が急務の課

題である。そのため、各医療介護総合確保区域において、急性期の医療から在宅医

療・介護の連携など一連のサービス提供体制が適切に確保されるとともに、ニーズ

に見合ったサービスが切れ目なく提供されることが重要である。 
そこで、上記の実現に向けて、本計画では以下の事項を目標とし、各種事業に取

り組む。 
 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
回復期病床への転換など現状でも病床機能等の分化・連携が必要なものを対象と

して整備することにより、平成２７年度に策定予定である地域医療構想に掲げる医

療機能ごとの病床数の実現を目指す。 
  （その他の目標） 

    ◯脳梗塞に対するrt-PAによる脳血栓溶解療法の実施可能な医療機関をへき地

に２カ所追加を目指す。 
   ◯医科歯科が連携したチーム医療を行うことができるがん診療連携拠点病院等 
    平成２６年度 不明  → 平成２７年度 ５カ所 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

    ◯在宅医療・介護推進協議会数 
       ・平成２５年度 ０   → 平成２７年度 ７  
    ◯在宅療養支援病院数（宮崎県医療計画） 
       ・平成２４年度 ８   → 平成２９年度 ９ 
    ◯在宅療養支援診療所数（宮崎県医療計画） 
        ・平成２４年度 １１６ → 平成２９年度 １５０ 
     ◯在宅療養支援歯科診療所数（宮崎県医療計画） 
       ・平成２４年度 ６４  → 平成２９年度 ９０ 
     ◯在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数（宮崎県医療計画） 
       ・平成２４年度 ３９４ → 平成２９年度 ４００ 
     ◯訪問看護ステーション数 
        ・平成２７年度 条件不利地域に５箇所設置 
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  ③ 介護施設等の整備に関する目標 
○地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等におい

て予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。（該当区域ごとの内

訳については、個別目標に記載） 
 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 
     ◯臨床研修医受入数（宮崎県総合計画アクションプラン） 

  ・平成２６年度 ５５  → 平成２７年度 ６２ 

◯へき地公立医療機関における常勤医師数（宮崎県医療計画） 

  ・平成２４年度 ５７  → 平成２９年度 ６９ 

◯平成２７年度県内看護学校卒業生の県内就職者数５２０人を目指す。 

◯平成２７年度に薬剤師の復職支援や県外薬剤師・薬学生へのＰＲなど県内薬剤

師確保対策の体制構築を目指す。 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 
     〇介護サービス提供の基盤となる介護従事者の確保 

     ・資質の向上や労働環境・処遇の改善による定着の促進、多様な人材層におけ 
る介護の仕事の理解による参入促進などに総合的に取り組むことにより、第

７期介護保険事業支援計画において見込まれる介護サービスの提供に必要な

介護人材の確保を目指す。 
      ○認知症関連施策を集中的に実施し、様々な主体が認知症患者を支え、お互い 

が連携し合う体制の構築を目指す。 
 
２．計画期間 平成２７年度～令和元年度 
■宮崎県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
○病床機能分化・連携促進基盤整備事業により急性期から回復期への機能転換を

図るための設備整備が図られた。今後も２０２５年を見据え、引き続き各医療機

関へ事業の活用を促していく。 
○急性期血栓溶解療法の普及・啓発を推進し、宮崎大学救命救急センター拠点と

した県内３医療機関が連携し、遠隔地で急性期の脳血栓溶解療法が実施できる環

境整備を図った。 
○連携研修会やモデル窓口の設置により医科歯科連携体制が整備されつつある。 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

○多職種のニーズに応じた研修の実施や、在宅医療に必要な機器を整備したこと

で、在宅医療に係る提供体制が強化された。 
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 ③ 介護施設等の整備に関する目標 
   ○事業者の公募・選定等の手続きに時間を要した関係で、大半が実施主体（市町） 

において翌年度に繰越しとなったが、地域密着型サービス施設等の整備により、

高齢者が地域において安心して生活できる体制の構築が進みつつある。 
 
④ 医療従事者の確保に関する目標 

○地域医療支援機構による各種事業、医師修学資金貸与、研修体制整備等による

医師の確保、適正配置及び養成などほぼ予定どおりの成果となった。 
○看護師養成所の運営支援、看護師修学資金貸与等による看護師の確保、養成な

どほぼ予定どおりの成果となった。 
○院内保育所運営支援、女性医師相談窓口運営支援、医療勤務環境改善支援セン

ターの設置による医療従事者の就労環境改善や小児救急医療電話相談事業等に

よる医療従事者の負担軽減などほぼ予定どおりの成果となった。 
○重症心身障がい児に従事する医師・看護師等の資質向上や、障がい児者の歯科

診療の専門医の育成について、予定どおりの成果となった。 
 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 
   ○参入促進について、介護の魅力発信番組の制作・放映、中山間地域の小中学生

を対象とした職場体験、学生向け出前講座、事業所見学ツアーのほか、介護未

経験者就業支援講座、介護福祉士をめざす留学生の受入支援の実施により、ほ

ぼ予定どおりの成果となった。 
  ○労働環境・処遇の改善については、事業所の管理者等への労務管理研修やＯＪ 

Ｔスキル研修、腰痛予防研修等に加え、介護ロボットやICT機器等の導入支援

を実施することにより、ほぼ予定どおりの成果となった。 

○介護従事者の資質の向上について、初任者・中堅職員・チームリーダーなどの

レベルに応じた研修、実務者研修の受講支援、喀痰吸引等研修等によりほぼ予

定どおりの成果となった。 
○認知症関連施策について、医療・介護従事者に対して、認知症の方への適時適

切な対応を提供するための研修を実施し、ほぼ予定どおりの成果となった。 
 

 ２）見解 

地域における切れ目のない医療提供体制の確保が一定程度進んだ。なお、引き続

き実施する必要のある事業等については、計画変更により令和元年度まで延長して

平成２７年度基金を充当することにより初期の成果を目指すこととしている。 

 

 ３）目標の継続状況 

  □ 令和２年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  ☑ 令和２年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 



   

5 

 

３．事業の実施状況 

 
平成27年度宮崎県計画に規定した事業について、令和元年度終了時における事業の実施状

況を記載。 

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.１】 

病床機能等分化・連携促進基盤整備事業 

【総事業費】 

840,027千円 

事業対象区域 県全体 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成27年10月1日～令和２年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

人口減少や高齢化が進み、今後必要となる病床機能に変化が生じるこ

とから、医療機関においては、必要となる病床機能に対応するための

施設・設備の整備等が必要となっている。 

アウトカム指標： 

宮崎県地域医療構想の必要病床数と病床機能報告の病床数との比較

において不足する病床機能の充足 

事業の内容（当

初計画） 

急性期から回復期への機能転換等を図る医療機関の施設・設備整備費

用の一部を補助し、地域における医療機能の分化・連携等を促進する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

急性期から回復期への機能転換等を図るために、医療機関の施設・設

備を整備。 

・施設整備医療機関数 ５施設 

・設備整備医療機関数 ３施設 

・病床連携強化医療機関数 １施設 

アウトプット指

標（達成値） 

・施設整備医療機関数 ８施設 

・設備整備医療機関数 ７施設 

・病床連携強化医療機関数 ２施設 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後1年以内のアウトカム指標： 
 

病床機能 2014 2016 2017 2018 
増減 

(2018-2014) 
高度急性期 788 780 797 840 ＋52 
急 性 期 8,534 8,270 8,107 7,819 －715 
回 復 期 1,504 1,855 1,971 2,244 ＋740 
慢 性 期 3,911 4,200 4,073 3,953 ＋42 
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（１）事業の有効性 

将来地域において必要となる医療機能を各医療機関が有するための

整備費用であり、今後、地域にふさわしい機能分化・連携を進める上

で必須の事業となる。県全体としては、地域医療構想に沿った病床機

能の転換となっている。 

（２）事業の効率性 

事前調査によりニーズを把握した上で、申請のあったもののうち、

ヒアリング等により効果が高いと判断したものに補助したため、効率

的に執行できたと考える。 

その他 総事業費 H27:123,183千円、H28:190,347千円、H29:100,400千円 

H30: 35,727千円、R01:390,370千円（基金79,026千円、その他311,343

千円） 
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【NO.1（介護分）】 

宮崎県介護施設等整備事業 

（介護施設等の整備に関する事業） 
 

【総事業費】 
1,865,732 千円 

事業の対象となる区域 宮崎東諸県、日南串間、都城北諸県、西諸、西都児湯、日向

入郷、延岡西臼杵 

事業の実施主体 市町、社会福祉法人 

事業の期間 平成 27 年 7 月 1 日～令和 4年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、各地域の実情に応じ

た介護サービス提供体制の整備促進を図る必要がある。 

アウトカム指標：地域密着型サービス施設等の定員・宿泊定

員数の増により介護サービス提供体制の充

実・強化を図る。 

事業の内容（当初計画）  
①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行

う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム       56 床（２カ所） 

 （看護）小規模多機能型居宅介護事業所     ２ヶ所 

 認知症高齢者グループホーム        27 床（２カ所） 

 地域包括支援センター           １カ所 

【平成 27 年度補正分】 

 地域密着型特別養護老人ホーム    29 床（１ヶ所） 

 認知症高齢者グループホーム     72 床（６ヶ所） 

 （看護）小規模多機能型居宅介護事業所   ５ヶ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  １ヶ所 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支 

援を行う。 

整備予定施設等 

 特別養護老人ホーム         30 床（１カ所） 

 地域密着型特別養護老人ホーム       56 床（２カ所） 

 （看護）小規模多機能型居宅介護事業所    ７ヶ所 

 認知症高齢者グループホーム         54 床（５カ所） 

【平成 27 年度補正分】 

 地域密着型特別養護老人ホーム    58 床（２カ所） 
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 認知症高齢者グループホーム     72 床（６カ所） 

 （看護）小規模多機能型居宅介護事業所   ５カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  １ヶ所 
 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス

施設等の整備等を支援することにより、地域の実情に応じた

介護サービス提供体制の整備を促進する。 

○地域密着型特別養護老人ホーム 

224 床（9カ所）→ 280 床（11 カ所） 

○認知症高齢者グループホーム 

2,418 床（179 カ所）→ 2,483 床（185 カ所） 

○小規模多機能型居宅介護事業所 

10,620 人／年（54 カ所）→ 12,780 人／年（60 カ所） 

○看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 420 人／年 → 864 人／年 

○地域包括支援センター 

 69 施設 → 70 施設 

アウトプット指標（達成

値） 

【平成２７年度】 

○特別養護老人ホーム 5,672 床（101 カ所）→ 5,736 床（101

カ所） 

○認知症対応型デイサービス  30 カ所 → 31 カ所 

○認知症高齢者グループホーム 

 2,418 床（179 カ所）→ 2,447 床（182 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護 60 カ所 → 62 カ所 

【平成２８年度】 

○特別養護老人ホーム 5,736 床（101 カ所）→ 5,775 床（102

カ所） 

○認知症対応型デイサービス  31 カ所 → 38 カ所 

○認知症高齢者グループホーム 

 2,447 床（182 カ所）→ 2,494 床（185 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護 62 カ所 → 63 カ所 

【平成２９年度】 

○特別養護老人ホーム 5,775 床（102 カ所）→ 5,918 床（103

カ所） 

○認知症対応型デイサービス  38 カ所 → 38 カ所 

○認知症高齢者グループホーム 

 2,494 床（185 カ所）→ 2,512 床（188 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護 63 カ所 → 64 カ所 
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【平成 30 年度】 

○特別養護老人ホーム 5,918 床（103 カ所）→ 5,931 床（103

カ所） 

○認知症対応型デイサービス  38 カ所 → 32 カ所 

○認知症高齢者グループホーム 

 2,512 床（188 カ所）→ 2,491 床（182 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護 64 カ所 → 64 カ所 

 

【令和元年度】 

○認知症高齢者グループホーム 

 2,491 床 （182 カ所）→ 2,536 床（182 カ所） 

○（看護）小規模多機能型居宅介護 64 カ所 → 66 カ所 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標 

事業実施状況等を踏まえ、当計画の見直しを行い、事業を継

続しているため、現段階では観察できない。 

（１）事業の有効性 
地域密着型サービス施設等の整備により高齢者が地域

において安心して生活できる体制整備が進んでいる。 
（２）事業の効率性 

実施主体と密に情報共有しながら調達方法や手続き等

について一定の共通認識のもとで施設整備等を行い、調達

の効率化が図られた。 

その他 事業実施状況等を踏まえ、助成対象を改めて精査のうえ、当

計画の見直しを行い、引き続き地域の実情に応じた介護サー

ビス提供体制の整備を促進していく。 

総事業費 H27:354,880 千円、H28:87,046 千円、 

    H29:5,589 千円、H30:107,993 千円、R1:305,372 千円 

（H27 基金充当：36,800 千円、H27 補正充当：71,193 千円） 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.５】 

小児救急医療拠点病院運営事業 

【総事業費】 

840,184千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 都城市郡医師会病院 

事業の期間 平成27年10月1日～令和２年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

休日及び夜間に入院治療を必要とする小児重症救急患者の医療の確

保が必要で、特に、県内４つの医療圏のうち唯一県立病院のない県西

部の小児救急医療拠点病院を支援し、小児救急医療体制の確保を図る

ことが必要。 

アウトカム指標：県内の小児救急医療圏（４医療圏）の維持 

小児救急医療圏 現況値(H28)：４医療圏 → 目標値(H35)：４医療圏

（維持） 

事業の内容（当

初計画） 

医師不足等により体制維持が困難な小児救急医療拠点病院の運営を支

援することで、休日及び夜間における入院治療を必要とする小児重症

救急患者の医療を確保する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

小児救急医療拠点病院の診療日数：３６５日 

アウトプット指

標（達成値） 

小児救急医療拠点病院の診療日数：３６５日 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

県内の小児救急医療圏（４医療圏）の維持 

（１）事業の有効性 

 休日及び夜間に入院治療を必要とする小児の重症救急患者の医療を

確保する拠点病院に対して運営費を補助することにより､拠点病院と

しての機能が維持されている。 

（２）事業の効率性 

 県内４つの子ども医療圏において､唯一県立病院のない県西部の小

児救急医療拠点病院を支援することにより､県内小児救急医療体制の

確保が図られている｡ 

その他 総事業費 H27:277,742千円、H30:283,647千円 

R01:278,795千円（基金12,403千円、その他266,392千円） 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.21】 

災害拠点病院等人材強化事業 

【総事業費】 

6,352千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 災害拠点病院、ＤＭＡＴ指定医療機関 

事業の期間 平成27年４月１日～令和２年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

災害発生時に各医療圏において災害拠点病院を中心とした災害医療

提供体制を確立するため、災害医療に対応可能な人材の確保が課題と

なっており、医療施設や関係機関の知識・技能の習得及び連携の強化

が必要である。 

アウトカム指標：現在の災害医療体制の維持 

 災害拠点病院数 12(H27)→12(R1) 

事業の内容（当

初計画） 

災害時における救急患者の受入や被災地の医療機関等の支援を行う災

害拠点病院等の人材を強化するため、専門的な災害医療研修を実施す

るとともに、各災害拠点病院等の訓練・研修や資機材等の購入を支援

する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

・災害拠点病院等で災害医療研修に必要な資器材整備 １２施設 

・専門的な災害医療の研修 １回 

アウトプット指

標（達成値） 

・災害拠点病院で災害医療訓練･研修に必要な資器材整備等 １２施設 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後1年以内のアウトカム指標： 

災害拠点病院数:12(R1) 

（１）事業の有効性 

 災害医療に係る訓練･研修や資機材等の購入を支援することで､災害

拠点病院の人材強化を進めることができた。 

（２）事業の効率性 

 災害拠点病院が企画する訓練､研修の実施により､人材強化と併せ

て､各二次医療圏における災害医療関係者の､顔の見える関係構築も効

率的に行うことができた。 

その他 総事業費 H27: 5,764千円、H30: 575千円 

R01:13千円（基金13千円、その他0千円） 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.35（介護分）】介護人材確保連携強化事業 【総事業費】 

6,072 千円 

事業の対象となる

区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県（一部民間調査会社に委託） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和３年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図るため

には、介護施設・事業所の介護従事者を増やす必要があり、そのた

めには、関係団体や行政の連携の場を構築することにより、課題を

共通して認識し、取り組みの促進を行う必要がある。 

アウトカム指標：介護サービス従事者数の増加 

事業の内容（当初

計画） 

①行政や職能団体、事業者団体などで構成する「介護人材確保推進

協議会」を開催する。 

②介護サービス事業所及び介護従事者に対する実態調査を実施し、

介護人材確保に向けた事業の基礎データとして活用する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

介護人材確保推進協議の実施回数 ２回／年 

実態調査の回収率 ６０％ 

アウトプット指標

（達成値） 

介護人材確保推進協議会の実施回数 １回 

① 実態調査の回収率 ４９．４％ 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：介護従事者数（H30）20,531

人 

（１）事業の有効性 
 本事業により、各種団体が一堂に会す場が構築され、介護人材

の確保・育成等における課題を共有するほか、課題解消に向けた

意見交換が積極的に行われるなど、県単位で大きな課題に取り組

む機運の醸成が図られた。 
（２）事業の効率性 
  協議会に設置した作業部会を活用して、課題解消に向けた具体

案を検討し、基金事業の実効性を高めることができた。 
その他 充当額 R1：303 千円（基金：303 千円、その他：0円） 

R2 421 千円 

R1 総事業費は H28 計画分（1,230 千円）とあわせて、6,881 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.36（介護分）】「みやざき・ひなたの介護」

情報発信事業 
【総事業費】 

4,153 千円 
事業の対象となる

区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県（民間への委託） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

２０２５年には介護職員が２２，９７９人必要と見込んでいるが、

推計では３，６０９人不足するとなっており、高齢者の介護を支え

る基盤づくりが急務となっている。今こそ介護に対するマイナスイ

メージを払拭させ、介護のしごとへの理解を通じて介護人材の参入

促進を図る必要がある。 

アウトカム指標：介護従事者数の増加 

事業の内容（当初

計画） 

① 情報発信番組の制作・放映及び二次利用 

  ・「介護の魅力」についてテレビ等を活用して情報発信する。 

  ・放送された番組をホームページで配信するほか、ＤＶＤを作

製し、２次利用を展開する。 

② パンフレット等の作成、配布 

 ・介護の魅力を発信するパンフレット等を作成し、県内関係機関 

等に配布する。 

③ イベントの開催 

・介護の魅力発信を目的とした以下のイベント等を開催する。 

・「講演会」、「介護体験会」等の内容を一体的に行うイベント 

④ 職場体験会等の実施 

 ・介護事業所に小中学生を招いて職場体験を実施する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

① テレビでの放送回数１５回、DVD５５０枚作成・配布 
②  ２０，０００部作成、配布 

③ イベントの参加者数２，０００人 

④ 参加者数１２０人 

アウトプット指標

（達成値） 

① テレビでの放送回数１５回、DVD５５０枚作成・配布 
② パンフレット等２０，０００部作成、配布 
③ 啓発イベント参加者数５，０００人 
④ 職場体験会参加者数１９２人 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：介護従事者数（H30）20,531

人 
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（１）事業の有効性 
テレビという媒体を使うことにより、多くの県民に対し「介護

の魅力」を発信することができた。毎週火曜日の午後 18:55～と

視聴者数が多い時間帯に放送することによりで、メインターゲッ

トとする小中高校生とその保護者に見てもらうことができた。啓

発イベントは集客力のある大型ショッピングモールで開催したた

め、一般の方に幅広く介護の必要性や魅力を知ってもらうことが

できた。また、パンフレットを作成し、県内の中学校・高校等に

配布することで、「介護のしごと」の魅力を発信することができた。 
（２）事業の効率性 

テレビの放送内容を DVD にすることにより、放送終了後も研

修等で効果的に活用されている。啓発イベント及び職場体験会は

当初目標を上回る参加者数となり、介護のしごとに対する理解の

普及につながった。 
その他 充当額 R1：4,153 千円（基金 4,153 千円、その他 0 円） 

R1 総事業費は H28 計画分(15,549 千円)とあわせて 19,702 千円 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.37（介護分）】 

 福祉で働こう！ひなたの人材確保推進事業（福

祉の仕事キャリア教育連携事業） 

【総事業費】 

6,334 千円 

事業の対象となる

区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県（宮崎県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

高齢化の進展等により、介護需要の増加が見込まれる中で、将来の

福祉分野を担う人材の確保が大変重要であり、若年層等に対して、

福祉の仕事の理解を深め、福祉分野への進路選択や就業を促進する

必要がある。 

アウトカム指標：「福祉の仕事」出前講座のアンケート調査におい

て、「福祉の仕事に興味を持った」と回答した学生の割合  

９０％、介護サービス従事者数の増加 

事業の内容（当初

計画） 

①「福祉の仕事」出前講座 

 教育関係者や市町村社会福祉協議会、社会福祉施設等の関係機関と 

連携し、小学生から高校生まで各世代に応じた出前講座を実施し、福 

祉の仕事の重要性ややりがい等を伝える。 

②福祉事業所見学会 

 高校生以上の学生（教師、保護者も含む）や求職者を対象に、福祉・

介護事業所の見学会を開催し、事業所見学や職員との交流等を通じ

て、福祉の仕事のやりがいや魅力を伝える。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

①実施回数：３０回、受講生徒数：１，８００名 

②実施回数： ３回、参加者数 ：   ６０名 

アウトプット指標

（達成値） 

①出前講座 
実施回数 58 回、受講生徒数 3,488 名 

②福祉事業所見学会 
実施回数 3 回、参加者数 59 名 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：介護従事者数（H30）20,531

人 

（１）事業の有効性 
出前講座修了後のアンケート結果によると、回答者（中高生）

の約９割が「福祉の仕事に興味を持った」と回答し、職場見学会

についても、参加者全員が「参考になった」と回答するなど、本

事業を通して「福祉・介護の仕事」への理解促進が図られた。 
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（２）事業の効率性 
小学生に対しては、市町村社会福祉協議会と連携し、福祉の仕

事のやりがいや魅力を伝えることで効率的に実施することができ

た。また、職場見学会へ参加された求職者への継続的なフォロー

アップ（求人情報の提供・相談等）を行い、就業促進を図った。 
その他 充当額 R1：6,334 千円(基金 6,334 千円、その他 0円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.38（介護分）】介護に関する入門的研修事業 【総事業費】 

4,227 千円 
事業の対象となる

区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県（介護福祉士養成施設への委託） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

介護従事者について、稼働年齢層のみではなく、就活中の若者、地

域の潜在労働力である主婦層、定年を控えた中高年齢者層等など多

様な人材層からも確保し、すそ野の拡大を行う必要がある。 

アウトカム指標：当事業のアンケート調査において、「介護の仕事

に関心を持った」と回答する参加者の割合 １００％、介護サービ

ス従事者数の増加 

事業の内容（当初

計画） 

介護未経験者に対して、介護に関する基本的な知識や介護の業務に

携わる上で知っておくべき基本的な技術を学ぶことができる「入門

的研修」を実施する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

講座の参加者２１０名（３０名×７校） 

アウトプット指標

（達成値） 

県下の介護福祉士養成校のうち、5 校で開催し、76 名が修了した。 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：介護従事者数（H30）20,531

人 

（１）事業の有効性 
事業のねらいとする様々な年齢層（就活中の若者、地域の潜在

労働力である主婦層、定年を控えた中高年齢者層等）が参加した

ことにより、介護人材層の「すそ野の拡大」が図られた。 
（２）事業の効率性 

介護に関心がある一般の方々が介護に関わる機会を付与できた

が、当初予定していた募集定員に対する最終的な受講率は約３６．

２％であった。受講修了後のアンケートにより、一般住民の方が

身近に情報を得やすい行政の広報などで講座を知り、参加した方

が多かったことから、広報の在り方も検討するべきであることを

把握できた。 
その他 充当額 R1：2,634 千円(基金 2,634 千円、その他 0円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.38（介護分）】介護の担い手体験事業 【総事業費】 

419 千円 
事業の対象となる

区域 

県全体 

事業の実施主体 社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

元気な高齢者の介護分野での就労促進 

アウトカム指標：就労体験後の高齢者の介護サービス従事者数 

事業の内容（当初

計画） 

元気な高齢者に対し、介護の担い手として活躍してもらうため、介

護施設における就労体験を実施し、就労意欲のある高齢者に福祉人

材センター等に登録してもらい、その後の就労の有無を確認する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

就労体験参加者数  ４０人 

アウトプット指標

（達成値） 

就労体験参加者数   ８人 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：就労体験参加者のうち、就

労者数 １人 

（１）事業の有効性 
本事業に元気な高齢者が８名参加し、２名が福祉人材センター

への登録を希望した。体験者アンケートでは、６名が「良い体験

になった」「勉強になった」旨の回答をした。 
（２）事業の効率性 

令和元年度は体験期間が２月間と短かったこと、受入施設の偏

在による受入の難しさが課題となった。行政機関、新聞、雑誌等

に 8,500 枚のチラシを配付し、ラジオで周知をした。県社協と県

で連携して 25 の受入施設を直接訪問して事業説明を実施した。 
その他 充当額 R1：126 千円(基金 126 千円、その他 0円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.40（介護分）】介護福祉士養成支援事業 【総事業費】 

20,200 千円 
事業の対象となる

区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

介護ニーズの多様化・高度化に伴い、介護を必要とする高齢者が地

域において安心して生活できるよう、介護分野の国家資格である介

護福祉士の数を増やす必要がある。 

アウトカム指標：介護従事者に占める介護福祉士の割合５割以上、

介護サービス従事者の離職率低下 

事業の内容（当初

計画） 

実務経験３年以上の介護職員を雇用している法人が、介護職員実務

者研修に係る受講料を負担した場合に支援を行う。 

① 実務者研修修了時支援金（上限 4万円） 

介護福祉士国家試験合格時支援金（上限 6万円） 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

介護職員実務者研修の修了者数３００名 

アウトプット指標

（達成値） 

実務者研修修了者 １５７名 
介護福祉士試験合格者 ９６名 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後1年以内のアウトカム指標：平成３０年の離職率が１８．

５％であったが、令和元年の離職率が１５．７％となり、離職率が

低下した。 

（１）事業の有効性 
介護福祉士試験の受験資格となる実務者研修の受講費用を負担

することにより、介護福祉士の養成や介護職員のスキルアップに

繋がった。 
（２）事業の効率性 

事業実施スキームの変更により合格者数の正確な補足が可能と

なったことを活かし、今後の事業改善に繋げていくこととする。 
その他 充当額 R1：10,984 千円(基金 10,984 千円、その他 0円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.41（介護分）】 

介護職員スキルアップ・再就業支援事業 
【総事業費】 

2,686 千円 
事業の対象となる

区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県（委託先：県介護福祉士会） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

介護における人材不足を改善するため、初任段階にある介護職員の

離職防止を図るとともに、潜在介護福祉士の再就業を支援する。 

アウトカム指標：研修後のアンケート調査において、「介護の仕事

をする又は続けていく自信がある」と回答した受講者の割合 ７

０％、介護サービス従事者の離職率低下 

事業の内容（当初

計画） 

◯最新の介護知識やスライディングボード・シートを活用した介護

技術を習得する研修 

◯「移動用リフト」や「立位補助機」の活用に必要な知識・技術を

習得する研修 

◯基本的な介護技術に関する出前講座 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

◯介護技術基礎講習会          ４０名 
◯リフトリーダー養成研修        ４０名 
◯介護技術出前講座           ２０回 

アウトプット指標

（達成値） 

・介護技術基礎講習会 ３４名 
・リフトリーダー養成研修 １９名 
・介護技術出前講座 ２０回 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後1年以内のアウトカム指標：平成３０年の離職率が１８．

５％であったが、令和元年の離職率が１５．７％となり、離職率が

低下した。 

（１）事業の有効性 
介護技術やリフトの使い方を学ぶことにより、正しい介護技術

を習得し、ひいては離職防止につながる研修を実施することがで

きた。潜在介護福祉士へのアプローチが難しいため、福祉人材セ

ンターが実施する介護福祉士の離職届出制度と連携して周知を行

う必要がある。 
（２）事業の効率性 

介護技術出前講座は、講師が事業所に出向くことにより、職員

を研修に派遣する余力のない事業所でも研修を受けることが可能

で、事業所職員が同じ内容の介護技術を習得できるため、事業所
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に好評であった。 

その他 充当額 R1：2,686 千円(基金 2,686 千円、その他 0円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.42（介護分）】介護職員就業・定着促進事業 

 
【総事業費】 

5,000 千円 
事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

介護職員のうち離職者の６割以上が採用後３年未満の初任段階に

ある者であることから、介護の資格を有しない初任段階の職員に対

して基本的な介護知識・技術を修得する機会を設けることで資質向

上を図るとともに将来のキャリアアップを支援し、離職の防止を図

る必要がある。 

アウトカム指標：補助を受けて初任者研修の資格を取得した者が８

割以上職場に定着する。介護サービス従事者の離職率低下。 

事業の内容（当初

計画） 

介護関係の資格を有していない初任段階の介護職員を雇用してい

る法人が、当該職員に係る介護職員初任者研修の受講料を負担した

場合に支援を行う。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

介護職員初任者研修修了者 １００名 

アウトプット指標

（達成値） 

介護職員初任者研修修了者  ６６名 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：当該事業における資格取得

者の定着率は把握できなかった。 

【参考】介護労働実態調査（都道府県版）における介護職員の離職

率(2 職種計) 

 H30 18.5％ → R 元 15.7％ 

（１）事業の有効性 
 受講支援を行う法人を支援することで、初任段階の介護職員

の初任者研修受講の後押しが図られた。 
（２）事業の効率性 

目標に対しての達成率が６６％にとどまったため、研修実施事

業者や介護職員を雇用している法人に対し、より積極的な周知を

行うことで、補助制度の活用を促すこととする。 
その他 充当額 R1：3,093 千円(基金 3,093 千円、その他 0円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.43（介護分）】福祉人材センター運営事業（福

祉人材確保重点事業） 
【総事業費】 

3,788 千円 
事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（宮崎県社会福祉協議会への委託） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

福祉ニーズの増大・多様化に伴い、質の高い福祉従事者を安定的に

確保する必要があるため、求職者と求人事業者のマッチング支援を

行い、福祉・介護職場への就業促進を図る。 

アウトカム指標：福祉人材センターにおける就職率：３５．２％ 

介護サービス従事者数の増加 

事業の内容（当初

計画） 

① 福祉の仕事就職面接・相談会 

  新規学校卒業予定者、一般求職者と県内の求人事業所（社会福

祉施設、介護保険施設等）を対象とした就職面接・相談会を開

催する。宮崎労働局、宮崎公共職業安定所との共催。 

・実施回数：年１回 

② 福祉の仕事就職説明会 

福祉の仕事に就職を希望する学生や一般求職者が、求人事業所

（社会福祉施設、介護保険施設等）と仕事内容や採用選考など

について、直接話をすることができる就職説明会を開催する。 

・実施回数：年１回 

③ 無料職業紹介事業開設日拡充 

  仕事などの都合により平日に来所することができない方を対象

に、福祉人材センター無料職業紹介窓口を土曜日も開所する。 

  ・主たる対象：求職者、求人事業所 

   ・実施体制：非常勤職員 ２名 

  ・実施期間：毎週土曜日(祝日、年末年始除く)の午前９時から

午後４時  

アウトプット指標

（当初の目標値） 

① 福祉の仕事就職面接・相談会 
 参加者：２００名、参加事業所：７０事業所 

② 福祉の仕事就職説明会 
参加者：９０名、参加事業所：３０事業所 

③ 無料職業紹介事業開設日拡充 
土曜来所者数：７０名 
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アウトプット指標

（達成値） 

①福祉の仕事就職面接・相談会   
参加者 122 名、参加事業所 69 事業所 

②福祉の仕事就職説明会  
 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
③無料職業紹介事業開設日拡充  
 土曜来所者 33 名 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：介護従事者数（H30）20,531

人 

（１）事業の有効性 
就職面接・相談会の開催、無料職業紹介所の土曜日開設により、

求職者と求人事業所のマッチング機会を創出した。 
（２）事業の効率性 

介護福祉士養成施設や初任者研修施設等と連携し、学生や研修

受講者の参加を促進することで、マッチングの強化を図った。 
その他 充当額 R1：3,145 千円(基金 3,145 千円、その他 0円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.44（介護分）】福祉で働こう！ひなたの人材

確保推進事業（福祉人材ＵＩＪターン強化事業） 
【総事業費】 

1,686 千円 
事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（一部民間委託） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

福祉・介護従事者の確保については、県内在住者だけではなく、県

外在住者（本県への移住・ＵＩＪターン希望者）に対しても参入促

進を図る必要がある。 

アウトカム指標：本県への移住・ＵＩＪターン者のうち、福祉・介

護事業所への就職者数 １０名。介護サービス従事者数の増加。 

事業の内容（当初

計画） 

①動画コンテンツの作成 

「あったか宮崎ひなた暮らし」サイトに掲載する福祉現場で活躍

中のＵＩＪターン者の動画を作成する。 

②パンフレットの作成 

ＵＩＪターン者等のインタビューや資格取得の支援制度等を掲載

したパンフレットを作成する。 

上記①、②を通じて、福祉の仕事内容ややりがい、本県ならではの

働きやすさ等を見える化し、移住相談会等の機会を通じて、積極的

にＰＲを実施する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

県外の移住相談会等での福祉の仕事相談件数３０件 

アウトプット指標

（達成値） 

県外移住相談会での福祉の仕事相談件数２４件 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：介護従事者数（H30）20,531

人 

（１）事業の有効性 
福祉・介護従事者の確保について、県外在住者（本県への移住・

ＵＩＪターン希望者）に対し、福祉の仕事のやりがいや魅力、本

県での暮らしやすさ等をＰＲすることができた。 
（２）事業の効率性 

県外の移住相談会等の相談者に対し、福祉人材センターの求職

者登録を促すなど、継続的な就職支援を行った。 
その他 充当額 R1：816 千円(基金 816 千円、その他 0円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.45（介護分）】社会福祉研修センター運営事

業（キャリアパス支援事業） 
【総事業費】 

4,792 千円 

事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（県社会福祉協議会への委託） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

長期的に介護人材の確保・定着の推進を図るためには、介護職員が

将来展望を持って介護の職場で働き続けることができるよう、能

力・資格・経験等に応じた処遇が適切になされることが重要であり、

こうしたキャリアパスに関する仕組みを、介護の職場に導入・普及

していく必要がある。 

アウトカム指標：今後のキャリアを可視化し、事業者の理念や考え

方、職員の理想や将来像の双方のギャップを埋めることにより、職

員のワークモチベーションを高め、福祉・介護職への定着率を高め

る。介護サービス従事者の離職率の低下。 

事業の内容（当初

計画） 

介護職員等を対象に、自らのキャリアパスを描き、それぞれのキャ

リアパスの段階に応じた共通に求められる能力を段階的・体系的に

習得させるために、以下の研修を行う。 

 ・キャリアデザインとセルフマネジメント 

 ・福祉サービスの基本理念と倫理 

 ・メンバーシップ・リーダーシップ 

 ・能力開発 

 ・行動指針の作成   

・キャリアデザインとアクションプランの策定 他 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程 
①  初任者コース：３６０人 
②  中堅職員コース：４８０人 
③   チームリーダーコース：４２０人 
④ 管理職員コース：６０人 

アウトプット指標

（達成値） 

①初任者コース  修了者２２６名 
②中堅職員コース 修了者２３３名 
③チームリーダーコース修了者１９３名 
④管理者コース  修了者２３名 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後1年以内のアウトカム指標：平成３０年の離職率が１８．

５％であったが、令和元年の離職率が１５．７％となり、離職率が
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低下した。 

（１）事業の有効性 
介護職員等が、自らのキャリアパスを描き、それぞれのキャリ

アパスの段階に応じた共通に求められる能力を段階的・体系的に

習得することで、啓発意欲を高めた。 
（２）事業の効率性 

事前学習・事前課題を課すことで、限られた時間で効率的に習

得できるようにした。 
その他 充当額 R1：3,269 千円(基金 3,269 千円、その他 0円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.46（介護分）】 

介護人材キャリアアップ研修支援事業 
【総事業費】 

4,225 千円 

事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（県社会福祉協議会への委託） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

介護ニーズの多様化、複雑化が進む一方で、在宅復帰に向けた取組

も求められていることから、介護業務の中でも専門性の高い内容

や、在宅復帰に関する知識や技術を習得する研修を実施し、介護人

材の質的確保及び向上を図る。 

アウトカム指標：介護職員が専門性の高い介護技術（口腔ケアや在

宅復帰に資する技術等）を介護現場で提供することができる。 

事業の内容（当初

計画） 

◯在宅復帰・リハビリに関する知識、技術を習得することを目的と

した研修 

◯介護技術（口腔ケア等）の指導研修 

◯医療的ケアに関する研修 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

◯在宅復帰に関する知識・技術を習得する研修   ３００名 
◯口腔ケア等に関する研修            ２００名 
◯医療的ケアに関する研修            １００名 

アウトプット指標

（達成値） 

①老健施設職員等を対象としたキャリアアップ研修（老人保健施設

協会） 
[県央地区]  ・参加者 １4 名 
[県西地区]  ・参加者 １５名  
[県北地区]  ・参加者 ３３名 
②排痰の指導研修（介護福祉士会）  
・参加者 １４５名（2 日間のべ人数） 
③医療的ケアに関する研修（介護福祉士会） 
・参加者 ８３名 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後1年以内のアウトカム指標：平成３０年の離職率が１８．

５％であったが、令和元年の離職率が１５．７％となり、離職率が

低下した。 

（１）事業の有効性 
老健施設職員等向け研修については、当初の目標参加者数を下

回ったが、受講者を確保するための開催時期、研修時間を検討す

ることで、より効果的な事業となることが見込まれる。 
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介護福祉士会実施分については、受講者が学んだことを活かし

て、今後口腔ケアや医療的ケアを実践したいとの意見が多く聞か

れた。 
（２）事業の効率性 

研修ごとの対象者を明確に設定し、それぞれの段階に合った介

護知識・技術等を効率的に習得することができるようにした。 
その他 充当額 R1：3,835 千円(基金 3,835 千円、その他 0円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.47（介護分）】 

喀痰吸引等研修実施事業 
【総事業費】 

17,725 千円 

事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（委託先：民間機関） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

医療的ケアに関する介護需要への適切な対応が求められている。 

アウトカム指標：喀痰吸引等を必要とする高齢者等に施設や地域で

喀痰吸引等を実施できる介護職員が増加する。 

事業の内容（当初

計画） 

○指導者伝達講習（指導する看護師等の養成） ６０名 

○介護職員等の喀痰吸引等研修 

・研修内容 

基本研修：講義（５０ｈ）、筆記試験、演習（シミュレーターによ

る実技）実地研修：実際の利用者等に対する各行為の実習 

・研修規模 １６０名（基本研修：８０名×２回） 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

研修の受講者数 
指導者伝達講習６０名、介護職員等研修１６０名 

アウトプット指標

（達成値） 

研修の修了者数 
指導者伝達講習６１名、介護職員等研修１０８名 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：令和元年度の研修を修了し

た特定認定行為業務従事者数９２名（R2.10.1 時点） 

（１）事業の有効性 
喀痰吸引等を適切に実施する介護職員を養成するために必要な

研修であり、本事業を通じて、喀痰吸引等の医療的ケアが可能な

介護職員を増やすことができた。 
（２）事業の効率性 

介護職員の喀痰吸引等研修については、ここ数年受講者が減少

傾向にあること、民間の登録研修機関が増加していることを踏ま

え、県が引き続き事業を実施するか検討する必要がある。 
その他 充当額 R1：17,555 千円(基金 14,527 千円、その他 3,028 円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.48（介護分）】 

小規模事業所研修確保事業 
【総事業費】 

2,995 千円 

事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（介護福祉士養成施設への委託） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

小規模事業所は単独での研修開催や代替職員不足による遠隔地等

の研修参加が困難であるため、地域において共同で人材育成を行う

ための環境整備を支援する必要がある。 

アウトカム指標：小規模事業所の離職率の低下 

事業の内容（当初

計画） 

小規模事業所は単独での研修開催や代替職員不足による遠隔地等

の研修参加が困難であるため、地域において共同で人材育成を行う

ための環境整備を支援する必要がある。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

アウトカム指標：小規模事業所の離職率の低下 

アウトプット指標

（達成値） 

①県北・児湯地区 ２回３０事業所のべ４３名参加 

②小林地区    ３回１６事業所のべ１９名参加 

③都城地区    ４回６０事業所のべ９７名参加 

④日南地区    ４回１４事業所のべ３０名参加 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：平成 30 年の離職率が 18.5%

であったが、令和元年の離職率が 15.7%ととなり、離職率が低下し

た。 

（１）事業の有効性 
これまで接点の少なかった介護福祉士養成施設と小規模事業所

とが連携し、研修を企画、実施することができた。 
（２）事業の効率性 

介護福祉士養成施設にて直接参加者を募集したことにより効率

的に募集することができた。 
その他 充当額 R1：2,109 千円(基金 2,109 千円、その他 0円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.49（介護分）】介護支援専門員スキルアップ

事業 
【総事業費】 

3,726 千円 

事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（県社会福祉協議会への委託） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

介護支援専門員については資質に差があり、研修水準の平準化が全

国的な課題となっているため、研修向上委員会を設置して研修のあ

り方について検討・改善が必要である。また５年に一度の法定研修

のみで資質向上を図ることは難しく、実践現場での指導の充実が必

要である。 

アウトカム指標：法定研修受講者の終了時テストの得点 ８０点以

上。介護支援専門員が質の高いケアプランを作成することができ

る。 

事業の内容（当初

計画） 

実務者で研修の内容検討及び研修評価を行い、多職種の団体の代表

者で構成される委員会に報告し、より効果的な研修について検討す

るとともに、実践現場での指導を担う主任介護支援専門員のリーダ

ーを養成する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

研修向上委員会開催回数 ２回 
作業部会開催回数    ４回 
リーダー養成研修開催回数 １０回 

アウトプット指標

（達成値） 

研修向上委員会開催回数 １回 

作業部会開催回数    １回 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：研修修了自己評価（全体）：

①全くできない②ほとんどできないが３０％以上の項目が２０項

目から１５項目へ減少 

（１）事業の有効性 
各職能団体や各機関と連携して、研修内容を検討することで、

効率性・実効性の高い研修を実施することができた。 
（２）事業の効率性 

実務者レベルの作業部会を設置することで、現場の実態に即し

て研修内容の充実が図られた。 
その他 充当額 R1：3,726 千円(基金 3,726 千円、その他 0円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.50（介護分）】自立支援型ケアマネジメント

推進事業 
【総事業費】 

3,694 千円 

事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（委託先：一般社団法人宮崎県介護支援専門員協会） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

今後、在宅において医療と介護の両方を必要とする高齢者の増加が

見込まれるが、介護支援専門員は福祉系の基礎資格を有する者が多

く、医療分野に苦手意識があり、医療との連携が十分ではないとの

指摘があるため、医療的知識を習得する機会が必要である。 

アウトカム指標：研修後のアンケートにおいて「医療系サービスの

必要性を理解できた」と回答した者の割合 １００％、ケアプラン

に医療サービスを適切に位置づけられる介護支援専門員が増加す

る。 

事業の内容（当初

計画） 

介護支援専門員に対して、医学的知識、医療サービスの活用に関す

る研修会及び事例検討会等を開催する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

研修受講者数 ６００名 

アウトプット指標

（達成値） 

研修会等開催 10 回（内 実地説明、部会含む） 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：専門Ⅰ・Ⅱ研修修了自己評

価（看取り項目）：「①全くできない②ほとんどできない」が３０％

以上から３０％以下へ減少 

（１）事業の有効性 
福祉系の基礎資格を持つ者が多い介護支援専門員が医師による

講義及び医療系職種を交えた事例検討を通し、互いの業務を理解

するとともに終末期に関する医療的知識や医療系サービスに関す

る知識を習得する機会を確保することができた。 
（２）事業の効率性 

終末期に関する研修では、県内３カ所（県北、県央、県南）に

おいて各地域で在宅医療に熱心に活動している医師を講師に招

き、地域の実情に即した研修内容となり、さらに多職種連携の実

践につながる研修会となった。 
その他 充当額 R1：3,694 千円(基金 2,558 千円、その他 1,136 円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.51（介護分）】介護支援専門員ケアマネジメ

ント向上支援事業 
【総事業費】 

2,472 千円 

事業対象区域 県全域 

事業の実施主体 宮崎県（委託先：一般社団法人宮崎県介護支援専門員協会） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

介護保険施設に勤務する介護支援専門員については、各施設１名ず

つしか配置がない場合が多く、また、ケアマネジメントに個別性が

ない等の指摘もあり、ケアマネジメントについて相談・助言を受け

る機会の確保が必要である。 

アウトカム指標：施設等に勤務する介護支援専門員の課題が明らか

になり、資質向上のために必要な支援の検討・実施につながる。質

の高いケアプランを作成できる介護支援専門員が増加する。 

事業の内容（当初

計画） 

他の介護支援専門員の手本となる介護支援専門員を認定介護支援

専門員として認定し、各介護保険施設等を巡回し相談・助言を行う。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

介護保険施設等訪問件数 ２００件 

アウトプット指標

（達成値） 

訪問数 １０８事業所 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：聴取項目：「丁寧なアセス

メント、利用者本位・自立支援を意識したケアプラン作成ができる」

７割以上⇒９割以上へ増加 

（１）事業の有効性 
現に、居宅介護支援事業所や施設等で介護支援専門員として従

事している者を派遣することにより、一方的な指摘・指導ではな

く、同じ専門職としての悩みや課題を共有しながら、解決の方策

を検討することができる。 
（２）事業の効率性 

一人で勤務する介護支援専門員にとっては、認定介護支援専門

員と一緒に、自身のケアマネジメントを振り返ることで、一人で

は気づけなかった視点やインフォーマルサービスの活用方法等に

気づく機会となり、より自立支援のためのケアマネジメントの実

施につながっている。 
その他 充当額 R1：823 千円(基金 823 千円、その他 0円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.52（介護分）】訪問看護ステーション基盤強

化事業 
【総事業費】 

18,000 千円 

事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎東諸県郡を除く区域 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

医療と介護をつなぐ役割を担う訪問看護ステーションが多様化、複

雑化、さらには重度化する居宅要介護者のニーズにきめ細やかに対

応し、地域包括ケアを支える中核として、継続的、安定的に事業を

実施するためには、訪問看護を担う人員の増員のほか、２４時間対

応やターミナルケア等の体制を強化する必要がある。 

アウトカム指標：訪問看護職員５人以下の事業所数の減 

事業の内容（当初

計画） 

訪問看護ステーションが訪問看護職員を新規雇用し又は専門的な

技術の取得等を図るための研修を行う場合に研修費用等を支援す

る。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

訪問看護ステーション補助事業所数 １０事業所 

アウトプット指標

（達成値） 

補助事業所数 ４事業所 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：訪問看護ステーション数の

増（職員増となった事業所の増）。 

（１）事業の有効性 
小規模な訪問看護事業所に対し、新規職員の研修費用や増員に

伴う備品等の購入費用を補助することにより、事業所の基盤強化

を図ることができた。 
（２）事業の効率性 

ホームページや会議、事前の開設相談等で事業内容の周知を行

った。 
その他 充当額 R1：1,934 千円(基金 1,934 千円、その他 0円) 

 
  



   

36 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.53（介護分）】福祉人材センター運営事業（離

職介護福祉士等届出事業） 
【総事業費】 

1,981 千円 

事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（宮崎県社会福祉協議会への委託） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

平成２９年４月からスタートした離職した介護福祉士等の届出制

度の更なる周知を図り、円滑な届出の実施と届出登録者の再就業を

促進する必要がある。 

アウトカム指標：届出登録者のうち、再就業に至った方の人数  ４

５名、介護サービス従事者数の増加 

事業の内容（当初

計画） 

① 届出システムの円滑な運用 

② 普及啓発活動 

有資格者（離職者、就業者）をはじめ、広く県民に対し届出制

度の周知を図る。 

③ 登録相談支援 

届出制度に関する相談の受付、インターネットによる届出が困

難な方のための代行入力、登録者への相談対応等を行う。 

④ 研修情報等の収集・作成・提供 

復職に向けた研修や求人に関する情報を収集し、登録者へ情報

提供を行う。 

⑤ 関係団体（ハローワーク、介護福祉士会等）との連携 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

届出登録者数：１５０名 

アウトプット指標

（達成値） 

届出登録者数 １４６名 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：介護従事者数（H30）20,531

人 

（１）事業の有効性 
１４６名の届出登録者のうち、５７名が福祉・介護事業所へ就

職するなど潜在介護人材の就業促進が図られた。 
（２）事業の効率性 

介護事業所への案内や新聞広告等の広報のほか、再就業支援セ

ミナー等に出向き、登録の呼びかけを行うことで、届出の促進を

図った。 
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その他 充当額 R1：1,981 千円(基金 1,981 千円、その他 0円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.54（介護分）】認知症介護研修事業 【総事業費】 

12,978 千円 

事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（県介護福祉士会等への委託） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：認知症患者の医療・介護連携ケースの増加 

事業の内容（当初

計画） 

以下、①から⑤の研修を実施する。 

① 認知症対応型サービス事業開設者研修 

② 認知症対応型サービス事業管理者研修 

③ 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 

④ 認知症介護指導者フォローアップ研修 

⑤ 認知症介護基礎研修 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

①認知症対応型事業開設者研修（年１０名） 
②認知症対応型サービス事業管理者研修（年８０名） 
③小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修（年３０名） 
④認知症介護指導者フォローアップ研修（年３名） 
⑤認知症介護基礎研修（年１５０名） 

アウトプット指標

（達成値） 

①開設者研修 １４名 

②管理者研修 ７６名 

③計画作成担当者研修 ３６名 

④フォローアップ研修 ２名 

⑤認知症介護基礎研修 １１１名 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：観察できなかった。 

（１）事業の有効性 
認知症高齢者の介護指導者、その指導的立場にある者及び認知

症介護を提供する事業所管理者に対し、認知症高齢者の介護に関

する実践的研修を実施すること、適切なサービスの提供に関する

知識等を習得させるための研修を実施することにより、認知症介

護技術の向上、専門職員の養成を図ることができた。 
（２）事業の効率性 
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他研修の受講修了が受講要件となっているものもあるため、各

研修要件を整理し、研修日程を調整した。また、委託先や指導者

との協議により、受講者が、効果的に認知症介護の知識や技術を

学べるように教材の見直し等を行った。 
その他 充当額 R1：11,642 千円(基金 2,330 千円、その他 9,313 円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.55（介護分）】認知症地域支援体制整備事業 【総事業費】 

9,930 千円 

事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（県医師会等への委託） 

事業の期間 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：認知症患者の医療・介護連携ケースの増加 

事業の内容（当初

計画） 

以下、①から⑧の研修、事業を実施する。 

①かかりつけ医認知症対応力向上研修 

②医療従事者向け認知症対応力向上研修 

③認知症サポート医フォローアップ研修 

④歯科医師認知症対応力向上研修 

⑤薬剤師認知症対応力向上研修 

⑥看護師認知症対応力向上研修 

⑦みやざきオレンジドクター普及啓発事業 

⑧認知症支援体制整備事業 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

①かかりつけ医認知症対応力向上研修（年１００名） 

②医療従事者向け認知症対応力向上研修（年２００名） 

③認知症サポート医フォローアップ研修（年３００名） 

④歯科医師認知症対応力向上研修（年７０名） 

⑤薬剤師認知症対応力向上研修（年１００名） 

⑥看護師認知症対応力向上研修（年１００名） 

⑦みやざきオレンジドクター普及啓発事業（年５０名） 
アウトプット指標

（達成値） 

①かかりつけ医研修受講者 ５２名 

②医療従事者研修受講者 １３４名 

③認知症サポート医フォローアップ研修受講者 ５１６名 

④歯科医師研修受講者 ５０名 

⑤薬剤師研修受講者 １０４名 

⑥看護師研修受講者 ４７名 

⑦みやざきオレンジドクター普及啓発事業 ２０名 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：観察できなかった。  

（１）事業の有効性 
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高齢者が日頃より受診する診療所等の主治医（かかりつけ医）、

病院勤務の医師、看護師等の医療従事者に対し、適切な認知症診

療の知識・技術や認知症の人本人とその家族を支える知識と方法

を習得するための研修を実施することにより、認知症の発症初期

から状況に応じて、認知症の人への支援、また病院での認知症の

人の手術や処置等の適切な実施の確保を図ることができた。 
また、みやざきオレンジドクター普及啓発事業により「かかり

つけ医」をみやざきオレンジドクターとして公表し、適時・適切

な医療・介護サービスにつなぐことができる体制の整備につなげ

られた。 
（２）事業の効率性 

各研修の案内通知が受講対象者に行き届くよう、委託先と連携

し、継続して周知し受講を促すことができた。 
また、随時のオレンジドクターの公表を含めた情報発信を行い、

制度の普及・利用促進に努めた。 
その他 充当額 H30：3,147 千円 R1：6,669 千円 

(基金 6,669 千円、その他 0円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.56（介護分）】 

地域包括ケアシステム構築支援事業 
【総事業費】 

28,235 千円 

事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（県社会福祉協議会への委託） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

地域包括ケアシステム構築支援や地域包括支援センターの機能強

化を行い、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活することができ

るよう、地域包括ケアシステムの推進を図る。 

アウトカム指標：地域ケア個別会議における高齢者の自立支援に資

するマネジメント支援や地域包括ケアシステム構築に取り組む市

町村数の増加 

事業の内容（当初

計画） 

広域支援員を配置し、市町村や地域包括支援センターが主催する地

域ケア会議の運営等に対する助言や研修に対する支援のほか、弁護

士や社会福祉士等の専門職派遣を行う 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

広域支援員による相談・支援件数 ５０件 
研修会回数・参加者数 １回（１００名） 
専門職派遣件数 １５０件 

アウトプット指標

（達成値） 

①広域支援員による相談件数８６件 

②研修会 ５回（のべ２０７名） 

③専門職派遣 ２８１件（のべ１,１１５名） 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：全２６市町村のうち２５市

町村が自立支援型の地域ケア会議を実施。 

（１）事業の有効性 
市町村や地域包括支援センターのケアマネジメント機能の総合

的な底上げに繋がった。 
（２）事業の効率性 

市町村や地域包括支援センターだけでは、問題解決が困難な事

案に対する広域支援員のノウハウを生かした相談や支援、弁護士

や医師等の専門職のケア会議等への迅速な派遣を行い、問題解決

に導いた。 
その他 充当額 R1：25,558 千円(基金 394 千円、その他 25,164 円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.57（介護分）】地域のちから・リハビリテ

ーション機能強化推進事業（リハ専門職介護予防

指導者育成事業） 

【総事業費】 

2,720 千円 

事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（県理学療法士会への委託） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

市町村が行う地域支援事業「地域リハビリテーション活動支援事

業」「地域ケア会議」等へのリハ職の参加が求められており、リハ

職が適切な対応・助言が提供できるよう人材育成を図る。 

アウトカム指標：地域ケア会議・通いの場の充実を図ることで、要

介護認定率の低下。宮崎県要介護認定率 前年比 0.１％減 

事業の内容（当初

計画） 

○リハ専門職介護予防指導者育成事業 
（１）市町村、地域包括支援センターが実施する介護予防事業、地

域ケア会議にリハ職が参加し、指導者となるための現地研修を行

う。 
（２）リハ職に対する介護予防事業、地域ケア会議に関する研修会

の開催 
（３）連絡会の開催 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

介護予防事業、地域ケア会議に関する研修会へのリハ職参加の増加 
目標値：人材育成研修の受講者 100 名✕3 回＝300 名 

アウトプット指標

（達成値） 

①リハ職向け研修会：２回（延べ１２５名） 

②連絡会の開催：２回 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：宮崎県要介護認定率 前年

比 0.2％減 

（１）事業の有効性 
本県の行政機関（市町村）及び包括支援センターの取り組む地

域支援事業（介護予防・地域ケア会議）に参加するリハ専門職の

理解（支援内容）の向上を図ることができた。 
（２）事業の効率性 

市町村ごと、リハ専門職ごとに人材育成を行うのではなく、県

が地域医療介護総合確保基金を活用して人材育成を行うことで、

効率化を図ることができた。 
その他 充当額 R1：2,567 千円(基金 1,367 千円、その他 1,200 円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.58（介護分）】権利擁護人材育成・資質向上

支援体制づくり事業 
【総事業費】 

10,434 千円 

事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 県（一部県社協委託）及び市町村 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

認知症高齢者の増加に伴い、成年後見の需要が高まっている。 

アウトカム指標：市町村社会福祉協議会等による法人後見実施市町

村数、法人後見受任件数の増加 

事業の内容（当初

計画） 

①市町村社会福祉協議会等による法人後見受任体制整備 

市民後見人養成研修を実施し、法人後見支援員の育成を図るとと

もに、市町村社会福祉協議会における法人後見専門員の育成のため

の研修会などを実施する。 

②広域的な法人後見受任体制整備等 

単独市町村での体制整備等が困難な市町村における次の取組に

対して支援 

・権利擁護支援のための広域的な地域連携ネットワークの構築 

・後見人の確保に向けた広域的な法人後見受任体制整備 

・成年後見制度に関心のある地域住民を対象としたセミナー等 

の開催 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

法人後見支援員（市民後見人）養成研修修了者数 ３０名 
法人後見支援員フォローアップ研修受講者数 ３０名 
法人後見専門員研修受講者数 ２０名 
法人後見専門員スキルアップ研修受講者数 ２０名 
広域的な法人後見受任体制整備に向けた研修、検討会等の実施地区 

２地区 
アウトプット指標

（達成値） 

①法人後見支援員（市民後見人）養成研修 （12 名修了） 

②法人後見支援員フォローアップ研修  5 回（のべ 96 名） 

③法人後見専門員の育成 

 ア 育成研修 2 回（のべ 45 名） 

 イ スキルアップ研修 2 回（のべ 31 名） 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：児湯郡６町村社協の広域に

よる法人後見受任体制を整備するための準備室が令和２年４月に

設置された。（令和３年度中に法人後見受任を開始する予定。） 
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（１）事業の有効性 
市民後見に関心のある県民を対象に、市民後見人養成研修を開

催し、「法人後見支援員」の育成を図るとともに、市町村社会福祉

協議会等の「法人後見」受任際の、家庭裁判所との実務や法人後

見支援員への指導・助言を行う「法人後見専門員」の育成し、法

人後見受任体制の推進を図ることができた。 
また、単独市町村では体制整備が困難な市町村において広域的

な体制整備等に係る研修等を実施し、体制整備の促進を図ること

ができた。 
（２）事業の効率性 

法人後見支援員養成研修への参加募集案内に当たっては、市町

村、市町村社会福祉協議会の協力を得ながら、今後、市民後見人

となるような人材の掘り起こしも行い、次年度以降の事業実施に

繋げられるよう効率性を図った。 
また、市町村における広域的な体制整備については、年度当初

に県によるヒアリングを実施し、地域の実態等を踏まえた取組と

なるよう助言等を行い、効果的な取組となるよう支援した。 
その他 充当額 R1：8,465 千円(基金 8,465 千円、その他 0円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.59（介護分）】社会福祉研修センター運営事

業（OJT スキル研修） 
【総事業費】 

834 千円 

事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（県社会福祉協議会への委託） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

介護人材の離職防止・定着促進の観点から、職場内での研修の充実

望が求められている。ＯＪＴは業務スキルの習得を現場でより実践

的に行うことともに、身近な先輩職員による職場生活上の不安や悩

み等のメンタルケアも期待されるため、介護の職場に導入・普及し

ていく必要がある。 

アウトカム指標：日常業務の中で行う職務を通じて上司の指導力や

教育スキルの向上を図るとともに、部下の働く意欲や意識を向上さ

せることで、福祉・介護職への定着率を高める。 

事業の内容（当初

計画） 

介護事業所等の中堅職員やチームリーダーに対し、ＯＪＴスキルを

学びマネジメント能力やコーチングスキルを身につけるための研

修を行い、新人職員の指導体制を整え、早期離職防止と定着促進を

図る。 

① ＯＪＴスキル基礎研修 

  ・ＯＪＴの目的と役割  

・ＯＪＴを効果的におこなうためのポイント 

  ・具体的な指示の仕方、ほめ方、指摘の仕方 他 

② ＯＪＴスキル実践研修 

  ・ＯＪＴの目的と役割  

・ＯＪＴを効果的におこなうための体制づくり 

  ・ＯＪＴ担当職員の指導方法 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

① ＯＪＴスキル基礎研修：１６０人 
② ＯＪＴスキル実践研修：１６０人 

アウトプット指標

（達成値） 

①職務を通じて部下を育てる OJT スキル基礎研修(前期・後期） 

修了者 49 名 

②職務を通じて部下を育てるOJTスキル研修（人材育成指導担当者） 

修了者 64 名 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後1年以内のアウトカム指標：平成３０年の離職率が１８．

５％であったが、令和元年の離職率が１５．７％となり、離職率が

低下した。 
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（１）事業の有効性 
ＯＪＴについての基本的な考え方や推進方法を理解するととも

に、人材育成指導者等と連携した職場づくりと人材育成の方法に

ついて学ぶことができた。 
（２）事業の効率性 

職場全体で人材育成に取り組むため、ＯＪＴ担当職員のみなら

ず、上位者等も一緒に受講し、研修の効率性を高めつつ、グルー

プワーク等演習中心の内容にすることで効果を高めた。 
その他 充当額 R1：834 千円(基金 834 千円、その他 0円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.60（介護分）】 

介護の職場環境改善促進事業 
【総事業費】 

4,634 千円 

事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（介護労働安定センターへ委託） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

介護従事者の働きやすい環境を整備することで離職防止、職場定着

を図り、質の高い安定した介護サービスを提供する。 

アウトカム指標：介護サービス従事者数の離職率の低下 

事業の内容（当初

計画） 

①介護保険施設・事業所の経営者、管理者、人事担当者等を対象に、

介護人材にとって働きやすい職場環境作り等についての講演等を

行う。 

②離職防止に向けた事業所運営等についての研修を行う。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

①アンケートにより「参考になった」と回答した参加者の割合  

９０％ 

②アンケートにより「新たな取り組みを行う」と回答した参加者の

割合６０％ 
アウトプット指標

（達成値） 

①「参考になった」と回答した参加者の割合 91% 

②「新たな取り組みを行う」と回答した参加者の割合 67% 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後1年以内のアウトカム指標：平成３０年の離職率が１８．

５％であったが、令和元年の離職率が１５．７％となり、離職率が

低下した。 

（１）事業の有効性 
「参考になった」「新たな取り組みを行う」と回答した参加者が

多く、職場環境の改善に繋がる研修を実施できた。 
（２）事業の効率性 

職場のリーダー養成を目的とした研修会を 6 地区に分けて開催

することで、職場環境の改善により効果的な研修会を実施するこ

とができた。 
その他 充当額 R1：4,535 千円(基金 4,535 千円、その他 0円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.61（介護分）】腰に優しい介護技術普及事業 【総事業費】 

1,771 千円 

事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 宮崎県（一般財団法人宮崎県理学療法士会への委託） 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

 介護従事者の離職理由の１つである腰痛について、その予防のた

めの技術や対策の普及・啓発を進め、離職防止を図る。 

アウトカム指標：介護サービス従事者の離職率の低下 

事業の内容（当初

計画） 

 介護現場での大きな離職理由の一つである「腰痛」という身体不

調の問題に対して、予防するための技術や対策の普及･啓発を進め、

介護従事者の身体不調の不安軽減と離職防止を図ることで、介護従

事者の確保につなげる。 

(1)腰痛予防マニュアル作成 

腰痛対策・予防及び介護技術を記載したマニュアルを作成し、

研修会にて活用する。 

(2)腰痛予防研修会の実施 

県内８ブロック（①宮崎東諸、②日南串間、③都城北諸県、④

西諸、⑤西都児湯、⑥日向入郷、⑦延岡、⑧西臼杵の拠点施設（主

に宮崎県理学療法士会の会員施設を活用予定）において、各ブロ

ック年２回×８ブロックの累計１６回実施する。講師は、各ブロ

ックごとの一般社団法人宮崎県理学療法士会会員が務めることと

し、一般社団法人介護福祉士会の協力を得て参加者を募ることと

する。 

(3)介護機器体験会の実施 

 介護職員や一般県民に対し、腰の負担を軽減する補助機器等の介

護機器の紹介及び体験等を行うことで、介護機器の普及・啓発を進

め、予防機器の活用促進を図る。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・腰痛予防研修会参加者：６５０人 
・介護機器体験会参加者：８０人 

アウトプット指標

（達成値） 

①腰痛予防研修会  

 実施回数 16 回 参加者数 721 名 

②介護機器体験会 

 参加者数 59 名 
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事業の有効性・効

率性 

事業終了後1年以内のアウトカム指標：平成３０年の離職率が１８．

５％であったが、令和元年の離職率が１５．７％となり、離職率が

低下した。 

（１）事業の有効性 
腰痛予防研修会を通して、腰痛予防のための技術や対策の普

及・啓発が図られた。 
  介護機器体験会では、介護関係者だけでなく、一般の方も含め

幅広い年齢層の方々に介護機器の啓発が図られた。 
（２）事業の効率性 

腰痛予防研修会の実施にあたっては、圏域を 8 ブロックに分け、

それぞれのブロックで平日の夜、２回ずつ実施することで、受講

希望者が参加しやすいものとした。 
その他 充当額 R1：1,442 千円(基金 1,442 千円、その他 0円) 

 
 


